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（１）環境保全・創出の推進体制
　１　環境部の組織　（Ｈ２８．４．１）

環 境 部

西部環境管理事務所

東松山環境管理事務所

秩父環境管理事務所

北部環境管理事務所

越谷環境管理事務所

東部環境管理事務所

環境科学国際センター

　２　附属機関（審議会等）
　（ア）環境審議会

　環境審議会は、環境の保全に関する基本的事項を調査審議するため、環境基本法第４３条、自然環境保全法
第５１条及び執行機関の附属機関に関する条例に基づき設置されています。

　環境審議会委員（任期：Ｈ２８．８．１～Ｈ３０．７．３１）

所　属　・　職　名氏　　名所　属　・　職　名氏　　名
埼玉県農業協同組合中央会常務理事永 島　 朗東洋大学経済学部長小川　芳樹◎
（一社）埼玉県商工会議所連合会女性会連合会会長栗原　�子東京都市大学特別教授小堀　洋美〇
埼玉県生活協同組合連合会代表理事会長理事岩岡　宏保（一財）日本環境衛生センター副理事長藤吉　秀昭
（一社）埼玉県猟友会会長田 島　 隆東京電機大学教授保倉　明子
埼玉県議会議員小久保憲一日本女子大学教授宮崎あかね
埼玉県議会議員諸井　真英（一財）日本自動車研究所主任研究員森川多津子
埼玉県議会議員山本　正乃立正大学教授安原　正也
羽生市長河田　晃明弁護士松浦麻里沙
一般公募斎藤　和芳埼玉県女性薬剤師会会長薬剤師渡邊美知子
一般公募中原　敏次（公財）埼玉県生態系保護協会教育委員長貴家　章子

◎　会長　　　○　副会長

温 暖 化 対 策 課
総務・エコライフ推進担当／埼玉ナビゲーション担当
計画制度・排出量取引担当／中小事業者対策担当

環 境 政 策 課
調整担当／総務経理担当／職員担当
企画・環境影響評価担当／環境学習・放射線担当

中央環境管理事務所

エコタウン環境課
（エコタウン担当／創エネルギー推進担当／省エネルギー推進担当）

水 環 境 課
総務・騒音・悪臭担当／浄化槽・川の国応援団担当
水環境担当／土壌・地盤環境担当

産業廃棄物指導課
総務・普及啓発担当／監視・指導・撤去担当
審査担当／収集運搬業担当

資源循環推進課 環境整備センター
総務・企画調整担当／一般廃棄物・リサイクル担当
資源循環工場担当

み ど り 自 然 課
みどりの基金・県民運動担当／みどり創出担当／みどり復活・保全担当
自然ふれあい・砂利対策担当／野生生物担当

大 気 環 境 課
総務・自動車対策担当／企画・監視担当
規制担当／化学物質担当

1 環境行政全般
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所　属　・　職　名氏　　名所　属　・　職　名氏　　名

日本工業大学工学部助教桑原　拓也弁護士新井　賢治◎

東京電機大学工学部講師田中　里美弁護士東谷　良子○

埼玉大学大学院理工学研究科教授長嶺　拓夫埼玉工業大学工学部准教授有谷　博文

埼玉大学大学院理工学研究科教授松本　泰尚医師大津　真弓
埼玉工業大学工学部准教授皆川　佳祐弁護士栗原千亜希

所　属　・　職　名氏　　名所　属　・　職　名氏　　名

埼玉大学大学院教授桑野　二郎千葉大学大学院准教授秋田　典子

埼玉大学大学院准教授鈴木　美穂（一財）日本環境衛生センター課長代理池本　久利

東京大学大学院准教授高田まゆら東京大学大学院准教授石 田　 健

国立環境研究所室長田 中　 敦国立環境研究所主任研究員井上　智美

（一財）自然環境研究センター上席研究員畠瀬　�子（公財）東京都環境科学研究所研究員加藤　みか

埼玉大学大学院准教授藤 野　 毅（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団調査部長金子　直行

国立環境研究所室長松橋　啓介東京農工大学大学院准教授金子　弥生

国立環境研究所主任研究員村田　智吉埼玉大学大学院教授川合　真紀

（一財）小林理学研究所理事長山本　貢平◎産業技術総合研究所客員研究員国 松　 直〇

　（イ）公害審査会
　公害審査会は、公害に係る民事上の紛争について、あっせん・調停・仲裁の手続きにより迅速かつ適正な
解決を図るため、公害紛争処理法第１３条に基づき設置されています。

　公害審査会委員（任期：Ｈ２７．１２．２２～Ｈ３０．１２．２１）

◎　会長　　　○　会長代理

　（ウ）環境影響評価技術審議会委員
　環境影響評価技術審議会は、環境影響評価に関する技術上の重要事項を調査審議するため、執行機関の附
属機関に関する条例に基づき、昭和５５年１２月に設置されました。

　環境影響評価技術審議会委員（任期：Ｈ２８．４．１～Ｈ３０．３．３１）

※　環境管理事務所について
　地域における環境保全対策は、地域の自然特性、環境の状況、社会経済の動向、地域住民の要求等に対応して総
合的に講じる必要があります。埼玉県では、地域の環境問題を総合的に把握し、きめ細かい環境行政を推進するた
め、県内７か所に環境管理事務所を設置しています。

（工場・事業場への立入検査）
　大気汚染や水質汚濁を防止するため、工場や事業場
に焼却炉などの施設を設置する場合、事前の届出によ
り、審査しています。
　設置した施設に、立入検査を行い、排出ガスや排出
水の自主測定結果を確認しています。
　また、定期的に排出ガスや排出水を県が測定し、排
出基準を超えた場合には、勧告や改善命令などの措置
を行っています。
（浄化槽関係）
　住宅その他建築物に浄化槽を設置する場合、事前の
届出により、審査しています。
　また、浄化槽相談員を置き、浄化槽の適正な維持管
理を指導しています。
（異常水質事故）
　公共用水域において油の流出、魚類の浮上・へい死
などが発生した場合、河川管理者などと連携して発生

源の特定や被害の拡散防止などを行っています。
（土壌・地下水関係）
　工場又は事業場の施設を廃止した場合や大規模な土
地改変を行う場合に、土地の所有者等に土壌汚染状況
を確認させ、汚染されていた場合には、土壌や地下水
の汚染の除去等の措置を指導しています。
　また、地盤沈下を防止するため、地下水の採取に関
する規制を行っています。
（化学物質関係）
　化学物質による人や環境への影響を軽減させるた
め、化学物質管理促進法や県生活環境保全条例に基づ
き、事業者から排出量や移動量、取扱量について届出
を受けています。また化学物質を適正管理するための
手順書や環境負荷低減主任者の届出等を受理するほ
か、県条例に基づき事業所への立入検査を実施してい
ます。

大気・水質関係

◎　会長　　　○　副会長

（Ｈ２８．９．１現在）

（Ｈ２８．９．１現在）
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自然保護関係

　狩猟免許試験と免許の更新、県内狩猟者の登録、傷
病野生鳥獣の保護、緑化の推進などの事務を行ってい
ます。
　県内には秩父多摩甲斐国立公園及び１０か所の県立自
然公園を指定しており、中央、西部、東松山、秩父、
北部の各環境管理事務所において建築物の新築等の許
可、届出の受理、歩道等の施設の設置・修繕等を行っ
ています。

砂利関係

　西部、東松山、秩父、北部、東部の各環境管理事務
所管内で砂利、岩石、土の採取が行われており、事業
者の登録、採取計画の認可のための指導等を行ってい
ます。
　また、随時、各事業所等への立入検査を実施して、
岩石等の崩落などによる災害の未然防止や無認可、不
法採取の監視に努めています。

　　３　環境保全に関する主な条例、計画等の概要

環境保全に関する主な条例

◆埼玉県環境基本条例
　本県における環境の保全及び創造に関する施策の基
本的な方向と枠組みを示すものとして、平成７年４月
から施行されました。環境への負荷の少ない持続的に
発展することができる社会の構築等を基本理念に、行
政、事業者、県民の責務などについて定めています。
◆埼玉県生活環境保全条例
　大気汚染や水質汚濁など工場等を排出源とする産業
型公害の規制措置のほか、自動車交通公害などの都市
・生活型公害対策や増大する廃棄物の処理対策、化学
物質の適正管理対策に関する必要な事項を定めていま
す。平成１３年７月に従来の公害防止条例（昭和３７年６
月制定）を全部改正し、平成１４年４月から施行されま
した。
◆埼玉県環境影響評価条例
　環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施
に際し、あらかじめその事業の実施による影響につい
て調査・予測を行い、環境保全のための措置を検討す
る手続を定めています。平成７年１２月から施行されま
した。
◆埼玉県戦略的環境影響評価実施要綱
　事業の計画案段階で、環境面の影響を社会経済面の
推計と連携させながら調査・予測することによって環
境保全のあり方を検討する制度として、平成１４年４月
から施行されました。
◆埼玉県地球温暖化対策推進条例
　県、事業者、県民、環境保全活動団体等の責務を規
定し、県民総ぐるみでの取組により、地球温暖化対策

を推進するための幅広い対策を定めています。平成２１
年３月から施行されました。具体的な温室効果ガス削
減のための制度を盛り込み「ストップ温暖化・埼玉ナ
ビゲーション２０５０（埼玉県地球温暖化対策実行計画）」
の実効性を高めています。
◆埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例
　土砂の排出、堆積等に関し必要な規制を行うことに
より、無秩序な土砂の堆積を防止し、県民の生活の安
全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的と
して平成１５年２月に施行されました。土砂の排出や堆
積を行うに際しての必要な手続を定めています。
◆埼玉県ごみの散乱防止に関する条例
　県土の環境美化を推進し、快適な生活環境の確保を
図るために、ごみの散乱防止に関し必要な事項を定め
ています。平成１３年４月から施行されました。
◆ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例
　緑の保全と創出を一層推進するため、市民団体等と
の協働による緑地の保全や、１,０００㎡以上の敷地にお
ける建築行為に際して緑化計画書の届出を行うことを
定めています。平成１７年３月にふるさと埼玉の緑を守
る条例（昭和５４年３月制定）を一部改正し、平成１７年
１０月から施行されました。
◆埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例
　希少な野生動植物を絶滅から守り、県民共通の財産
として次代に継承するため、希少野生動植物の種の保
護に必要な事項を定めています。平成１２年１２月から全
部施行されました。
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温暖化対策関係

　家電製品等の省エネルギー情報提供の義務付け等に
よる地球温暖化対策を推進するため、店舗への立入検
査を行うほか、事業者が提出する省エネルギー性能説
明推進者の届出の受理などを行っています。

自動車対策関係

　ディーゼル車の運行規制等による排出ガス対策、低
燃費車の導入やエコドライブ等によるCO２削減対策を
推進するため、運行車両の検査や事業場の立入検査等
を行うほか、事業者が提出する自動車使用管理計画、
自動車地球温暖化対策計画の受理等を行っています。

廃棄物・残土関係

　一般廃棄物については、市町村等の一般廃棄物処理
施設などに立入検査を行っています。また、産業廃棄物
については、産業廃棄物処理施設や家屋解体現場、PCB
廃棄物保管事業所に対して重点的に立入検査を実施し
ています。さらに、悪質な不法投棄、不適正な処理が後
を絶たないため、監視パトロールを強化しています。
　また、無秩序な土砂の堆積防止を目的として土砂の
排出及び堆積の規制業務を行っています。

��
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環境保全に関する主な計画

●埼玉県環境基本計画
　「環境基本条例」の基本理念の実現を図るための総合
的な計画で、４つの長期的な目標と１８の施策展開の方
向を示すとともに、重要取組施策については、具体的
な目標を設定しています。
●埼玉地域公害防止計画
　現に公害が著しいか、又は、人口及び産業の急速な
集中により公害が著しくなるおそれがある地域を対象
として、総合的な公害防止策を講じ、地域住民の健康
を保護し、生活環境を保全しようとするものです。
（昭和４７年度以降９回策定）
●埼玉県環境配慮方針
　「環境基本計画」に基づき、県が実施する公共事業や
事務事業（オフィスづくり）において、環境へ配慮すべ
き事項を定めました。オフィスづくり部門では、平成２７
年度から「第２期ストップ温暖化・埼玉県庁率先実行プ
ラン」に基づき、温室効果ガスの削減に取り組んでいま
す。公共事業については、平成１４年３月に改訂しました。
●ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション２０５０
　（埼玉県地球温暖化対策実行計画）
　地球温暖化対策の視点から２０５０年の本県のあるべき
姿を描き、その達成に向けた中期目標とその実現のた
めの施策を示しています。平成２７年３月に見直しを行
い、２０２０年における埼玉県の温室効果ガス（需要側）
を２００５年比２１％削減する目標を定めています。
●埼玉県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状
物質総量削減計画
　「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質

の特定地域における総量の削減等に関する特別措置
法」（自動車NOx・PM法）の規定に基づき平成２５年５
月に策定しました。
●化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係
る総量削減計画

　国が策定した「化学的酸素要求量、窒素含有量及び
りん含有量に係る総量削減基本方針」を受けて、東京
湾に流入する汚濁負荷量の総量を削減する目的で、第
７次総量削減計画を平成２４年２月に策定しました。
●埼玉県廃棄物処理基本計画
　県内で発生する廃棄物の発生抑制、再使用、再生利
用、適正処理を推進し、廃棄物を取り巻く諸情勢の変
化や新たな課題への対応を図るための具体的な施策を
取りまとめたものです。第８次計画を平成２８年３月に
策定しました。
●彩の国豊かな自然環境づくり計画
　本県の自然環境を保全・創造するための基本的な考
え方を示したもので、「自然ネットワークの形成」「生
物多様性の確保」「自然と人とのふれあいの推進」の３
つの方針を示しています。平成１１年３月に策定しまし
た。
●埼玉県広域緑地計画
　緑の将来像を「緑とともに暮らす、ゆとり・安らぎ
「埼玉」」とし、ふるさと埼玉を象徴する緑を守り、新
たな緑を育てていくことにより、緑豊かな埼玉を形成
していくために、平成１８年３月に策定し、平成２４年７
月に改訂しました。

（２）市町村の環境基本計画策定状況及び環境保全に係る条例の制定状況
（平成２８年９月１日現在）
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自然環境の保全に係るもの公害防止・生活環境保全に係るもの環境保全の基本的姿勢や方向を示すもの
市町村名

制定時期条例名称制定時期条例名称
制定時期
策定時期

（上段）条例名称
（下段）計画名称

Ｈ１３．５．１さいたま市みどりの条例Ｈ１３．５．１
Ｈ１３．５．１
Ｈ１４．１２．２６
Ｈ１４．１２．２６
Ｈ１５．３．１４
Ｈ１９．３．１５

Ｈ２０．１０．１７
Ｈ２３．１２．２７

Ｈ２４．７．３
Ｈ２７．３．１２

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例
さいたま市空き地の環境保全に関する条例
さいたま市風致地区内における建築等の規制に関する条例
さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例
さいたま市環境影響評価条例
さいたま市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨ての防止に関す
る条例
さいたま市生活環境の保全に関する条例
さいたま市水質汚濁防止法に規定する特定事業場に係る排
出水の汚染状態の測定の回数を定める条例
さいたま市空き家等の適正管理に関する条例
さいたま市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例

Ｈ１３．５．１さいたま市環境基本条例さいたま市
Ｈ１６．１
Ｈ２３．３改訂

さいたま市環境基本計画

Ｈ２．３．２６
Ｈ２１．３．２５

川越市緑の基金条例
川越市地区計画区域内に
おける建築物の緑化率の
最低限度に関する条例

Ｓ４４．１１．１
Ｈ７．６．２７
Ｈ１１．４．１

Ｈ１４．１２．２４
Ｈ１８．１２．２２
Ｈ１９．３．２０
Ｈ１９．１２．１９
Ｈ２５．４．１
Ｈ２６．６．２５

川越市あき地の環境保全に関する条例
川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例
川越市一般廃棄物処理施設生活環境影響調査結果縦覧等手
続条例
川越市土砂のたい積等の規制に関する条例
川越市路上喫煙の防止に関する条例
川越市廃棄物処理施設設置等紛争の予防及び調整条例
川越市地球温暖化対策条例
川越市空き家等の適正管理に関する条例
川越市廃棄物処理施設専門委員会条例

Ｈ１８．９．２５川越市良好な環境の保全に
関する基本条例

川 越 市

Ｈ１０．３
Ｈ１９．３
Ｈ２８．３

川越市環境基本計画
第二次川越市環境基本計画
第三次川越市環境基本計画
※川越市緑の基本計画（平
成２８年３月改定版）と合冊

Ｈ１７．１０．１
Ｈ１８．１２．２７

熊谷市みどりの基金条例
熊谷市ホタルの保護に関
する条例

Ｈ１７．１０．１
Ｈ１７．１０．１
Ｈ１７．１０．１

Ｈ１７．１０．１

Ｈ１７．１０．１
Ｈ１７．１０．１

熊谷市ダイオキシン類排出抑制条例
熊谷市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
熊谷市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響
調査結果の縦覧等の手続に関する条例
熊谷市廃棄物焼却施設の設置等に係る紛争の予防及び調整
に関する条例
熊谷市あき地の環境保全に関する条例
熊谷市墓地、埋葬等に関する法律施行条例

Ｈ１７．１０．１熊谷市環境基本条例熊 谷 市
Ｈ２０．３
Ｈ２６．３改訂

熊谷市環境基本計画
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自然環境の保全に係るもの公害防止・生活環境保全に係るもの環境保全の基本的姿勢や方向を示すもの
市町村名

制定時期条例名称制定時期条例名称
制定時期
策定時期

（上段）条例名称
（下段）計画名称

Ｈ１８．６．２７
Ｈ１９．３．２３
Ｈ２２．９．３０

熊谷市路上等の喫煙及び吸い殻の散乱の防止に関する条例
熊谷市土砂等のたい積の規制に関する条例
熊谷市ペット霊園の設置許可等に関する条例

熊 谷 市

Ｓ６０．３．６
Ｈ１１．１２．２１

川口市環境みどり基金条例
川口市緑のまちづくり推
進条例

Ｓ４３．１２．２６
Ｈ７．３．１６
Ｈ１０．９．２８

Ｈ１１．９．３０
Ｈ１７．３．２５
Ｈ２２．３．９
Ｈ２２．３．２４

川口市あき地の環境保全に関する条例
川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
川口市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響
調査結果の縦覧等の手続に関する条例
川口市飲料容器等の散乱の防止に関する条例
川口市路上喫煙の防止等に関する条例
川口市地球温暖化対策基金条例
川口市レジ袋の大幅な削減に向けた取組の推進に関する条例

Ｈ１０．９．２８川口市環境基本条例川 口 市
Ｈ１３．３
Ｈ２０．３
Ｈ２３．３

川口市環境基本計画
改訂川口市環境基本計画
第２次川口市環境基本計画

Ｓ４７．３．３０
Ｓ４７．９．２７
Ｈ１４．９．３０
Ｈ２０．７．１

Ｈ２１．３．３１

行田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
行田市あき地の環境保全に関する条例
行田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
行田市産業廃棄物処理施設等の設置に係る紛争の予防及び
調整に関する条例
行田市路上喫煙及びポイ捨ての防止に関する条例

Ｈ１４．３．２９行田市環境基本条例行 田 市
Ｈ１６．３
Ｈ２１．３改定
Ｈ２６．３

行田市環境基本計画

第２次行田市環境基本計画

Ｈ１７．４．１
Ｈ１７．４．１
Ｈ１８．３．２４

Ｈ１８．９．２６

秩父市環境保全条例
秩父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
秩父市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防及び
調整に関する条例
秩父市土砂等のたい積の規制に関する条例

Ｈ１８．３．２４秩父市環境基本条例秩 父 市
Ｈ２４．１２ちちぶ環境基本計画

ちちぶ定住自立圏で策定
（秩父市、横瀬町、皆野町、
　長�町、小鹿野町）

Ｓ６１．６．２１
Ｈ２３．９．３０

所沢市緑の基金条例
ふるさと所沢のみどりを
守り育てる条例

Ｓ４４．１０．１
Ｓ５９．１２．２５

Ｈ７．１２．２８
Ｈ９．４．１

Ｈ１１．３．２６
Ｈ１１．１２．２８

Ｈ１３．３．２９
Ｈ１５．７．１
Ｈ１８．３．２７
Ｈ２２．７．５
Ｈ２６．９．３０

所沢市あき地の雑草除去に関する条例
所沢市自転車駐車場の整備及び自転車の放置の防止に関す
る条例
所沢市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
ダイオキシンを少なくし所沢にきれいな空気を取り戻すた
めの条例
所沢市ダイオキシン類等の汚染防止に関する条例
所沢市一般廃棄物処理施設の設置等に係る生活環境影響調
査結果の縦覧等の手続に関する条例
所沢市墓地等の経営の許可等に関する条例
所沢市土砂のたい積の規制に関する条例
所沢市歩きたばこ等の防止に関する条例
所沢市空き家等の適正管理に関する条例
所沢市マチごとエコタウン推進基金条例

Ｈ９．４．１所沢市環境基本条例所 沢 市
Ｈ１１．３
Ｈ２３．３
Ｈ２７．３改定

所沢市環境基本計画
第２期所沢市環境基本計画

Ｈ８．３．２９
Ｈ８．３．２９
Ｈ１４．９．３０

飯能市環境保全条例
飯能市自転車等放置防止条例
飯能市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

Ｈ２０．６．２６飯能市環境基本条例飯 能 市
Ｈ１５．３
Ｈ２０．８改定
Ｈ２５．３

飯能市環境基本計画

第２次飯能市環境基本計画
Ｈ２７．３．１６加須市水と緑と文化のま

ちづくり基金条例
Ｈ２２．３．２３
Ｈ２２．３．２３
Ｈ２２．３．２３
Ｈ２２．３．２３

加須市環境保全条例
加須市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
加須市ペット霊園等の設置等に関する条例
加須市墓地、埋葬等に関する法律施行条例

Ｈ２２．３．２３加須市環境基本条例加 須 市
Ｈ２４．３
Ｈ２８．３改訂

加須市環境基本計画

Ｈ１８．１．１０
Ｈ１８．１．１０
Ｈ１８．１．１０
Ｈ１８．１．１０
Ｈ１８．１．１０
Ｈ１８．１．１０
Ｈ１９．１２．２８
Ｈ２１．３．２７
Ｈ２２．３．３１
Ｈ２５．７．１

本庄市環境保全条例
本庄市土砂の堆積の規制に関する条例
本庄市廃棄物の排出の抑制及び適正処理の促進に関する条例
本庄市墓地、埋葬等に関する法律施行条例
本庄市自転車等放置防止条例
本庄市再生資源保管・積替場所設置及び管理に関する条例
本庄市廃棄物の減量及び処理に関する条例
本庄市ペット霊園の設置等の適正化に関する条例
本庄市散骨場の設置等の適正化に関する条例
本庄市空き家等の適正管理に関する条例

Ｈ１８．１．１０本庄市環境基本条例本 庄 市
Ｈ２０．３本庄市環境基本計画

Ｓ４８．３．２４
Ｓ５２．４．１
Ｈ１５．６．３０

Ｈ２４．１２．２０

東松山市空き地の環境保全に関する条例
東松山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
東松山市土砂等による土地の埋立て等及び不法投棄の規制
に関する条例
東松山のまちをみんなで美しくする条例

Ｈ８．１２．１８東松山市美しく住みよい環
境づくり基本条例

東 松 山 市

Ｈ１１．３．３１
Ｈ２３．４．１改定

東松山市環境基本計画

Ｈ１７．１０．１春日部市緑の保全と緑化
の推進に関する条例

Ｈ１７．１０．１
Ｈ１７．１０．１
Ｈ１７．１０．１
Ｈ２２．１２．１７
Ｈ２５．３．１４
Ｈ２５．３．１４

春日部市あき地の環境保全に関する条例
春日部市土砂のたい積の規制に関する条例
春日部市廃棄物の処理及び再利用に関する条例
春日部市ペット霊園の設置の許可等に関する条例
春日部市路上喫煙の防止に関する条例
春日部市一般廃棄物処理施設生活環境影響調査結果縦覧等
手続条例

Ｈ１９．３．２０春日部市環境基本条例春 日 部 市
Ｈ２０．３
Ｈ２５．３見直し

春日部市環境基本計画

Ｓ４７．９．２９狭山市緑化推進及び緑地
保全に関する条例

Ｓ４４．１２．２７
Ｈ７．１２．２６
Ｈ１０．１２．２８

狭山市あき地の環境保全に関する条例
狭山市廃棄物の処理及び再利用に関する条例
狭山市ダイオキシン類の排出の抑制に関する条例

Ｈ９．９．３０狭山市環境基本条例狭 山 市
Ｈ１０．３
Ｈ１５．３改定

狭山市環境基本計画
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自然環境の保全に係るもの公害防止・生活環境保全に係るもの環境保全の基本的姿勢や方向を示すもの
市町村名

制定時期条例名称制定時期条例名称
制定時期
策定時期

（上段）条例名称
（下段）計画名称

Ｈ１１．３．１９

Ｈ１１．７．１
Ｈ１４．３．２８
Ｈ１５．３．２４
Ｈ１６．６．２２
Ｈ１９．９．２７
Ｈ２５．３．２５

狭山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響
調査結果の縦覧等の手続きに関する条例
狭山市ポイ捨ての防止に関する条例
狭山市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
狭山市墓地等の経営の許可等に関する条例
狭山市廃棄物焼却炉の設置等の手続きに関する条例
狭山市歩きたばこ等の防止に関する条例
狭山市ペット霊園の設置の許可等に関する条例

Ｈ２４．３第２次狭山市環境基本計画狭 山 市

Ｓ５６．１０．１
Ｈ５．６．２５
Ｈ７．３．３０
Ｈ７．３．３０
Ｈ７．３．３０
Ｈ１４．３．２９
Ｈ１４．１２．２０

Ｈ２１．３．３１
Ｈ２１．３．３１

羽生市空き地等の環境保全に関する条例
羽生市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例
羽生市空き缶等の散乱防止に関する条例
羽生市飼い犬ふん害等防止条例
羽生市自転車等の放置防止に関する条例
羽生市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
羽生市一般廃棄物処理施設の設置等に係る生活環境影響調
査結果の縦覧等の手続に関する条例
羽生市墓地等の経営の許可等に関する条例
羽生市ペット霊園の設置の基準等に関する条例

Ｈ１３．３．３０羽生市環境基本条例羽 生 市
Ｈ１５．３
Ｈ２３．３

羽生市環境基本計画
第２期羽生市環境基本計画

Ｓ５３．３．３０鴻巣市緑化推進条例Ｓ４５．４．２０
Ｓ４７．４．３
Ｈ１８．３．３０
Ｈ１８．３．３０
Ｈ１９．１０．１

鴻巣市あき地の環境保全に関する条例
鴻巣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
鴻巣市墓地等の経営の許可等に関する条例
鴻巣市ペット霊園の設置等に関する条例
鴻巣市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨て並びに犬のふんの
放置の防止に関する条例

Ｈ１２．６．３０鴻巣市環境基本条例鴻 巣 市
Ｈ１５．３
Ｈ２５．３改定

鴻巣市環境基本計画

Ｈ１８．１．１
Ｈ１８．１．１
Ｈ１８．１．１
Ｈ１８．１．１
Ｈ１９．３．３０
Ｈ２２．３．２９
Ｈ２３．１２．１９

深谷市ダイオキシン類の排出を抑制する条例
深谷市廃棄物の処理及び再利用に関する条例
深谷市くらしの環境美化条例
深谷市墓地、埋葬等に関する法律施行条例
深谷市土砂等のたい積の規制に関する条例
深谷市ペット霊園の設置の許可等に関する条例
深谷市一般廃棄物処理施設の設置等に係る生活環境影響調
査結果の縦覧等の手続に関する条例

Ｈ１８．１．１深谷市環境基本条例深 谷 市
Ｈ２０．３深谷市環境基本計画

Ｓ４８．１２．２５

Ｈ２．３．２９
Ｈ１１．９．３０

上尾市自然環境保全と緑
化推進に関する条例
上尾市みどりの基金条例
上尾市自然学習館条例

Ｓ５０
Ｓ５２．１２．２６
Ｓ５８．７．１
Ｓ５８．１２．２６
Ｈ６．６．２３
Ｈ７．９．２９
Ｈ１１．３．３０
Ｈ１４．１２．２７
Ｈ１５．９．２６
Ｈ１６．９．２７
Ｈ１７．１２．２８
Ｈ２２．３．２５
Ｈ２２．３．２５
Ｈ２２．６．３０
Ｈ２７．９．２８

上尾市公害対策審議会条例（～平成６年８月１日）
上尾市あき地の環境保全に関する条例
上尾市自転車駐車場条例
上尾市自転車放置防止条例
上尾市環境審議会条例
上尾市廃棄物の処理及び再利用に関する条例
上尾市ポイ捨て等の防止及び環境美化の促進に関する条例
上尾市土砂等のたい積の規制に関する条例
上尾市斎場条例
上尾市墓地等の経営の許可等に関する条例
上尾市ペット霊園の設置等に関する条例
上尾市路上喫煙の防止に関する条例
上尾市一般廃棄物処理施設建設基金条例
上尾市人と動物との調和のとれた共生に関する条例
上尾市空家等対策協議会条例

Ｈ９．９．３０上尾市環境基本条例上 尾 市
Ｈ１０．３
Ｈ２２．３
Ｈ２８．３

上尾市環境基本計画
第二次上尾市環境基本計画
第２次上尾市環境基本計画
（改訂版）

Ｓ６２．３．２４草加市みどりの条例Ｓ４７．９．３０
Ｓ６３．９．２１
Ｈ１６．９．１７
Ｈ１８．３．２４

Ｈ２５．３．１８
Ｈ２５．３．１８
Ｈ２８．９．２１

草加市廃棄物の処理及び再利用に関する条例
草加市自転車の放置防止に関する条例
草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例
草加市ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条
例
草加市土砂等の堆積の規制に関する条例
草加市路上喫煙の防止に関する条例
草加市家屋及び土地の適正管理に関する条例

Ｈ１２．３．２８草加市環境基本条例草 加 市
Ｈ１２．３
Ｈ１７．３改定
Ｈ２２．３改定
Ｈ２８．３

草加市環境基本計画

第二次草加市環境基本計画

Ｓ４８．７．１越谷市みどりの推進に関
する条例

Ｓ４４．３．３１
Ｓ５１．３．３０
Ｈ５．３．２４
Ｈ１２．３．３１
Ｈ１４．３．２９
Ｈ１９．１２．２５
Ｈ２６．１２．２２
Ｈ２６．１２．２２
Ｈ２６．１２．２２
Ｈ２６．１２．２２

空閑地等に繁茂した雑草類の除去に関する条例
越谷市浄化槽の維持管理に関する条例
越谷市廃棄物の処理及び再利用に関する条例
越谷市まちをきれいにする条例
越谷市墓地、埋設等に関する法律施行条例
越谷市路上喫煙の防止に関する条例
越谷市浄化槽保守点検業者登録条例
越谷市空き家等の適正管理に関する条例
越谷市土砂の堆積等の規制に関する条例
越谷市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例

Ｈ１２．３．３１越谷市環境条例越 谷 市
Ｓ５８．３
Ｈ２３．１２改定

越谷市環境管理計画

Ｈ１０．６．２３
Ｈ１９．３．２６

蕨市さわやか環境条例
蕨市路上喫煙の防止等に関する条例

Ｈ１３．３．３０蕨市環境基本条例蕨 市
Ｈ１５．３
Ｈ２５．３改定

蕨市環境基本計画

Ｓ４９．７．１戸田市緑化推進条例Ｓ４９．１２．１９戸田市あき地の環境保全に関する条例Ｈ１２．３．２８戸田市環境基本条例戸 田 市
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自然環境の保全に係るもの公害防止・生活環境保全に係るもの環境保全の基本的姿勢や方向を示すもの
市町村名

制定時期条例名称制定時期条例名称
制定時期
策定時期

（上段）条例名称
（下段）計画名称

Ｓ６０．９．２７
Ｈ１２．３．２８
Ｈ１９．１２．１７
Ｈ２１．１２．２１
Ｈ２３．９．１
Ｈ２８．６．３０

戸田市自転車放置防止条例
戸田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
戸田市ポイ捨て等及び歩行喫煙をなくす条例
戸田市地球温暖化対策条例
戸田市墓地等の経営の許可等に関する条例
戸田市宅地開発事業等指導条例

Ｈ１４．３
Ｈ２５．３改訂

戸田市環境基本計画戸 田 市

Ｓ６０．１２．２５

Ｈ１．６．３０

入間市樹林等の保護及び
緑化推進に関する条例
入間市緑の基金条例

Ｓ４５．３．２８
Ｈ１４．６．２８
Ｈ１６．６．２９

入間市空閑地の環境保全に関する条例
入間市土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例
入間市産業廃棄物の処理施設の設置等に係る周辺環境の保
全に関する条例

Ｈ１０．９．３０入間市環境基本条例入 間 市
Ｈ１２．３．２１
Ｈ２１．３
Ｈ２７．１１改訂

入間市環境基本計画
第二次入間市環境基本計画

Ｓ６４．１．６
Ｈ１４．３．２２

朝霞市緑化推進条例
朝霞市みどりのまちづく
り基金条例

Ｓ４４．１２．２５
Ｓ６２．１．７
Ｈ１０．１２．２４
Ｈ１２．３．２１
Ｈ１８．３．２８
Ｈ２１．３．３０
Ｈ２５．６．２６
Ｈ２７．３．２７

朝霞市あき地の環境保全に関する条例
朝霞市自転車等放置防止条例
朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例
朝霞市路上喫煙の防止に関する条例
朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例
朝霞市空き家等の適正管理に関する条例
朝霞市景観条例

Ｈ８．９．３０朝霞市住み良い環境づくり
基本条例

朝 霞 市

Ｈ１４．３
Ｈ２４．３

朝霞市環境基本計画
第２次朝霞市環境基本計画

Ｓ５１．３．２３
Ｈ１３．１０．１

志木市みどりの条例
志木市自然再生条例

Ｓ４５．９．２１
Ｈ１１．３．３
Ｈ１１．１２．２２
Ｈ１８．３．２４
Ｈ２３．３．２２

志木市あき地の環境保全に関する条例
志木市廃棄物の減量化、再生利用及び適正処理等に関する条例
志木市ポイ捨て防止に関する条例
志木市路上喫煙防止条例
志木市ペット霊園の設置の許可等に関する条例

Ｈ１５．１２．２４志木市環境基本条例志 木 市
Ｈ１１．３
Ｈ２１．３

志木市環境基本計画
第二期志木市環境基本計画

Ｓ４９．３．２５和光市緑の保護及び緑化
推進に関する条例

Ｓ４８．６．３０
Ｈ１０．１２．２４
Ｈ１３．１２．２７
Ｈ１８．３．２０
Ｈ１８．３．２０
Ｈ１８．６．１５
Ｈ２４．１２．２０

和光市あき地の環境保全に関する条例
和光市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
和光市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例
和光市路上喫煙の防止に関する条例
和光市墓地等の経営の許可等に関する条例
和光市土砂等のたい積の規制に関する条例
和光市ペット霊園等の設置及び管理に関する条例

Ｈ１５．３．２５和光市環境基本条例和 光 市
Ｈ１５．５
Ｈ２０．３
Ｈ２３．３
Ｈ２８．３

和光市環境基本計画
和光市環境基本計画（改訂版）
第二次和光市環境基本計画
第二次和光市環境基本計画
（改訂版）

Ｈ３．３．２９新座市みどりのまちづく
り条例

Ｓ４６．１２．２３
Ｓ６１．３．３１
Ｈ８．３．２９
Ｈ１１．３．２９
Ｈ１３．３．３０
Ｈ１５．３．３１
Ｈ１５．９．３０
Ｈ１５．９．３０
Ｈ１８．３．２８
Ｈ２４．６．２２

新座市あき地の環境保全に関する条例
新座市ラブホテルの建築規則に関する条例
新座市飼い犬ふん害等防止条例
新座市ダイオキシン類規制条例
新座市ポイ捨ての防止に関する条例
新座市土砂等のたい積の規制に関する条例
新座市墓地、埋葬等に関する法律施行条例
新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
新座市路上喫煙の防止に関する条例
新座市ペット霊園の設置の許可等に関する条例

Ｈ９．１２．２５新座市環境基本条例新 座 市
Ｈ１２．３．３１
Ｈ１９．１１．３０
Ｈ２３．３．３１

新座市環境基本計画
新座市環境基本計画（見直し）
第２次新座市環境基本計画

Ｈ４．３．３１

Ｈ６．３．２９

桶川市みどりの保全及び
推進に関する条例
桶川市みどりの基金条例

Ｓ４７．６．２２
Ｓ４７．９．２６
Ｓ６０．１２．２７
Ｈ１６．６．１８
Ｈ１９．３．２９
Ｈ１９．３．２９
Ｈ１９．１２．２７
Ｈ２５．１２．２７

桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
桶川市あき地の環境保全に関する条例
桶川市自転車放置防止条例
桶川市土砂等のたい積の規制に関する条例
桶川市墓地等の経営の許可等に関する条例
桶川市ペット霊園の設置等に関する条例
桶川市路上喫煙の防止に関する条例
桶川市環境美化に関する条例

Ｈ１２．３
Ｈ２４．３改定

桶川市環境基本計画桶 川 市

Ｈ２２．３．２３

Ｈ２２．３．２３

久喜市街路樹等の管理及
び選定に関する条例
久喜市自然環境の保全に
関する条例

Ｈ２２．３．２３
Ｈ２２．３．２３
Ｈ２２．３．２３

Ｈ２２．３．２３
Ｈ２３．１０．５

久喜市空き地の環境保全に関する条例
久喜市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
久喜市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止
に関する条例
久喜市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例
久喜市路上喫煙の防止に関する条例

Ｈ２５．１久喜市環境基本条例久 喜 市
Ｈ２５．３久喜市環境基本計画

Ｓ４７．６．２３
Ｓ４９．６．２０
Ｈ１７．６．３０
Ｈ１８．３．３１
Ｈ１８．３．３１

北本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
北本市空き地環境保全に関する条例
北本市土砂等のたい積の規制に関する条例
北本市墓地等の経営の許可等に関する条例
北本市ペット霊園の設置等に関する条例

Ｈ１０．６．２６北本市環境基本条例北 本 市
Ｈ１２．３
Ｈ２０．３

北本市環境基本計画
北本市環境基本計画（改訂
版）

Ｈ２１．３．２３八潮市緑の基金条例Ｓ４５．３．１４
Ｓ４９．１２．２４
Ｈ５．６．１７
Ｈ７．３．２４
Ｈ１４．９．２５
Ｈ１６．９．２８
Ｈ１６．１２．２４
Ｈ１８．３．２２
Ｈ１９．３．２３
Ｈ２１．８．１２

あき地等に繁茂した雑草類の除去に関する条例
八潮市公害防止条例
八潮市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例
八潮市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例
八潮市ペット霊園の設置等に関する条例
八潮市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例
八潮市土砂等のたい積及び投棄の規制に関する条例
八潮市墓地等の経営の許可等に関する条例
八潮市屋外広告物条例
八潮市路上喫煙防止条例

Ｈ１９．１２．１９八潮市環境基本条例八 潮 市
Ｈ２１．４．１
Ｈ２８．４

八潮市環境基本計画
第２次八潮市環境基本計画
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自然環境の保全に係るもの公害防止・生活環境保全に係るもの環境保全の基本的姿勢や方向を示すもの
市町村名

制定時期条例名称制定時期条例名称
制定時期
策定時期

（上段）条例名称
（下段）計画名称

Ｈ２３．６．２１八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例八 潮 市
Ｈ２８．６．２０八潮市まちの景観と空き家等の対策の推進に関する条例

Ｓ５６．１０．８みどりの保護及び緑化の
推進に関する条例

Ｓ４９．１２．２６
Ｈ１８．３．２７

富士見市あき地等環境保全条例
富士見市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例

Ｈ１３．１２．１５富士見市環境基本条例富 士 見 市
Ｈ１５．３富士見市環境基本計画

Ｈ１３．３．１４富士見市緑地保全基金条例Ｈ１９．６．２５富士見市をきれいにする条例Ｈ２０．３．３１
Ｈ２５．３．３１

富士見市環境基本計画（改訂版）
第２次富士見市環境基本計画

Ｓ６３．３．１６
Ｈ４．３．２１

三郷市みどりの条例
三郷市みどりの基金条例

Ｓ５０．６．１８
Ｓ５８．６．１６
Ｓ６０．１２．１６
Ｈ９．３．２１
Ｈ１７．３．２９
Ｈ１７．６．１６
Ｈ２１．３．２３

Ｈ２３．９．２１
Ｈ２６．３．２４

三郷市公害防止条例
三郷市自転車等の放置の防止に関する条例
三郷市ラブホテルの建築規則に関する条例
三郷市空き缶等の散乱防止に関する条例
三郷市墓地等の経営の許可に関する条例
三郷市土砂のたい積の規制に関する条例
三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防
止に関する条例
三郷市ペット霊園の設置の許可等に関する条例
三郷市あき地の雑草等の除去に関する条例

Ｈ１３．６．１５三郷市環境基本条例三 郷 市

Ｈ１８．３
Ｈ２５．３

三郷市環境基本計画
三郷市環境基本計画後期計
画

Ｓ４６．２．１５
Ｈ１４．９．３０
Ｈ１７．３．２９
Ｈ２６．３．２４

蓮田市空閑地の環境保全に関する条例
蓮田市環境保全条例
蓮田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
蓮田市路上喫煙の防止に関する条例

Ｈ１３．３．２７蓮田市環境基本条例蓮 田 市
Ｈ１５．３蓮田市環境基本計画

Ｈ３．３．２５
Ｈ９．１２．１８
Ｈ１３．３．３０
Ｈ１９．３．２７
Ｈ２５．６．１９

坂戸市自転車放置防止条例
坂戸市環境保全条例
坂戸市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
坂戸市墓地等の経営の許可等に関する条例
坂戸市空き家等の適正管理に関する条例

Ｈ１４．３．２７坂戸市環境基本条例坂 戸 市
Ｈ１５．１２
Ｈ２０．２

坂戸市環境基本計画
坂戸市環境基本計画（中
間　Ｈ２０．２年次改訂版）
第２次坂戸市環境基本計画 Ｈ２５．３

Ｓ５１．１０．１３
Ｈ１６．３．２２
Ｈ２１．３．１９
Ｈ２１．１２．１８

Ｈ２２．３．２３
Ｈ２６．６．２０

幸手市あき地の環境保全に関する条例
幸手市土砂等のたい積の規制に関する条例
幸手市自転車等の放置防止に関する条例
幸手市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防及び
調整に関する条例
幸手市墓地等の経営の許可等に関する条例
幸手市空き家等の適正管理に関する条例

Ｈ１７．１２．２７幸手市環境基本条例幸 手 市
Ｈ１６．１２幸手市環境基本計画

Ｈ２１．３．２６鶴ヶ島市水土里の基金条
例

Ｓ５０．３．２２
Ｈ４．１２．２１
Ｈ１１．１２．２２
Ｈ１７．３．２８
Ｈ２４．９．２５
Ｈ２６．１０．３

鶴ヶ島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
鶴ヶ島市自転車放置防止条例
鶴ヶ島市の環境を保全する条例
鶴ヶ島市墓地等の経営の許可等に関する条例
鶴ヶ島市ペット霊園の設置許可等に関する条例
鶴ヶ島市空き家の適正な管理に関する条例

Ｈ１１．１２．２２美しく住みよい鶴ヶ島市の
環境づくりの基本を定める
条例

鶴 ヶ 島 市

Ｈ１５．１
Ｈ２５．３

鶴ヶ島市環境基本計画
第２期鶴ヶ島市環境基本計
画

Ｈ４．３．１９日高市緑の基金条例Ｓ４８．３．２７
Ｓ４８．１０．２５
Ｈ９．９．３０
Ｈ１０．３．２５
Ｈ１４．３．２２
Ｈ２０．３．２６
Ｈ２５．１０．１

日高市あき地の環境保全に関する条例
日高市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
日高市環境保全条例
日高市自転車放置防止条例
日高市ペット霊園の設置等に関する条例
日高市墓地等の経営等に関する条例
日高市空き家等の適正管理に関する条例

Ｈ２２．３．２６日高市環境基本条例日 高 市
Ｈ２３．３
Ｈ２８．３

日高市環境基本計画
日高市環境基本計画（後期）

Ｈ４．３．２４吉川市みどりの条例Ｈ５．３．３１
Ｈ１０．３．２３
Ｈ１２．３．２２
Ｈ２１．１２．１４
Ｈ２７．９．２８

吉川市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例施行規則
吉川市環境保全条例
墓地、埋葬等に関する法律施行条例
吉川市ペット霊園の設置及び管理の基準に関する条例
吉川市空家対策協議会条例

Ｈ５．３．３１

Ｈ１０．３．２３
Ｈ１２．３．２２

Ｈ２１．１２．１４

Ｈ２７．９．２８

吉川市廃棄物の処理及び再生
利用に関する条例施行規則
吉川市環境保全指針
墓地、埋葬等に関する法律施
行条例
吉川市ペット霊園の設置及び
管理の基準に関する条例
吉川市空家対策協議会条例

吉 川 市

Ｈ１７．１０．１
Ｈ２２．３．２３

ふじみ野市みどりの条例
ふじみ野市緑の基金条例

Ｈ１７．１０．１
Ｈ２０．１２．１９
Ｈ２２．６．２２
Ｈ２２．１２．１７
Ｈ２３．３．２３

ふじみ野市空き地の環境保全に関する条例
ふじみ野市廃棄物の処理及び再利用に関する条例
ふじみ野市墓地等の経営の許可等に関する条例
ふじみ野市空き家等の適正管理に関する条例
ふじみ野市路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例

Ｈ１９．３．２２ふじみ野市環境基本条例ふじみ野市
Ｈ２０．３

Ｈ２５．３

ふじみ野市環境基本計画行
動計画
ふじみ野市環境基本計画後
期行動計画

Ｓ４７．３．２５
Ｓ６２．１０．１
Ｈ１３．３．１６
Ｈ１７．１２．２２
Ｈ２８．３．２８

白岡市空き地等の環境保全に関する条例
白岡市自転車等放置防止条例
白岡市墓地、埋葬等に関する条例
白岡市ペット霊園の設置等に関する条例
白岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

Ｈ２２．９．２９白岡市環境基本条例白 岡 市
Ｈ２３．３
Ｈ２８．３改訂

白岡市環境基本計画

Ｈ１１．３．３１伊奈町緑の保全及び緑化
の推進に関する条例

Ｓ４７．１．１０伊奈町あき地の環境保全に関する条例Ｈ１２．１２．２７伊奈町環境基本条例伊 奈 町
Ｈ１５．３
Ｈ２７．３

伊奈町環境基本計画
第２次伊奈町環境基本計画

Ｈ２．３．２０三芳町みどりの保護育成
及び活用に関する条例

Ｈ３．３．１２
Ｈ１１．３．１８
Ｈ２０．３．１２

三芳町環境衛生対策審議会条例
三芳町ダイオキシン類等排出抑制に関する条例
三芳町墓地等の経営の許可等に関する条例

Ｈ１５．３三芳町環境基本計画三 芳 町
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自然環境の保全に係るもの公害防止・生活環境保全に係るもの環境保全の基本的姿勢や方向を示すもの
市町村名

制定時期条例名称制定時期条例名称
制定時期
策定時期

（上段）条例名称
（下段）計画名称

Ｈ２４．９．２７
Ｈ２８．７．１

三芳町廃棄物の処理及び再利用に関する条例
三芳町をきれいにする条例

三 芳 町

Ｈ８．４．２
Ｈ２２．３．２４

毛呂山町環境保全条例
毛呂山町緑の基金条例

Ｓ５０．１０．１
Ｈ８．４．２

毛呂山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
毛呂山町環境保全条例

毛 呂 山 町

Ｈ１４．３．２７
Ｈ１９．１２．１２
Ｈ２５．１２．１９
Ｈ２５．１２．１９

毛呂山町墓地等の経営の許可等に関する条例
毛呂山町土地の埋立て等の規制に関する条例
毛呂山町空家等の適切な管理に関する条例
毛呂山町電気自動車用充電設備の設置に関する条例

Ｓ５０．１２．１９
Ｈ１６．６．１０
Ｈ１６．６．１０
Ｈ１８．１２．１２

越生町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
越生町環境保全条例
越生町土砂のたい積の規制に関する条例
越生町墓地等の経営の許可等に関する条例

越 生 町

Ｓ４４．９．３０
Ｈ１５．３．７
Ｈ１６．９．１０

滑川町公災害防止条例
滑川町の環境をよくする条例
滑川町土砂等による土地の埋立て等及び不法投棄の規制に関する条例

滑 川 町

Ｈ２．６．２５
Ｈ１９．３．５

嵐山町の緑を豊かにする条例
嵐山町里地里山づくり条
例

Ｈ７．３．１７
Ｈ１８．３．９
Ｈ２３．６．１０

嵐山町環境保全条例
嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
緑と清流・オオムラサキが舞う嵐山町ストップ温暖化条例

Ｈ２３．６．１０嵐山町環境基本条例嵐 山 町
Ｈ２６．３嵐山町環境基本計画兼スト

ップ温暖化地域推進計画
Ｈ１６．１２．１７小川町環境保全条例Ｈ１４．１０小川町環境基本計画小 川 町

Ｈ２５．３．２９川島町環境保全条例

Ｓ５４．１０．１
Ｈ１０．３．２３
Ｈ１２．９．２６
Ｈ１８．３．２２
Ｈ２１．３．２４
Ｈ２５．３．２９

川島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
川島町廃棄物処理施設設置及び管理条例
川島町地区計画区域内における建築物の規制に関する条例
川島町産業廃棄物処理施設の設置等に係る周辺環境の保全に関する条例
川島町ペット霊園の設置等に関する条例
川島町環境保全条例

Ｈ２７．３川島町環境基本計画川 島 町
Ｈ２７．３川島町一般廃棄物処理基本

計画

Ｈ６．３．１０
Ｈ２６．３．１１

吉見町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
吉見町空き家等の適正管理に関する条例

Ｈ２３．４．１吉見町環境基本条例吉 見 町
Ｈ２３．４．１吉見町環境基本計画

Ｓ５０．３．２２
Ｈ５．１２．１５
Ｈ１５．１２．１８

鳩山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
鳩山町環境保全条例
鳩山町土砂のたい積の規制に関する条例

鳩 山 町

Ｈ１８．２．１ときがわ町環境保全条例Ｈ１９．３．１５ときがわ町環境基本条例ときがわ町
Ｈ２０．３
Ｈ２５．３改定

ときがわ町環境基本計画
ときがわ町環境基本計画後
期基本計画

Ｈ２０．１２．１１横瀬町みどりの基金条例Ｈ１９．９．１１横瀬町土砂等のたい積の規制に関する条例Ｈ２２．１２．１０横瀬町環境基本条例横 瀬 町
Ｈ３．１２．１７
Ｈ２１．３．２３
Ｈ２１．９．１８

皆野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
皆野町墓地等の経営の許可等に関する条例
皆野町ペット霊園の設置等に関する条例

Ｈ２２．１２．２１皆野町環境基本条例皆 野 町

Ｓ５７．１０．３長�町環境美化の促進に関する条例Ｈ２２．１２．２０長�町環境基本条例長 � 町
Ｈ１７．１０．１
Ｈ１７．１０．１
Ｈ１７．１０．１

小鹿野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
小鹿野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
小鹿野町浄化槽設置及び管理等に関する条例

Ｈ１７．１０．１小鹿野町環境保全条例小 鹿 野 町

Ｈ１．５．１東秩父村埋土及び盛土等規制条例東 秩 父 村
Ｈ１１．３．２４
Ｈ１６．３．２４
Ｈ１７．３．２４
Ｈ１８．１２．１８
Ｈ２２．９．２２
Ｈ２２．１２．１５

美里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
美里町土砂のたい積の規制に関する条例
美里町産業廃棄物処理施設の設置等の紛争予防条例
美里町墓地、埋葬等に関する条例
美里町環境保全条例
美里町ペット霊園の設置等の適正化に関する条例

Ｈ１２．１２．２１美里町環境基本条例美 里 町
Ｈ１４．８美里町環境基本計画

Ｈ１８．１．１
Ｈ１８．１．１
Ｈ１８．１．１
Ｈ２７．６．１８

神川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
神川町産業廃棄物処理施設の設置等の紛争予防等に関する条例
神川町墓地、埋葬等に関する法律施行条例
神川町土砂のたい積の規制に関する条例

Ｈ１８．１．１神川町環境基本条例神 川 町
Ｈ１９．１．１７
Ｈ２３．４．１
Ｈ２８．４．１

神川町環境基本計画

Ｓ４６．７．２３
Ｈ１１．１２．１０
Ｈ１５．１．２２
Ｈ１９．３．９
Ｈ２４．３．１５
Ｈ２４．３．１５

上里町環境審議会条例
上里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
上里町産業廃棄物処理施設の設置等の紛争予防条例
上里町墓地、埋葬等に関する法律施行条例
上里町空き家等適正管理条例
上里町自転車等放置防止条例

Ｈ１２．９．１３上里町環境基本条例上 里 町
Ｈ１５．３．３１上里町環境基本計画

Ｈ１０．６．２６
Ｈ１４．１２．２４

寄居町廃棄物の減量及び処理に関する条例
寄居町廃棄物処理施設の適正化に関する条例

Ｈ１４．１２．２４寄居町環境基本条例寄 居 町
Ｈ１７．３寄居町環境基本計画

Ｓ６２．３．１８
Ｈ１５．３．２７
Ｈ１８．６．１２
Ｈ１９．３．１９

宮代町あき地環境保全条例
宮代町土砂のたい積の規制に関する条例
宮代町きれいなまちづくり条例
宮代町自転車等の放置の防止に関する条例

Ｈ１３．３宮代町環境基本計画宮 代 町

Ｓ４６．１２．２０
Ｓ５０．１０．１
Ｓ６２．３．１９
Ｈ１３．１２．２１

杉戸町あき地の環境保全に関する条例
杉戸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
杉戸町自転車の放置防止に関する条例
杉戸町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

Ｈ１５．３．２８杉戸町環境基本条例杉 戸 町
Ｈ１５．３杉戸町環境基本計画
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市町村長 事業者 住民等 知　事 

（３）条例による環境影響評価手続フロー

自然環境の保全に係るもの公害防止・生活環境保全に係るもの環境保全の基本的姿勢や方向を示すもの
市町村名

制定時期条例名称制定時期条例名称
制定時期
策定時期

（上段）条例名称
（下段）計画名称

Ｈ１４．３．２９杉戸町墓地、埋葬等に関する条例杉 戸 町
Ｈ１２．３．１５
Ｈ５．３．１０
Ｈ１５．３．１７

松伏町環境保全条例
松伏町廃棄物の処理及び再生利用に関する条例
墓地、埋葬等に関する法律施行条例

松 伏 町
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2 大気関係
（１）ばい煙発生施設設置状況 （H２８.３.３１現在）

（H２８.３.３１現在）（２）粉じん発生施設設置状況

大気汚染防止法（一般粉じん）
計市県施設の種類項番号

０００コークス炉１

２９３８０２１３堆積場２

８４９１９５６５４
ベルトコンベア、
バケットコンベア

３

１７４２２１５２破砕機、摩砕機４

１２１９１１２ふるい５

大気汚染防止法（ばい煙）
計市県施設の種類項番号
２,１９１９４６１,２４５ボイラー（小型ボイラーを除く）

１
２,３０１６０４１,６９７小型ボイラー
０００ガス発生炉及び加熱炉２
１０１焙焼炉及び焼結炉等３

１９９５７１４２金属溶解炉５
１５１１８１３３金属加熱炉６
４０４石油加熱炉７
７０７セメント焼成炉

９ ７０７窯業用溶融炉
２０１１９その他の焼成炉
３９１３８反応炉及び直火炉１０
５４１６３８骨材乾燥炉

１１
１１８１３１０５その他の乾燥炉
４１３製鋼用等の電気炉１２

２３１６７１６４廃棄物焼却炉１３
５３２銅・亜鉛等精錬用溶解炉１４
２０２塩化水素反応施設１９
３０３複合肥料等溶解炉２１
７０７鉛精錬用溶解炉２４
１８０１８鉛蓄電池製造用溶解炉２５
２５１３１２ガスタービン（常用）

２９
３８３２１４１６９ガスタービン（非常用）
１１７３１８６ディーゼル機関（常用）

３０
１,２２９５９６６３３ディーゼル機関（非常用）
１４６６９７７ガス機関（常用）

３１
１０３７ガス機関（非常用）

埼玉県生活環境保全条例（指定ばい煙）
計市県施設の種類項番号

３７２３５焙焼炉及び焼結炉１

２９４２５
金属溶解炉
（精錬又は鋳造用）

２

０００
焼成炉
（釉薬瓦製造用）

３

０００
溶解炉
（銅、鉛、亜鉛の精錬用）

４

１０１
溶解炉
（鉛の第二次精錬用等）

５

２３７１６
溶解炉
（アルミニウムの二次精錬用）

６

５６１４４２
焼却能力
１００kg／時以上廃

棄
物
焼
却
炉

７ ２６０６８１９２
焼却能力
１００kg／時未満
　３０kg／時以上

１,０６６３３２７３４
焼却能力
　３０kg／時未満

１,４７２４２７１,０４５施設数計７,２７２２,６５３４,６１９施設数計
１,３８５４０９９７６（届出事業所数）３,１３１１,２４６１,８８５（届出事業所数）

規制対象施設数合計　８,７４４
（規制対象事業所数　４,０１７）

埼玉県生活環境保全条例（指定粉じん）
計市県施設の種類項番号
１３１３５９６堆積場１

１,６１７３８４１,２３３
ベルトコンベア、
バケットコンベア

２

１０７２３８４
破砕機、摩砕機
（鉱物、岩石、セメント）

３

６５２１４４破砕機（コンクリート）４
２４０２４分　級　機５
１１０３４７６ふ　る　い６
７２５クリンカクーラー７

３０６８５２２１
ホッパー、
バッチャープラント

８

２,３６７５８４１,７８３施　設　数　計１,４３７３０６１,１３１施　設　数　計
３８５１２９２５６（届出事業所数）２９７９４２０３（届出事業所数）

規制対象施設数合計　３,８０４
（規制対象事業所数　　４９２）

※　特定粉じん発生施設はありません。
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（H２８.３.３１現在）

大気汚染防止法

計市県施設の種類項番号

３０３
揮発性有機化合物を溶剤として
使用する化学製品の製造の用に
供する乾燥施設

１

２４１２３吹付塗装施設２

３８０３８塗装の用に供する乾燥施設３

８４１１７３

印刷回路用銅張積層板、粘着テー
プ若しくは粘着シート、はく離紙
又は包装材料の製造に係る接着
の用に供する乾燥施設

４

４０６３４接着の用に供する乾燥施設５

３６４３２
オフセット輪転印刷の用に供す
る乾燥施設

６

６７８５９
グラビア印刷の用に供する乾燥
施設

７

３０３
工業の用に供する揮発性有機化
合物による洗浄施設

８

０００
ガソリン、原油、ナフサその他の
揮発性有機化合物の貯蔵タンク

９

２９５３０２６５施　設　合　計

８７１３７４（届出事業所数計）

（３）指定炭化水素類発生施設設置状況

※　使用施設は事業所数を記載しています。

（H２８.３.３１現在） （４）揮発性有機化合物排出施設設置状況 （H２８.３.３１現在）

埼玉県生活環境保全条例

計市県施設の種類項番号

５０５
貯蔵用
屋外タンク

１

２,２２２７３５１,４８７
給油用
地下タンク

２

５０５
出荷用ローディ
ングアーム

３

２４２８４１５８
ドライクリーニ
ング用乾燥機

４

２,１７５６６４１,５１１製造設備５

１８９９０９９使用施設　※６

４,８３８１,５７３３,２６５施　設　合　計

１,１１０３３２７７８（届出事業所数）

（５）有害大気汚染物質規制対象事業所数

（６）埼玉県生活環境保全条例により県が定める粒子状物質排出基準

測　定　方　法
粒子状物質の量の許容限度粒 子 状 物 質 対 策

自 動 車 の 種 別
（ 車 両 総 重 量 ） 平成１８年４月１日から平成１５年１０月１日から

１０・１５モード０.０５２ｇ／km０.０８ｇ／km１,７００キログラム以下

１０・１５モード０.０６ｇ／km０.０９ｇ／km
１,７００キログラム超
２,５００キログラム以下

ディーゼル自動車用
１３モード０.１８ｇ／kWh０.２５ｇ／kWh２,５００キログラム超

埼玉県生活環境保全条例

計市県施設の種類項番号計市県規制対象物質項番号

４２１３２９トリクロロエチレン１０９５４アクリロニトリル１

６３１５４８ニッケル化合物１１８２６エチレンオキシド２

０００砒素及びその化合物１２４７１２３５六価クロム化合物３

０００１・３－ブタジエン１３０００クロロエチレン４

０００ベリリウム及びその化合物１４１０３７クロロホルム５

４８３４５ベンゼン１５３１２１・２－ジクロロエタン６

３８１３２５ホルムアルデヒド１６７４１７５７ジクロロメタン７

５５１４４１マンガン及びその化合物１７０００水銀及びその化合物８

２０７１３テトラクロロエチレン９ ４１７１０５３１２合　　　　計
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（７）県内の次世代自動車普及状況の推移

平成２７年３月末平成２６年３月末平成２５年３月末平成２４年３月末平成２３年３月末車　　　　種

２,５０１１,６９４１,１００５５３２０１電 気 自 動 車

２,３１１１,４４０８２８１８４５プラグインハイブリッド車

１９３０３８４６５３天 然 ガ ス 自 動 車

１１１１１メ タ ノ ー ル 自 動 車

２４４,５７４２００,４２３１５０,１２９１０６,８５１７３,８３９ハイブリッド自動車

７４２２－燃 料 電 池 自 動 車

２４９,４１３２０３,５９２１５２,０９８１０７,６３７７４,０９９合 計

（貨物・特殊・軽自動車・自動二輪を除く／関東運輸局調べ）

　ア　環境基準
（８）大気の汚染に係る環境基準及びその評価方法

（単位：台）

※１　光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性
物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。

※２　浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が１０μm以下のものをいう。
※３　微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が２.５μmの粒子を５０％の割合で分離できる分粒

装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。

告示年月日環境上の条件物　質

昭和４８年５月１６日
１時間値の１日平均値が０.０４ppm以下であり、かつ、
１時間値が０.１ppm以下であること。

二 酸 化 硫 黄
（SO２）

昭和５３年７月１１日
１時間値の１日平均値が０.０４ppmから０.０６ppmまでの
ゾーン内又はそれ以下であること。

二 酸 化 窒 素
（NO２）

昭和４８年５月８日
１時間値の１日平均値が１０ppm以下であり、かつ、１
時間値の８時間平均値が２０ppm以下であること。

一 酸 化 炭 素
（CO）

昭和４８年５月８日１時間値が０.０６ppm以下であること。
光化学オキシダント※１

（Ox）　

昭和４８年５月８日
１時間値の１日平均値が０.１０㎎/�以下であり、かつ、
１時間値が０.２０㎎/�以下であること。

浮 遊 粒 子 状 物 質※２

（SPM）

平成２１年９月９日
１年平均値が１５μg/�以下であり、かつ、１日平均値
が３５μg/�以下であること。

微 小 粒 子 状 物 質※３

（PM２.５）
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（１０）大気汚染常時監視局・測定結果一覧（平成２７年度）
　ア　一般環境大気測定局

設　

置　

主　

体

微小粒子状物質浮遊粒子状物質光化学オキシダント一酸化炭素二酸化窒素二酸化硫黄

測定場所測定局

環
境
基
準
の

達
成
状
況

日
平
均
値
の

年
間　

％
値

９８

年

平

均

値

環
境
基
準
の

達
成
状
況

日
平
均
値
の

２
％
除
外
値

環
境
基
準
の

達
成
状
況

昼
間
の
１
時
間
値

の
最
高
値

環
境
基
準
の

達
成
状
況

日
平
均
値
の

２
％
除
外
値

環
境
基
準
の

達
成
状
況

日
平
均
値
の

年
間　

％
値

９８

環
境
基
準
の

達
成
状
況

日
平
均
値
の

２
％
除
外
値

※１（μg/�）（μg/�）※１（mg/�）※１（ppm）※１（ppm）※１（ppm）※１（ppm）

政○２８.５１２.２○０.０４５×０.１６７○０.５○０.０３３○０.００５市 役 所さいたま市役所

政○０.０４９×０.１６８根岸東児童公園さいたま市根岸

政○２８.０１２.５○０.０４８×０.１５３○０.０３３○０.００２大 宮 小 学 校さいたま市大宮

政○３１.０１３.４○０.０５０×０.１６４○０.０３２宮 原 中 学 校さいたま市宮原

政○０.０４０×０.１５６（０.０２６）春 里 中 学 校さいたま市春里

政○０.０５１×０.１７７（０.６）○０.０３０○０.００３指 扇 小 学 校さいたま市指扇

政○３０.７１３.２○０.０５１×０.１５３○０.０３１片 柳 中 学 校さいたま市片柳

政○０.０４５×０.１４９○０.０３３岩 槻 区 役 所さいたま市岩槻

政○３２.４１３.４○０.０４８×０.１５２○０.０３４○０.００２城 南 中 学 校さいたま市城南

政○３１.９１４.１○０.０３６×０.１６８○０.０３１○０.００４市 所 有 地川 越 市 川 越

政（２９.５）（１２.０）○０.０４５×０.１６０○０.０３０（０.００２）歌 声 の 杜 公 園川 越 市 高 階

政○２６.０１１.２○０.０４９×０.１５２○０.０３０伊勢原第５緑地川 越 市 霞 ケ 関

県○２９.６１３.０○０.０４３×０.１４１○０.４○０.０２４○０.００２市 役 所熊 谷

（９）環境基準達成状況（平成２７年度）

達成率（％）非達成局数達成局数有効局数※測　定　局　区　分物　　　質

１００.００２８２８一般環境大気測定局
二 酸 化 硫 黄

１００.００３３自動車排出ガス測定局
１００.００５３５３一般環境大気測定局

二 酸 化 窒 素
１００.００２７２７自動車排出ガス測定局
１００.００５５一般環境大気測定局

一 酸 化 炭 素
１００.００９９自動車排出ガス測定局
０.０５６０５６一般環境大気測定局光化学オキシダント

１００.００５５５５一般環境大気測定局
浮 遊 粒 子 状 物 質

１００.００２７２７自動車排出ガス測定局
９０.６３２９３２一般環境大気測定局

微 小 粒 子 状 物 質
７２.７３８１１自動車排出ガス測定局

※　有効局とは、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質については、年間の測定時間が６０００時間以上の
測定局のことをいう。
　　光化学オキシダントについては、昼間（５時から２０時まで）の測定値が１時間以上の測定局をいう。微小粒子状物質
については有効測定日数が２５０日以上の測定局をいう。

　イ　環境基準の評価方法（要約）

評　　　価　　　方　　　法物　　　質
１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち高い方から数えて２％の
範囲にある測定値を除外した後の最高値を環境基準と比較して評価を行
う。ただし、環境基準を超える日が２日以上連続した場合には、非達成と
評価する。
なお、１日平均値の評価に当たっては、１時間値の欠測（異常値を含む）
が１日（２４時間）のうち４時間を超える場合には評価の対象としない。（以
下同じ）

長 期 的 評 価
（１日平均値の２％除外値）

二 酸 化 硫 黄
一 酸 化 炭 素
浮 遊 粒 子 状 物 質

１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、低い方から数えて９８％
目（１未満の端数は切り上げ。以下同じ）に当たる値を環境基準と比較し
て評価を行う。

長 期 的 評 価
（９８％値評価）二 酸 化 窒 素

長期基準（１年平均値）に関する評価は、測定結果の１年平均値を長期基
準と比較する。短期基準（１日平均値）に関する評価は、１年間の測定を
通じて得られた１日平均値のうち、低い方から数えて９８％目に当たる値を
短期基準と比較する。長期基準と短期基準の両方を満足した局について、
環境基準が達成されたと評価する。

長 期 的 評 価微 小 粒 子 状 物 質

連続して又は随時に行った測定結果により、測定を行った日又は時間につ
いて環境基準と比較して評価を行う。

短 期 的 評 価

二 酸 化 硫 黄
一 酸 化 炭 素
光化学オキシダント
浮 遊 粒 子 状 物 質

（注）この環境白書では、二酸化硫黄、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質については長期的評価で記述している。
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設　
　

置　
　

主　
　

体

微小粒子状物質浮遊粒子状物質光化学オキシダント一酸化炭素二酸化窒素二酸化硫黄

測定場所測定局

環
境
基
準
の達

成
状
況

日
平
均
値
の

年
間　

％
値

９８

年

平

均

値

環
境
基
準
の達

成
状
況

日
平
均
値
の

２
％
除
外
値

環
境
基
準
の達

成
状
況

昼
間
の
１
時
間
値

の
最
高
値

環
境
基
準
の達

成
状
況

日
平
均
値
の

２
％
除
外
値

環
境
基
準
の達

成
状
況

日
平
均
値
の

年
間　

％
値

９８

環
境
基
準
の達

成
状
況

日
平
均
値
の

２
％
除
外
値

※１（μg/�）（μg/�）※１（mg/�）※１（ppm）※１（ppm）※１（ppm）※１（ppm）

県○０.０４３×０.１４０○０.０２６妻沼中央公民館熊 谷 妻 沼 東

政○０.０５１○０.０３８西 中 学 校川 口 市 横 曽 根

政○３３.６１４.９○０.０４６×０.１４９○０.０４１○０.００４領 家 第 一 公 園川 口 市 南 平

政○０.０５１×０.１５４○０.０３８新 郷 浄 水 場川 口 市 新 郷

政×３９.２１５.４○０.０５０×０.１６５○０.０３６樋ノ爪児童公園川 口 市 芝

県○０.０４７×０.１６４○０.０２４保 健 セ ン タ ー行 田

県○３１.０１２.４○０.０４９×０.１４１○０.０１８○０.００５農林振興センター秩 父

政○２９.３１３.０○０.０４７×０.１７８○０.０３２○０.００２市 所 有 地所 沢 市 東 所 沢

政○２９.０１２.６○０.０４２×０.１５２○０.０２７○０.００２市 所 有 地所 沢 市 北 野

政×０.１６３市 民 武 道 館所 沢 市 中 富

県（２６.８）（１３.４）○０.０４３×０.１５５○０.０１７県土整備事務所飯 能

県（３８.６）（１６.１）○０.０５２×０.１５７○０.０２５礼 羽 小 学 校加 須

県○０.０５４×０.１５５○０.０２３○０.００１環境科学国際センター環境科学国際C

県○２８.３１２.０○０.０４５×０.１４４○０.０２２○０.００２本 庄 東 中 学 校本 庄

県（２９.１）（１２.５）○０.０４３×０.１２０○０.０１４児 玉 児 童 公 園本 庄 児 玉

県○３０.０１３.４○０.０４５×０.１５５○０.０２７五領町近隣公園東 松 山

県×３５.９１５.２○０.０５１×０.１４９○０.０３０○０.００３谷 原 第 １ 公 園春 日 部

県○０.０４８×０.１４８○０.０２６堀 兼 公 民 館狭 山

県○３５.０１５.０○０.０４５×０.１３７○０.０２２○０.００４中 央 公 園羽 生

県○３０.４１３.１○０.０５０×０.１６８○０.０２６○０.００２市 役 所鴻 巣

県○２９.２１３.２○０.０４５×０.１３８○０.０１９桜 ヶ 丘 小 学 校深 谷

県○０.０４５×０.１６４○０.０２６○０.００３浅 間 台 大 公 園上 尾

市○０.０５６×０.１５６○０.６○０.０４０○０.００４草 加 保 健 所草 加 市 西 町

政○３２.１１３.５○０.０４２×０.１５７○０.０３５○０.００３東越谷第二公園越 谷 市 東 越 谷

政（２７.５）（１４.６）（０.０３０）×０.０６３（０.６）（０.０３６）千間台第四公園越谷市千間台西

県×３７.７１３.９○０.０４３×０.１７５○０.０３７○０.００２戸田翔陽高等学校戸 田

市○０.０４６×０.１７１○０.６○０.０３７○０.００４市 所 有 地戸 田 市 中 町

県○２９.７１２.４○０.０４６×０.１５３○０.０２７○０.００２富 士 見 公 園入 間

県○０.０４７×０.１８７○０.０３９第 四 小 学 校和 光

県○０.０４７×０.１８０○０.０３５○０.００２水道管理センター新 座

県○３２.４１４.０○０.０４７×０.１６３○０.０３３久 喜 南 中 学 校久 喜

県○３３.１１４.１○０.０４３×０.１４７○０.０４０○０.００４市 水 道 部八 潮

県○０.０３５×０.１５１○０.０２７市 役 所富 士 見

県（４１.３）（１７.２）○０.０５３×０.１４２○０.０３９○０.００２早 稲 田 小 学 校三 郷

県（４０.２）（１６.６）○０.０５１×０.１５１○０.０３２蓮田中央小学校蓮 田

県○３０.３１３.８○０.０４５×０.１５６○０.０２３芦 山 公 園坂 戸

県○３２.２１４.４○０.０５０×０.１７０○０.０２７○０.００３市 所 有 地幸 手

県○３０.９１２.５○０.０４７×０.１４９○０.０２０○０.００２高麗川南公民館日 高

県○０.０３８×０.１３４○０.０１８（０.００３）福 祉 会 館毛 呂 山

県○２８.１１２.８○０.０３９×０.１３６○０.０１７小 川 高 等 学 校小 川

県○３０.１１３.６○０.０４４×０.１３０○０.０１５町 役 場皆 野

県○２６.０８.８○０.０３４×０.１３６○０.４○０.００９○０.００２堂 平 山東 秩 父

県○３０.０１１.７○０.０４２×０.１２４○０.０１５○０.００１寄 居 小 学 校寄 居

県○３３.９１４.５○０.０５１×０.１６０○０.０２８日 本 工 業 大 学宮 代

（注）（　）内は有効局ではないため、参考扱い
　※　　○は環境基準達成、×は環境基準非達成
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　イ　自動車排出ガス測定局

設　
　

置　
　

主　
　

体

微小粒子状物質浮遊粒子状物質一酸化炭素二酸化窒素二酸化硫黄

測定場所測定局

環
境
基
準
の達

成
状
況

日
平
均
値
の

年
間　

％
値

９８

年

平

均

値

環
境
基
準
の達

成
状
況

日
平
均
値
の

２
％
除
外
値

環
境
基
準
の達

成
状
況

日
平
均
値
の

２
％
除
外
値

環
境
基
準
の達

成
状
況

日
平
均
値
の

年
間　

％
値

９８

環
境
基
準
の達

成
状
況

日
平
均
値
の

２
％
除
外
値

※１（μg/�）（μg/�）※１（mg/�）※１（ppm）※１（ppm）※１（ppm）

政○０.０４１○０.０４３国道１７号新大宮バイパスさいたま市曲本自排

政○０.０４８○０.０４３東 京 外 環 自 動 車 道さ い た ま 市 辻 自 排

政×３５.５１７.０○０.０５０○０.７○０.０４２国道１７号新大宮バイパスさいたま市三橋自排

政○０.０４５○０.０３４県道さいたま菖蒲線さいたま市大和田自排

政○０.０４４○０.０３９国道１７号新大宮バイパスさいたま市与野公園自排

政○０.０４１○０.０４１東 北 縦 貫 自 動 車 道さいたま市西原自排

政○３０.９１４.２○０.０４９○０.７○０.０４０国 道 １ ６ 号川 越 市 仙 波

県○３１.３１４.５○０.０５３○０.７○０.０３５（０.００２）国道１７号熊谷バイパス熊 谷 肥 塚 自 排

政○０.０５４○０.０４１県 道 足 立 川 口 線川 口 市 安 行

政○３０.７１２.８○０.０６５○０.６○０.０４７東 京 外 環 自 動 車 道川 口 市 神 根

政○０.０４３○０.０３２国 道 ４ ６ ３ 号所 沢 市 航 空 公 園

政×３２.４１５.８○０.０５４○０.７○０.０３５国道４６３号所沢入間バイパス所 沢 市 和 ヶ 原

県○０.０４７○０.０２９国 道 ４ ０ ７ 号東 松 山 岩 鼻 自 排

県×３６.１１６.０○０.０４８○０.０４２国 道 １ ６ 号春 日 部 増 戸 自 排

県○３０.３１３.５○０.０４６○０.０３４○０.００２国 道 １ ７ 号鴻 巣 天 神 自 排

県○０.０４９○０.０２４国 道 １ ７ 号深 谷 原 郷 自 排

市○３０.５１２.５○０.０４６○０.０４６○０.００４国道４号草加バイパス草 加 市 花 栗 自 排

市○０.０５７○０.０４１東 京 外 環 自 動 車 道草 加 市 原 町 自 排

県○３０.９１４.８○０.０４８○０.８○０.０４６○０.００２国道１７号新大宮バイパス戸 田 美 女 木 自 排

市○０.０４９○０.８○０.０４９国道１７号新大宮バイパス戸 田 市 早 瀬

国○３２１４.７○０.０４６○０.９○０.０３４国 道 １ ６ 号国 設 入 間 自 排

県○０.０４９○０.８○０.０４７国 道 ２ ５ ４ 号朝 霞 幸 町 自 排

県○０.０４９○０.０３３東 京 外 環 自 動 車 道和 光 新 倉 自 排

県○３１.７１４.３○０.０４８○０.０４４県道さいたま栗橋線久 喜 本 町 自 排

県○０.０４５○０.０３２首都圏中央連絡自動車道鶴 ケ 島 自 排

県（３３.２）（１５.３）○０.０５１○０.０３２首都圏中央連絡自動車道川 島 自 排

県○０.０４４○０.０２２国 道 １ ４ ０ 号寄 居 桜 沢 自 排

（注）（　）内は有効局ではないため、参考扱い
　※　　○は環境基準達成、×は環境基準非達成

（１１）各物質の年平均値の推移
　ア　二酸化硫黄濃度の推移

０.０００ 

０.００１ 

０.００２ 

０.００３ 

２７ ２６ ２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ 平成１８ 

年平均値（ppm） 

（年度） 

０.００２ ０.００２ 

０.００１ ０.００１ 

０.００２ 

０.００１ 

０.００２ ０.００２ ０.００２ 

０.００１ ０.００１ ０.００１ 

０.００１ ０.００１ 

０.００１ ０.００１ 

０.００１ 

０.００１ 

０.００１ 

０.００１ 

一般環境大気測定局（２８有効測定局） 

自動車排出ガス測定局（３有効測定局） 
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　エ　浮遊粒子状物質濃度の推移

２７ ２６ ２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ 平成１８ 
０.０００ 

０.０２０ 

０.０１０ 

０.０３０ 

０.０４０ 
年平均値（取／弱） 

（年度） 

０.０３３ 

０.０２８ 
０.０２７ 

０.０２５ ０.０２４ ０.０２４ 
０.０２２ 

０.０２３ 
０.０３０ 

０.０２７ ０.０２５ 
０.０２４ 

０.０２２ ０.０２２ 
０.０２０ 

０.０２２ 

０.０２２ 

０.０２１ 

０.０２１ 

０.０２０ 

 

一般環境大気測定局（５３有効測定局） 

自動車排出ガス測定局（２２有効測定局） 

　イ　二酸化窒素濃度の推移

２７ ２６ ２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ 平成１８ 
０.０００ 

０.０１０ 

０.０２０ 

０.０３０ 

０.０４０ 
年平均値（ppm） 

（年度） 

０.０２９ ０.０２８ 

０.０２０ 
０.０１８ 

０.０２６ 

０.０１７ 

０.０２６ 
０.０２５ ０.０２４ 

０.０１７ ０.０１６ ０.０１５ 

０.０２３ ０.０２３ 

０.０１４ ０.０１４ 

０.０２２ 

０.０１４ 

０.０２１ 

０.０１３ 

一般環境大気測定局（５１有効測定局） 

自動車排出ガス測定局（２６有効測定局） 

　ウ　一酸化炭素濃度の推移

２７ ２６ ２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ 平成１８ 
０ 

０.４ 

０.２ 

０.６ 

０.８ 
年平均値（ppm） 

（年度） 

０.５ ０.５ ０.５ ０.５ ０.５ ０.５ 

０.４ ０.４ 

０.４ ０.４ ０.４ 

０.３ ０.３ ０.３ ０.３ ０.３ 

０.４ 

０.３ 

０.４ 

０.３ 

一般環境大気測定局（５有効測定局） 

自動車排出ガス測定局（８有効測定局） 
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　オ　光化学オキシダント濃度の推移

２７ ２６ ２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ 平成１８ 
０.０００ 

０.０１０ 

０.０２０ 

０.０３０ 

０.０４０ 
年平均値（ppm） 

（年度） 

０.０２９ 

０.０３２ ０.０３２ ０.０３２ 
０.０３４ 

０.０３０ 
０.０３２ ０.０３３ ０.０３３ 

０.０３４ 

一般環境大気測定局（５２有効測定局） 

　カ　非メタン炭化水素濃度の推移

２７ ２６ ２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ 平成１８ 
０.００ 

０.１０ 

０.２０ 

０.３０ 

０.４０ 
６時～９時の年平均値（ppmC） 

（年度） 

０.２９ ０.２９ 
０.２６ 

０.２３ ０.２２ 
０.２１ 

０.１９ ０.１９ 
０.２２ ０.２２ 

０.２０ ０.２１ 

０.１８ ０.１８ 
０.１６ ０.１７ 

０.１７ 

０.１６ 

０.１８ 

０.１６ 

一般環境大気測定局（１２有効測定局） 

自動車排出ガス測定局（１３有効測定局） 

　キ　微小粒子状物質濃度の推移

２７ ２６ ２５ ２４ 平成２３ 
０ 

３０ 

２５ 

２０ 

１５ 

１０ 

５ 

（年度） 

１８.２ 

１６.５ 

１６.１ 

１３.６ 

１６.６ 

１５.０ 

１５.４ 

１４.１ 

１４.６ 

１３.２ 

一般環境大気測定局（３２有効測定局） 

自動車排出ガス測定局（１１有効測定局） 

年平均値（μg／弱） 
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（１２）都道府県別光化学スモッグ注意報・警報発令日数の推移

２７２６２５２４２３２２２１２０１９１８
年

都府県

１山 形 県

１１３１福 島 県

２９５３２１４６５１５１０茨 城 県

２５４２１１１６７５１６８栃 木 県

９１０６４１０１２６１１８５群 馬 県

１６１３１３７１７２５１４１８３２１６埼 玉 県

１５１２１４８１１１５３１２１７１１千 葉 県

１４９１７４９２０７１９１７１７東 京 都

１０９１６５５１０４１１２０１４神 奈 川 県

１６３２２１１３４１５１２山 梨 県

１長 野 県

１新 潟 県

１富 山 県

１２１１３２２７９静 岡 県

１１２１１９９５２愛 知 県

１１２２三 重 県

１３４２４岐 阜 県

３１４６２５６滋 賀 県

２１３２１１１４６１０７京 都 府

１１３７４４１２１３７１１１７大 阪 府

２２２１２５６４８兵 庫 県

２１１２１１３奈 良 県

１１１１和 歌 山 県

９１７５３９４６６８岡 山 県

３１１７６５６９広 島 県

１４３２山 口 県

１２３徳 島 県

１１香 川 県

３３１３愛 媛 県

１高 知 県

１２２４福 岡 県

１１２１佐 賀 県

１１２３１長 崎 県

２４１熊 本 県

３１大 分 県

１鹿 児 島 県

１０１８３１０６５３８２１８２１２３１４４２２０１７７合　 　 計

（単位：日）

（　）内は警報発令延日数（内数）
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（１３）都道府県別光化学スモッグ健康被害届出人数の推移 （単位：人）

２７２６２５２４２３２２２１２０１９１８
年

都府県

９５福 島 県

３３９茨 城 県

２６１１２０２１１栃 木 県

５８２群 馬 県

９７３４３６埼 玉 県
２６１１４３１１３千 葉 県

２１８９４２東 京 都

７５１２６５１４４１９９神 奈 川 県

３５２新 潟 県
２１３２０４３静 岡 県

１２７３３７７１愛 知 県

３岐 阜 県
７６１大 阪 府

４８２３２６岡 山 県

６３広 島 県

６山 口 県

８１０１愛 媛 県

１３３３１６８５１３福 岡 県

５４佐 賀 県
１２８長 崎 県
２３熊 本 県

１大 分 県

３鹿 児 島 県

２３３７８８０６９１２８９１０４００１,９１０２８９合 計

（１５）有害大気汚染物質及びダイオキシン類（大気）の環境基準達成状況（平成２７年度）

達成率（％）達成地点数測定地点数

１００２５２５ベ ン ゼ ン

１００２０２０ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

１００２０２０テトラクロロエチレン

１００２０２０ジ ク ロ ロ メ タ ン

１００２３２３ダ イ オ キ シ ン 類

（１４）有害大気汚染物質及びダイオキシン類（大気）の環境基準

ダイオキシン類
（大気）

ジクロロメタンテトラクロロエチレントリクロロエチレンベンゼン物質

１年平均値が
０.６pg-TEQ/�
以下であること

１年平均値が
０.１５㎎/�以下で
あること

１年平均値が０.２㎎/�であること
１年平均値が
０.００３㎎/�以下で
あること

環境上の
条　　件

平成１１年１２月２７日平成１３年４月２０日平成９年２月４日
告　示
年月日
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（１６）有害大気汚染物質モニタリング結果（平成２７年度）

地点数調査結果単位環境基準測定物質名
２５０.８５～１.４

μg/�

３以下ベンゼン
２００.５９～５.５２００以下トリクロロエチレン
２００.１３～１.１２００以下テトラクロロエチレン
２０１.５～８.３１５０以下ジクロロメタン
２００.０２８～０.２７－アクリロニトリル
２００.００９～０.０４６－塩化ビニルモノマー
２００.１７～０.３５－クロロホルム
２００.０８５～０.１４－１,２－ジクロロエタン
２５０.０６７～０.１８－１,３－ブタジエン
２０１.３～１.８－塩化メチル
２１１.３～３.４－キシレン類
２４８.４～２９－トルエン
１９１.５～４.０－アセトアルデヒド
１９２.１～４.３－ホルムアルデヒド
１５０.０４７～０.１５－酸化エチレン
１９０.０８１～０.３１

ng/�

－ベンゾ［a］ピレン
１８２.５～１０－クロム及びその化合物
１３１.９～２.８－水銀及びその化合物
１８１.５～４.８－ニッケル化合物
１８０.５９～１.３－ヒ素及びその化合物
１８０.００７～０.０３－ベリリウム及びその化合物
１８１３～４０－マンガン及びその化合物
１２２９～１４０－亜鉛及びその化合物
１２１.８～４.８－バナジウム及びその化合物
１２０.１６～０.３９－カドミウム及びその化合物
１２４.２～１３－鉛及びその化合物

（１７）地球環境モニタリング調査結果

（ppb） （ppb） 

熊　谷　市 東秩父村 

２７ ２６ ２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ 平成１８ ２７ ２６ ２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ 平成１８ 
（年度） （年度） 

０.０ 

０.１ 

０.２ 

０.３ 

０.４ 

０.５ 

０.６ 

０.０ 

０.１ 

０.２ 

０.３ 

０.４ 

０.５ 

０.６ 

フロン１１ フロン１２ フロン１１３ 四塩化炭素 １,１,１－トリクロロエタン 
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０.０ 

０.１ 

０.２ 

０.３ 

０.４ 

０.５ 

０.６ 

０.７ 

２７ ２６ ２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ 平成１８ ２７ ２６ ２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ 平成１８ 
０.０ 

０.１ 

０.２ 

０.３ 

０.４ 

０.５ 

０.６ 

０.７ 

０.００ 

０.０２ 

０.０４ 

０.０６ 

０.０８ 

０.１０ 

０.１２ 

０.１４ 

０.１６ 

０.１８ 

０.２０ 

０.２２ 

０.２４ 

０.００ 

０.０２ 

０.０４ 

０.０６ 

０.０８ 

０.１０ 

０.１２ 

０.１４ 

HCFCー２２ 
HFCー１３４a 
 

HCFCー１４１ｂ 
HCFCー１４２ｂ 

（年度） （年度） 

HCFCー２２ 
HFCー１３４a 
 

HCFCー１４１ｂ 
HCFCー１４２ｂ 

HCFC－１４１b HCFC－１４２bHCFC－２２ 

（ppb） （ppb） 

熊　谷　市 東秩父村 

HFC－１３４a

（１８）フロン排出抑制法・自動車リサイクル法の登録業者数

（１９）フロン回収量実績

事業者数事業所数

２,３３１２,４６９第一種フロン類充填回収業者フロン排出抑制法

１,３２６
９８２

１,９５６
１,５１３引取業者

自動車リサイクル法
３４４４４３フロン類回収業者

※　自動車リサイクル法については、さいたま市と川越市を除く

総計

自動車リサイクル法
（カーエアコン）

フロン排出抑制法
（業務用冷凍空調機器）

年度
合計

市
県

充填量回収量

越谷市川越市さいたま市合計設置以外設置合計整備廃棄

２３９.５３８.６－７.８７.８２３.０２００.９６９.６１３１.３２３

２２９.９４９.５－１１.４９.２２８.９１８０.４４９.９１３０.５２４

２２５.１４４.１－１０.３７.２２６.７１８１.０５１.９１２９.２２５

２４０.０３５.５－８.６７.０１９.９２０４.５５３.９１５０.７２６

２４７.４３３.９３.０８.２６.８１５.９１８８.１１２１.１６７.０２１３.５５２.６１６０.９２７

※　フロン排出抑制法における「廃棄」とは機器を廃棄又は部品リサイクルの際に回収したフロン、「整備」とは機器を
整備（修理）の際に回収したフロン
※　自動車リサイクル法によるフロン回収量は公益財団法人自動車リサイクル促進センターの公表値を基に算出
※　フロン排出抑制法の充填量は、法改正により平成２７年度から集計

（H２８.３.３１現在）

（単位：トン）
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3 化学物質関係

埼 玉 県 生 活 環 境 保 全 条 例
（県条例）

化 学 物 質 管 理 促 進 法

製造業等２４業種業 種対
象
事
業
所

２１ 人以上（全社）従 業 員 数

０．５トン以上
特定第一種指定化学物質　０.５トン以上
第一種指定化学物質　　　　１トン以上
特別要件施設（＊２）（量に関係なく届出）

事業所ごとの

年間取扱量等

特定化学物質　６０６物質
○第一種指定化学物質　４６２
　（特定第一種指定化学物質を含む）
○第二種指定化学物質　１００
○県独自に定めた物質　　４４

 第一種指定化学物質　４６２物質
（特定第一種指定化学物質を含む）

対象化学物質（＊１）

取扱量（使用量、製造量、取り扱う量）環境中への排出量、事業所外への移動量届出（報告）内容
特定化学物質管理指針に基づく適正管理
・適正管理のための手順書の提出（＊３）
・環境負荷低減主任者の選任

化学物質管理指針に基づく適正管理
事業者による管理
の改善や環境保全
への取組
備考　政令及び県条例の改正により、平成２２年度データ分から対象事業所の業種数と対象化学物質の物質数が、平成２６年度データ分か
ら物質数が変わった。
（＊１）　対象化学物質
  第一種指定化学物質 ：人の健康や動植物に有害なおそれがある化学物質のうち、生産量などから環境中に広く存在する

化学物質
 特定第一種指定化学物質 ：第一種指定化学物質のうち、人に対して発がん性のある１５物質
  第二種指定化学物質 ：人の健康や動植物に有害なおそれがある化学物質のうち、生産量が増加すれば環境中に広く存在

すると見込まれる化学物質
  県独自に定めた物質 ：化学物質管理促進法の対象とならなかった物質で、県内の使用量が多いものや、内分泌かく乱作用

の疑いのある物質など。
（＊２）  特 別 要 件 施 設 ：下水道終末処理施設、廃棄物処理施設及びダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設の

こと。
（＊３）  適正管理のための手順書 ：各事業所における化学物質の適正管理体制や取扱方法などについて整理したもの。

　ア　化学物質の排出量移動量及び取扱量の集計結果（平成２６年度データ／平成２７年度届出）
　本県の届出排出量は全国第４位と多く、トルエン、キシレンなどの揮発性有機化合物が多いことが特徴です。
　なお、化学物質管理促進法と県条例では、届出等の要件が異なるために、件数や取扱量は一致しません。
　また、県条例に基づく集計結果については、「さいたま市生活環境の保全に関する条例」に基づく報告データ
も含んでいます。

　（ア）業種別届出件数・排出量・移動量・取扱量

県　条　例化学物質排出管理促進法
業　　　　　種

取扱量（※６）件　数移動量（※５）排出量（※４）件　数
３６７,２６２８４９８,４６１７,２３０７５３製　造　業
１４,１８１６０５１４⑤８４９④５６出版・印刷・同関連産業
２１５,１４０②１８７②４,０４８①１,２０３②１７７②化学工業（医薬品製造業、農薬製造業を含む）
２４,７２６④８７④５９１③１,４６５①８６④プラスチック製品製造業
１,５９５２１１８７８６５③１７ゴム製品製造業
１１,６０５１８１,２９８②１０３１８鉄鋼業
１７,８２６⑤４４１３８２７８３８非鉄金属製造業
６,７６１１２７③５７２④７２９⑤１１５③金属製品製造業
５８,３４３③６８⑤４１９１１９５７電気機械器具製造業（電気計測器製造業を含む）
４,９４０１９０２１８石　油　卸　売　業

３３６,８４８①５８４①０１０８５９３①燃　料　小　売　業
６２７２８５１７０⑤一般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る）

１０,３３１７２２３４２９２８４そ　の　他
７２０,００８１,５５２８,７０１７,６３３１,５１８合　　　　　計

（注）○数字は、項目ごとの上位５番目までの順位を示す。
（＊４）排出量：事業所の生産工程などから排出ガスや排出水などに含まれて環境中に排出された量のことで、埼玉県では大気への排

出が全体の９７％を占める。
（＊５）移動量：事業所から排出された廃棄物や下水道に放流された排出水の中に含まれている量のことで、埼玉県では廃棄物に含ま

れての移動が全体の９９％を占める。
（＊６）取扱量：使用量（事業所において事業活動に伴い使用した量）、製造量（事業所において製造した量）、取り扱う量（事業者自らは

使用せず、卸売り、小売り等をするために、事業所において貯蔵所や貯蔵容器に移し替える等して取り扱う量）の合計
で、排出量や移動量の基礎になる量のこと。

（単位：トン／年）

（１）化学物質管理制度
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　（イ）物質別届出件数・排出量・移動量・取扱量

県　条　例化学物質管理促進法
物　　質　　名

取扱量件　数移動量排出量件　数

２５,３１３６５４④１９７３０２⑤６４６④エチルベンゼン
８１,２１５②８６２①３９１⑤６９８②８２９①キシレン
１,４７５７８２１１４４０④１２８ジクロロメタン（別名塩化メチレン）
１,９５６９１,７０７②０９ヘキサメチレンテトラミン
４８,６７３③６８０③３８１１６６７５③１,２,４－トリメチルベンゼン
２０５,１３７①８５０②２,４２５①４,５１０①８２７②トルエン
１５,６４７５１３９５④９４７フタル酸ビス（２－エチルヘキシル）
４７,７１４④５８３⑤１５５５０５③５８２ノルマル－ヘキサン
８,４９９５２１０１０５９５⑤ベンゼン
７,７０３５７１,１５６③３４１１３マンガン及びその化合物
００（８０.８）（４.３５）１３７ダイオキシン類

１０,４５７１８０－－－塩化水素（塩酸を含む）
７,３２１１０１－－－硝酸
１９,１８９１９４－－－メタノール
２５,８０３１６７－－－メチルエチルケトン（別名MEK）
４０,６６５⑤２２３－－－硫酸（三酸化硫黄を含む）

（注）○数字は、項目ごとの上位５番目までの順位を示す。
　　表中、塩化水素以下は化学物質管理促進法の対象外物質（県条例規則で定める物質のうち取扱量上位５物質まで表示）

（単位：トン／年　ダイオキシン類のみ　g-TEQ／年）

　（ウ）大気への排出量（上位５物質）

届出排出量

物　質　名
順
位 （大気への排出量

に占める割合％）

（６１.０）４,５０９トルエン１

（９.４）６９８キシレン２

（６.８）５０５ノルマル－ヘキサン３

（５.９）４３９ジクロロメタン（別名塩化メチレン）４

（４.１）３０２エチルベンゼン５

（エ）公共用水域への排出量（上位５物質）

届出排出量

物　質　名
順
位 （公共用水域への排出

量に占める割合％）

（４０.０）９６ほう素化合物１

（２３.６）５７ふっ化水素及びその水溶性塩２

（１４.０）３４マンガン及びその化合物３

（１２.４）３０亜鉛の水溶性化合物４

（３.５）８銅水溶性塩（錯塩を除く）５

　イ　化学物質管理促進法に基づく届出以外の化学物質排出量推計結果（平成２６年度データ／平成２７年度届出）

総排出量
届　出　外　排　出　量

届出排出量
届出外計移動体家　庭非対象業種対象業種

１６,８３４
（１００％）

９,２０１
（５４.７％）

２,５３７
（１５.１％）

２,３２７
（１３.８％）

１,８５３
（１１.０％）

２,４８４
（１４.８％）

７,６３３
（４５.０％）

　届出によって把握される排出量の他に、対象業種でも届出対象とならない事業者や、建設業などのように対
象でない事業者、自動車や二輪車などの移動体や家庭などからの排出があります。国は、これらからの排出量
を都道府県別に推計し、集計しています。

　（ア）総排出量（届出排出量＋届出外排出量） （単位：トン／年）

　（イ）移動体からの排出量
　　　　（上位５物質）

排出量物　質　名順位

９１０トルエン１

５６０キシレン２

２５２ベンゼン３

１８６ホルムアルデヒド４

１７３ノルマル－ヘキサン５

　（ウ）家庭からの排出量（上位５物質）

排出量製品の例物　質　名順位

８４３台所用合成洗剤、化粧品ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル１

４９５防虫剤、消臭剤ジクロロベンゼン２

３５５洗濯用合成洗剤直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩３

１３６シャンプー、合成洗剤ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム４

８８乳化剤、洗浄剤ドデシル硫酸ナトリウム５

（単位：トン／年） （単位：トン／年）

（単位：トン／年） （単位：トン／年）
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（２）化学物質環境モニタリング調査（平成２７年度）
　　工業団地周辺での環境リスクを把握するため、モニタリング調査を実施しています。
　ア　調査地域
　　　伊奈小室工業団地（伊奈町）、幸手工業団地・幸手ひばりヶ丘工業団地（幸手市、久喜市）
　イ　調査内容
　　　調査地点：工業団地を囲む８地点及び工業団地の影響を受けにくいと考えられる１地点（対照地点）
　　　調査方法：各調査地点において大気を年４回採取し、分析しました。
　ウ　調査結果（全４回調査の平均値）

環境基準

伊奈小室工業団地調査地点名

調査対象物質

対照北西西南西南南東東北東北
伊奈町
内宿台

伊奈町
小室

伊奈町
小室

伊奈町
小室

伊奈町
小室

伊奈町
小室

伊奈町
小室

伊奈町
小室

伊奈町
本町

－１１１４１２１２１２１２１４１２１６トルエン
－１.１１.８１.５１.６２.０１.４１.６１.５１.５キシレン
－１.１２.２１.８１.８２.４１.５１.５１.４１.５エチルベンゼン

１５０以下２.１８.３３.８２.９３.２５.５５.３２.６１２ジクロロメタン
－１.９４.１３.０２.３２.２４.３５.６２.４１０ノルマル－ヘキサン
－０.０５０.０６０.０５０.０７０.０５０.０８０.０７０.０６０.０５酢酸ビニル

単位：（�／�）　（ア）伊奈小室工業団地

　（イ）幸手工業団地・幸手ひばりヶ丘工業団地 単位：（�／�）

環境基準

幸手工業団地・幸手ひばりヶ丘工業団地調査地点名

調査対象物質

対照北西西南西南南東東北東北
久喜市
南栗橋

幸手市
木立

幸手市
上吉羽

幸手市
神宮内

幸手市
木立

幸手市
上宇和田

幸手市
中島

幸手市
上宇和田

幸手市
木立

－１１２０１３２０１７１２１９１１１０トルエン
－１.２３.２１.３１.５１.４１.４１.７１.３１.４キシレン
－１.５４.４１.６１.９１.７１.６１.９１.６１.７エチルベンゼン

１５０以下２.７３.１２.４２.７２.８３.２３.６３.５２.７ジクロロメタン
２００以下０.７２２.０１.１１.６１.００.９６１.００.８９１.０トリクロロエチレン

（３）　大気中石綿濃度調査結果一覧（平成２７年度）

総繊維数濃度
（本／リットル）
１０／２６～１１／２７

測　定　場　所市町村名測定地域種別No.

０.０６３熊谷市久下公民館熊 谷 市住 宅 地 域１

０.０５６秩父市文化体育センター秩 父 市住 宅 地 域２

０.０６３飯能市役所飯 能 市住 宅 地 域３

０.０５６本庄市児玉総合支所本 庄 市住 宅 地 域４

０.０６３春日部市役所春日部市住 宅 地 域５

０.０５６羽生市役所羽 生 市住 宅 地 域６

０.０５６深谷市幡羅公民館深 谷 市住 宅 地 域７

０.０５６鶴ヶ島市北市民センター鶴ヶ島市住 宅 地 域８

０.０５６小川町総合福祉センター小 川 町住 宅 地 域９

０.０５６久喜市東鷲宮小学校久 喜 市住 宅 地 域１０

０.０５６草加市花栗自排局草 加 市道路沿線地域１１

０.０５６戸田美女木自排局戸 田 市道路沿線地域１２

０.０５６国設入間自排局入 間 市道路沿線地域１３

０.０５６上尾市北部浄水場上 尾 市その他の地域１４

０.０５６久喜菖蒲公園久 喜 市その他の地域１５

０.０５６西袋排水機場八 潮 市その他の地域１６

０.０５６三芳町清掃工場三 芳 町その他の地域１７

０.０５６滑川町文化スポーツセンター滑 川 町その他の地域１８
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（４）ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設
　ア　特定施設設置状況
　（ア）大気基準適用施設設置状況

事業所数施設数
施　　　　設　　　　の　　　　種　　　　類番号

計市県計市県

００００００焼結鉱の製造の用に供する焼結炉１

４１３４１３製鋼用電気炉２

００００００亜鉛回収施設３

１７１１６４３１４２アルミニウム合金製造施設４

５８２４３４４t／時以上

廃棄物
焼却炉

５

７９５７４２t／時以上４t／時未満
７５９６６２００㎏／時以上２t／時未満
９６１８７８２００㎏／時未満

１９９３５１６４３０８５６２５２小　　　　計

２２０３７１８３３５５５８２９７合　　　　　計

（H２８.３.３１現在）

　（イ）水質基準対象施設 （Ｈ２８.３.３１現在）

総繊維数濃度
（本／リットル）
１０／２６～１１／２７

測　定　場　所市町村名測定地域種別No.

０.０５６吉見町越中公園吉 見 町その他の地域１９

０.２２埼玉県環境科学国際センター加 須 市その他の地域２０

（注）１地域ごとに２か所、連続する３日間で試料採取を実施（１地域ごとに２か所×３日間＝６検体）。
　　１地域の値は６検体の数値の幾何（相乗）平均値。

事業場数施設数
施　　　　設　　　　の　　　　種　　　　類番号

計市事務所計市事務所

００００００
硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）又は亜硫酸パルプ（サルファイトパルプ）
の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設

１

１１０１１０カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設２
００００００硫酸カリウムの製造の用に供する廃ガス洗浄施設３
００００００アルミナ繊維の製造の用に供する廃ガス洗浄施設４

００００００
担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設の
うち廃ガス洗浄施設

５

００００００塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設６

００００００
カプロラクタムの製造の用に供する硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施
設、廃ガス洗浄施設

７

００００００
クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する水洗施設、廃ガス
洗浄施設

８

００００００
４－クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供するろ過施設、乾燥施設
及び廃ガス洗浄施設

９

００００００
２,３－ジクロロ－１,４－ナフトキノンの製造の用に供するろ過施設及び廃ガス
洗浄施設

１０

００００００
ジオキサジンバイオレットの製造の用に供するニトロ化誘導体分離施設、還
元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設、還元誘導体洗浄施設、ジオキ
サジンバイオレット洗浄施設及び熱風乾燥施設

１１

１０１１０１
アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉か
ら発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設

１２

００００００亜鉛の回収の用に供する精製施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設１３

５０５５６０５６
担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうちろ過施設、精製施設
及び廃ガス洗浄施設

１４

４９２４７１１７５１１２廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、
湿式集じん施設及び灰の貯留施設で
あって汚水又は廃液を排出するもの

１５ １９１１８４０２３８灰の貯留施設
６８３６５１５７７１５０小計

００００００
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB処理物の洗浄
施設及び分離施設

１６
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　（ア）大気基準適用施設

基準値を超えた施設数測定結果（最小～最大）
（ng－TEQ／�N）

報 告 施 設 数
施設の種類

市※１県市※１県
０００.００００２０～２.６１３製 鋼 用 電 気 炉

０００.０～０.３７１３６
ア ル ミ ニ ウ ム 合 金
製 造 施 設

１００.０～３０４９１７８廃 棄 物 焼 却 炉
１０－５１２１７合　　　　計

（平成２７年度）

　（イ）ばいじん及び燃え殼 （平成２７年度）

行政措置件数
行政検査数立入検査数

行　政　指　導命　　　令

市県市県市県市県

１００３１８２０５９３１５大気基準対象施設

０００００６２２３水質基準対象施設

　（ウ）立入検査数及び行政措置件数 （平成２７年度）

基準値を超えた事業場数測定結果（pg－TEQ／L）
（最小～最大）

報 告 事 業 場 数
特　定　施　設

市県市県

０００.０００２５～０.４６１３廃棄物焼却炉に係る施設

０００.００００５６～０.０００１８０２フロン類の破壊施設

０００.００００９０～０.０７４０１０下水道終末処理施設

００－１１５合　　　　計

　（ウ）水質基準適用事業場数

　イ　設置者による測定結果報告

（平成２７年度）

※１　市とは、さいたま市、川越市、川口市、所沢市、越谷市をいう。
※２　ばいじん及び燃え殼をともに報告している場合、１施設として計上しているため、合計は一致しない。

基準値を超えた施設数測定結果（最小～最大）
（ng－TEQ／�N）

報 告 施 設 数
項　　　　　目

市※１県市※１県
０１３０.０～４１４０１６２ば い じ ん
０００.０～２.２４３１４７燃 え 殼
０１３－４６１６２合　　　　　計※２

事業場数施設数
施　　　　設　　　　の　　　　種　　　　類番号

計市事務所計市事務所

３０３６０６
フロン類の破壊の用に供する施設のうちプラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設
及び湿式集じん施設

１７

１００１０１００１０下水道終末処理施設１８

０００１０１水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設１９

８８４８４２３２８２２４合　　　　　　　　　　計

※　「事業場数」については、ひとつの事業場に複数の種類の特定施設を有する場合は、その事業場の事業内容を最も反
映する特定施設の区分に１事業場として計上。
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（５）土壌の汚染に係る環境基準

環　　境　　上　　の　　条　　件項　　　　　　目

検液１Lにつき０.０１㎎以下であり、かつ、農用地においては、米１㎏につ
き０.４㎎以下であること。

カドミウム

検液中に検出されないこと。全シアン

検液中に検出されないこと。有機燐

検液１Lにつき０.０１㎎以下であること。鉛

検液１Lにつき０.０５㎎以下であること。六価クロム

検液１Lにつき０.０１㎎以下であり、かつ、農用地（田に限る。）において
は、土壌１㎏につき１５㎎未満であること。

砒素

検液１Lにつき０.０００５㎎以下であること。総水銀

検液中に検出されないこと。アルキル水銀

検液中に検出されないこと。PCB

農用地（田に限る。）において、土壌１㎏につき１２５㎎未満であること。銅

検液１Lにつき０.０２㎎以下であること。ジクロロメタン

検液１Lにつき０.００２㎎以下であること。四塩化炭素

検液１Lにつき０.００４㎎以下であること。１,２－ジクロロエタン

検液１Lにつき０.１㎎以下であること。１,１－ジクロロエチレン

検液１Lにつき０.０４㎎以下であること。シス－１,２－ジクロロエチレン

検液１Lにつき１㎎以下であること。１,１,１－トリクロロエタン

検液１Lにつき０.００６㎎以下であること。１,１,２－トリクロロエタン

検液１Lにつき０.０３㎎以下であること。トリクロロエチレン

検液１Lにつき０.０１㎎以下であること。テトラクロロエチレン

検液１Lにつき０.００２㎎以下であること。１,３－ジクロロプロペン

検液１Lにつき０.００６㎎以下であること。チウラム

検液１Lにつき０.００３㎎以下であること。シマジン

検液１Lにつき０.０２㎎以下であること。チオベンカルブ

検液１Lにつき０.０１㎎以下であること。ベンゼン

検液１Lにつき０.０１㎎以下であること。セレン

検液１Lにつき０.８㎎以下であること。ふっ素

検液１Lにつき１㎎以下であること。ほう素

備考　
１　検液とは、土壌を１０倍量の水と混合して振とうすることによって、汚染物質を溶出させた液。
２　カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度
に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の
濃度がそれぞれ地下水１Lにつき０.０１㎎、０.０１㎎、０.０５㎎、０.０１㎎、０.０００５㎎、０.０１㎎、０.８㎎及び１㎎を超えていない場
合には、それぞれ検液１Lにつき０.０３㎎、０.０３㎎、０.１５㎎、０.０３㎎、０.００１５㎎、０.０３㎎、２.４㎎及び３㎎とする。

３　「検液中に検出されないこと」とは、平成３年８月環境庁告示第４６号別表中「測定方法」の欄に掲げる方法によ
り測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

４　有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

排出基準（pg-TEQ/L）特　　　　　定　　　　　施　　　　　設

１０

カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設

アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガ
スを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設

担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設

廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設

フロン類の破壊の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設

下水道終末処理施設

　（エ）水質基準適用事業場に適用される基準値（抜粋）

県内に所在する特定施設に係るもののみを記載した。
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（６）特定有害物質及び要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定に係る土壌の汚染状態の基準（土壌汚染対策法）

土壌含有量基準土壌溶出量基準特定有害物質の種類
０.００２㎎／L以下四塩化炭素

第
一
種
特
定
有
害
物
質

０.００４㎎／L以下１,２－ジクロロエタン
０.１㎎／L以下１,１－ジクロロエチレン
０.０４㎎／L以下シス－１,２－ジクロロエチレン
０.００２㎎／L以下１,３－ジクロロプロペン
０.０２㎎／L以下ジクロロメタン
０.０１㎎／L以下テトラクロロエチレン
１㎎／L以下１,１,１－トリクロロエタン

０.００６㎎／L以下１,１,２－トリクロロエタン
０.０３㎎／L以下トリクロロエチレン
０.０１㎎／L以下ベンゼン

１５０㎎／㎏以下０.０１㎎／L以下カドミウム及びその化合物

第
二
種
特
定
有
害
物
質

２５０㎎／㎏以下０.０５㎎／L以下六価クロム化合物
（遊離シアン）５０㎎／㎏以下検出されないことシアン化合物

１５㎎／㎏以下
（総水銀）０.０００５㎎／L以下

水銀及びその化合物
（アルキル水銀）検出されないこと

１５０㎎／㎏以下０.０１㎎／L以下セレン及びその化合物
１５０㎎／㎏以下０.０１㎎／L以下鉛及びその化合物
１５０㎎／㎏以下０.０１㎎／L以下砒素及びその化合物
４,０００㎎／㎏以下０.８㎎／L以下ふっ素及びその化合物
４,０００㎎／㎏以下１㎎／L以下ほう素及びその化合物

０.００３㎎／L以下シマジン
第
三
種
特
定

有
害
物
質

０.０２㎎／L以下チオベンカルブ
０.００６㎎／L以下チウラム
検出されないことPCB
検出されないこと有機りん化合物

備考
１　土壌溶出量基準は２５の特定有害物質すべてについて、土壌含有量基準は「第二種特定有害物質」の９物質に限り定められている。
２　土壌溶出量基準は、（５）土壌の汚染に係る環境基準の表の「環境上の条件」の欄の検液中濃度に係る値と同じ値になっている。
３　埼玉県生活環境保全条例に基づく土壌の汚染に係る基準についても、上と同じである。

（７）農用地の土壌汚染状況調査の分析測定結果

調査地点の分析測定結果

調査年度
玄米中（現物）土壌中（乾物）

カドミウム（基準値０.４㎎／㎏）砒素（基準値１５㎎／㎏）銅（基準値１２５㎎／㎏）
調査地点平均最低最高調査地点平均最低最高調査地点平均最低最高

４６０.１１０.０２０.３７９０１.９tr１１.８９０１１.３０.１３２.３
（５４～５７）
全県

一巡目

４８０.０９nd０.３０９０１.４tr５.３９０９.００.１２３.６
（５９～６２）
全県

二巡目

４６０.０９tr０.３８９０１.８tr８.０９０９.３０.３２１.６
（元～４）
全県

三巡目

３１０.０６tr０.３０８７２.２tr１３.１８７９.４０.２２８.７
（６～９）
全県

四巡目

５００.０９tr０.２８１８０２.００.１１１.３１８０１１.２０.１３０.８
（１１～１４）
全県

五巡目

４７０.０６tr０.３１１８０１.７０.１６.４１８０８.９tr２１.５
（１６～１９）
全県

六巡目

４３０.０３tr０.２２１６５１.７tr７.９１６５９.５tr２１.７
（２１～２４）
全県

七巡目

１５０.０８０.０１０.２９６２２.８０.２１０.５６２１１.１０.２２５.５
（２６～２７）
全県

八巡目

（注）県農業技術研究センターの分析測定結果で、昭和５８年、６３年、平成５年、１０年、１５年、２０年、２５年は各調査巡の取
りまとめ年である。
nd：検出限界以下　tr：極微量検出
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（８）公共用水域の水質汚濁に係る環境基準
　　人の健康の保護に関する環境基準

１㎎／L以下ほう素０.１㎎／L以下１,１－ジクロロエチレン

０.０５㎎／L以下１,４－ジオキサン０.０４㎎／L以下シス－１,２－ジクロロエチレン

１㎎／L以下１,１,１－トリクロロエタン

該　当　水　域達　成　期　間

全公共用水域直ちに達成され、維持されるように努めるものとする。

基　準　値項　　　目基　準　値項　　　目

０.００６㎎／L以下１,１,２－トリクロロエタン０.００３㎎／L以下カドミウム

０.０１㎎／L以下トリクロロエチレン検出されないこと。全シアン

０.０１㎎／L以下テトラクロロエチレン０.０１㎎／L以下鉛

０.００２㎎／L以下１,３－ジクロロプロペン０.０５㎎／L以下六価クロム

０.００６㎎／L以下チウラム０.０１㎎／L以下砒素

０.００３㎎／L以下シマジン０.０００５㎎／L以下総水銀

０.０２㎎／L以下チオベンカルブ検出されないこと。アルキル水銀

０.０１㎎／L以下ベンゼン検出されないこと。PCB

０.０１㎎／L以下セレン０.０２㎎／L以下ジクロロメタン

１０㎎／L以下硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素０.００２㎎／L以下四塩化炭素

０.８㎎／L以下ふっ素０.００４㎎／L以下１,２－ジクロロエタン

備考
１　基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
２　「検出されないこと」とは、昭和４６年１２月２８日環境庁告示第５９号別表１測定方法の欄に掲げる方法により測定した場
合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

３　トリクロロエチレンの環境基準値は、平成２６年１１月１７日環境省告示第１２６号により０.０１㎎／L以下に改正された。

（１０）地下水の水質汚濁に係る環境基準

基　準　値項　　　目基　準　値項　　　目

１㎎／L以下１,１,１－トリクロロエタン０.００３㎎／L以下カドミウム

０.００６㎎／L以下１,１,２－トリクロロエタン検出されないこと。全シアン

０.０１㎎／L以下トリクロロエチレン０.０１㎎／L以下鉛

０.０１㎎／L以下テトラクロロエチレン０.０５㎎／L以下六価クロム

０.００２㎎／L以下１,３－ジクロロプロペン０.０１㎎／L以下砒素

０.００６㎎／L以下チウラム０.０００５㎎／L以下総水銀

０.００３㎎／L以下シマジン検出されないこと。アルキル水銀

０.０２㎎／L以下チオベンカルブ検出されないこと。PCB

０.０１㎎／L以下ベンゼン０.０２㎎／L以下ジクロロメタン

０.０１㎎／L以下セレン０.００２㎎／L以下四塩化炭素

１０㎎／L以下硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素０.００２㎎／L以下塩化ビニルモノマー

０.８㎎／L以下ふっ素０.００４㎎／L以下１,２－ジクロロエタン

１㎎／L以下ほう素０.１㎎／L以下１,１－ジクロロエチレン

０.０５㎎／L以下１,４－ジオキサン０.０４㎎／L以下１,２－ジクロロエチレン

備考
１　基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
２　「検出されないこと」とは、平成９年３月環境庁告示第１０号別表の「測定方法」の欄に掲げる方法により測定した
場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

３　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、硝酸イオンの濃度に換算係数０.２２５９を乗じたものと亜硝酸イオンの濃度に
換算係数０.３０４５を乗じたものの和とする。

４　１,２－ジクロロエチレンの濃度はシス体の濃度とトランス体の濃度の和とする。
５　トリクロロエチレンの環境基準値は、平成２６年１１月１７日環境省告示１２７号により０.０１㎎／L以下に改正された。

（９）公共用水域における健康項目の環境基準非達成の状況

環　境
基準値

平　均　値最　大　値
基準値超
過検体数

総検
体数

項　目　名
地　点　名
（所在地）

河　川　名

非達成地点なし
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（１１）地下水水質概況調査結果
　ア　項目別検出状況

基準適合率（％）基準超過地点数調査地点数項　　　　　目
１０００８６カドミウム
１０００８６全シアン
１０００８６鉛
１０００８６六価クロム
９４.２５８６砒素
１０００８６総水銀
１０００４アルキル水銀
１０００８６PCB
１０００８６ジクロロメタン
１０００８６四塩化炭素
１０００８６塩化ビニルモノマー
１０００８６１,２－ジクロロエタン
１０００８６１,１－ジクロロエチレン
１０００８６１,２－ジクロロエチレン
１０００８６１,１,１－トリクロロエタン
１０００８６１,１,２－トリクロロエタン
１０００８６トリクロロエチレン
１０００８６テトラクロロエチレン
１０００８６１,３－ジクロロプロペン
１０００８６チウラム
１０００８６シマジン
１０００８６チオベンカルブ
１０００８６ベンゼン
１０００８６セレン
９１.９７８６硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
１０００８６ふっ素
１０００８６ほう素
１０００８６１,４－ジオキサン

（平成２７年度）

河　　川　　底　　質土　　　　　　　壌水　　　　　　　質大　　　　　　　気

１５０pg－TEQ／g以下１,０００pg－TEQ／g以下
年間平均値が
１pg－TEQ／L以下

年間平均値が
０.６pg－TEQ／�以下

（１２）ダイオキシン類に係る環境基準

　イ　環境基準超過地点

基準値　（㎎/L）濃　度　（㎎/L）地　点項　　　　　目
０.０１以下０.０１２～０.０３４５地点　砒素
１０以下１２～２１７地点　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

（平成２７年度）

　ウ　調査地点数及び環境基準適合割合の推移

環境基準適合地点数
の割合（％）

環境基準適合地点数
（井戸本数）

調査地点数
（井戸本数）

調査市町村数年度

８７.８１２２１３９５６２３
８９.９１２４１３８５６２４
８６.３１２０１３９５１２５
８６.４７６８８４７２６
８６.０７４８６４６２７
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調査結果［pg－TEQ/�］
調　査　地　点調査機関

地　　域
分　　類 平均値

第４回
１／７～１４※２

第３回
１０／１４～２１

第２回
７／１５～２２※１

第１回
５／２１～２８

０.０３４０.０６７０.０３２０.０１８０.０２０八潮局（八潮市水道部）

埼　玉　県

一般環境

０.０２７０.０４５０.０２８０.０１６０.０１７新座局（水道管理センター）
０.０３６０.０４５－０.０２６－富士見局（富士見市役所）
０.０２４０.０４６０.０１５０.０２３０.０１３日高局（高麗川南公民館）
０.０３９０.０６１０.０３３０.０４１０.０２２久喜局（久喜南中学校）※３

０.０４６０.０５４０.０３５０.０７１０.０２４加須局（礼羽小学校）
０.０７１０.０６３－０.０７８－鴻巣局（鴻巣市役所）
０.０３８０.０４３０.０２１０.０６６０.０２１東松山局（五領町近隣公園）
０.０２６０.０３０－０.０２１－小川局（小川高等学校）
０.０３５０.０４６０.０３１０.０４３０.０１８深谷局（桜ヶ丘小学校）
０.０２５０.０３３－０.０１６－本庄児玉局（児玉児童公園）
０.００９０.０１１－０.００７７－秩父局（秩父農林振興センター）
０.０３４０.０４８０.０２６０.０２８０.０１９さいたま市大宮局（大宮区役所）

さいたま市
０.０３４０.０６７０.０１９０.０２９０.０２２さいたま市役所局（さいたま市役所）
０.０５２０.０４７０.０５２０.０６３０.０４６川越市川越局（宮下町）川　越　市
０.０３４０.０７００.０２３０.０１８０.０２６越谷市役所（越ヶ谷）越　谷　市
０.０３２０.０４５－０.０１８－川口市芝局（樋ノ爪児童公園）川　口　市
０.０２２０.０３４０.０１７０.０２００.０１６所沢市教育センター（けやき台）

所　沢　市
０.０２７０.０５００.０２８０.０１６０.０１５所沢市東所沢局（東所沢）
０.０５９０.０７１０.０５１０.０９００.０２２三ヶ尻（熊谷市三ヶ尻）埼　玉　県固定発生源周辺
０.０４７０.０８００.０６４０.０２４０.０２０戸田美女木自排局（西部福祉センター）

埼　玉　県沿　道 ０.０３６０.０５１－０.０２０－草加市花栗自排局（花栗中学校）
０.０４３０.０６９－０.０１７－朝霞幸町自排局（旧朝霞第四小学校）※３

（１３）ダイオキシン類対策特別措置法に基づく常時監視結果（平成２７年度）
　ア　大気

※１　川口市調査分の第２回は、７／１０～１７
※２　川口市調査分の第４回は、１／８～１５
※３　二重測定の平均値

調査機関

調　査　結　果

採　取　日備
考調　査　地　点河　川　名NO. 河川底質

［pg－TEQ/g］
河川水［pg－TEQ/L］

年平均値測定値

国土交通省
１.４０.１１０.１１H２７.１０.１５基治 水 橋

荒 川
３

０.６８０.０８２０.０８２H２７.１０.１５基開 平 橋４
埼 玉 県０.１２０.０１１０.０１１H２７.１０.２７基中津川合流点前９

さいたま市
７.９

０.５２
０.５９H２７.１０.１３

基八 丁 橋芝 川１０
－０.４５H２８.２.９

川 口 市
３.０

０.８９
０.９２H２７.１０.２７

基山 王 橋新 芝 川１２
－０.８６H２８.１.１５

さいたま市

１.２
０.１２

０.０６９H２７.１０.１３
基中 土 手 橋

鴨 川
１８

－０.１７H２８.１.２６
７.４

０.１１
０.１５H２７.１０.１３

加 茂 川 橋１９
－０.０７０H２８.１.２６

川 越 市０.１８０.０１７０.０１７H２７.１０.１初 雁 橋入 間 川２２

埼 玉 県
１.８０.０２２０.０２２H２７.１０.２９基今 川 橋越 辺 川２７
１.４０.２８０.２８H２７.１０.２９基徒 歩 橋市 野 川３８
０.１３０.０１４０.０１４H２７.１０.２７基赤 平 橋赤 平 川４２

国土交通省

－

０.６９

１.２H２７.５.２２

潮 止 橋中 川４５
－０.６９H２７.７.２４
１.２０.５０H２７.１０.１６
－０.３８H２７.１２.１７

　イ　公共用水域（河川水質・河川底質）におけるダイオキシン類常時監視結果（平成２７年度）
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調査機関

調　査　結　果

採　取　日備
考調　査　地　点河　川　名NO. 河川底質

［pg－TEQ/g］
河川水［pg－TEQ/L］

年平均値測定値

国土交通省

－

０.７７

０.８０H２７.５.２１

基内 匠 橋

綾 瀬 川

５２
－０.９１H２７.７.２３
６.９１.１H２７.１０.１６
－０.２７H２７.１２.４
－

１.３

２.５H２７.５.２１

手 代 橋５３
－１.４H２７.７.２３
４.８１.０H２７.１０.１６
－０.４４H２７.１２.４
－

１.２

１.８H２７.５.２２

槐 戸 橋５４
－１.５H２７.７.２４
－１.０H２７.１０.１６
－０.６０H２７.１２.１７

さいたま市
８.７

０.３２
０.３７H２７.１０.１３

畷 橋５５
－０.２６H２８.１.２６

埼 玉 県

－

０.５３

０.６６Ｈ２７.４.１０

伝 右 橋伝 右 川５６
－０.５０Ｈ２７.７.３１

１２００.５９Ｈ２７.１０.２８
－０.３７Ｈ２８.１.２７
－

０.４４

０.１１Ｈ２７.４.１０

基綾瀬川合流点前古 綾 瀬 川５７
－０.７３Ｈ２７.７.３１
２３０.８０Ｈ２７.１０.２８
－０.１２Ｈ２８.１.２７

越 谷 市

４.８０.４４０.４４Ｈ２７.１０.２８基中 島 橋元 荒 川６０
－

２.４

２.２Ｈ２７.４.２３

基昭 和 橋新 方 川６４
－２.９Ｈ２７.７.３１
９.２１.１Ｈ２７.１０.２８
－３.３Ｈ２８.１.２８
－

２.２

１.４Ｈ２７.４.２３

基ふ れ あ い 橋大落古利根川６５
－０.５２Ｈ２７.７.３１
３.１０.４８Ｈ２７.１０.２８
－６.３Ｈ２８.１.２８

埼 玉 県
１.７０.０８１０.０８１Ｈ２７.１０.２９基笹 目 橋

新 河 岸 川
６８

１７０.０９８０.０９８Ｈ２７.１０.２９基い ろ は 橋６９
川 越 市１.４０.１２０.１２Ｈ２７.１０.１旭 橋７０
埼 玉 県０.２６０.０３００.０３０Ｈ２７.１０.２９基栄 橋柳 瀬 川７４
川 越 市１.６０.０５００.０５０Ｈ２７.１０.１基不 老 橋不 老 川７７
国土交通省０.２４０.０９２０.０９２Ｈ２７.１０.１５基栗 橋利 根 川７９

埼 玉 県
０.２７０.０８４０.０８４Ｈ２７.１０.２７基新 明 橋小 山 川８８
－０.２３０.２３Ｈ２７.１０.２７基県道本庄妻沼線交差点元 小 山 川９２

国土交通省０.２４０.０６８０.０６８Ｈ２７.１０.２基神 流 川 橋神 流 川９３

越 谷 市

－

１.５

１.５Ｈ２７.４.２３

綾 瀬 川 橋

綾 瀬 川

Ａ
－２.１Ｈ２７.７.３１
２.４０.９９Ｈ２７.１０.２８
－１.３Ｈ２８.１.２８

さいたま市
１３

０.３２
０.５３Ｈ２７.１０.１３

新 簀 子 橋Ｃ
－０.１０Ｈ２８.１.２６

埼 玉 県

５.８０.２６０.２６Ｈ２７.１０.２８関 橋Ｄ
－

１.０

０.３２Ｈ２７.４.１０

上 綾 瀬 橋Ｅ
－３.０Ｈ２７.７.３１
－０.６５Ｈ２７.１０.２８
－０.０５６Ｈ２８.１.２７
－

０.９６

０.９８Ｈ２７.４.１０

松 江 新 橋古 綾 瀬 川Ｆ
－１.７Ｈ２７.７.３１
９００.９８Ｈ２７.１０.２８
－０.１６Ｈ２８.１.２７
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注１）No.欄の数字は、平成２７年度公共用水域水質測定計画の測定地点番号です。
　　　アルファベットは、同測定計画にない地点であることを示します。
注２）備考欄の「基」は、環境基準点であることを示しています。

調査機関

調　査　結　果

採　取　日備
考調　査　地　点河　川　名NO. 河川底質

［pg－TEQ/g］
河川水［pg－TEQ/L］

年平均値測定値

埼 玉 県

－

０.７６

０.３９Ｈ２７.４.１０

弁 天 橋古 綾 瀬 川Ｇ
－１.３Ｈ２７.７.３１
７２０.５７Ｈ２７.１０.２８
－０.７８Ｈ２８.１.２７

所 沢 市
０.２７０.０３６０.０３６Ｈ２７.１０.２９清 柳 橋柳 瀬 川Ｈ
２.００.０４５０.０４５Ｈ２７.１０.２９金 井 沢 橋不 老 川Ｉ

水資源機構１.６０.０６７０.０６７Ｈ２７.１０.１下久保ダム貯水池（神流湖）神 流 川Ｌ１

ウ　地下水常時監視結果（平成２７年度） 環境基準：１［pg－TEQ/L］以下

調査結果
［pg－TEQ/L］

採　取　日調　　査　　地　　点調　査　機　関No.

０.０１９H２７.９.３０岩淵飯能市

埼玉県

１

０.０１６H２７.９.２９中種足加須市２

０.０１６H２７.９.２９大越加須市３

０.０１６H２７.１０.９永田深谷市４

０.０１６H２７.１０.２平方領々家上尾市５

０.０１６H２７.９.２４大満越生町６

０.０１７H２７.９.４本郷杉戸町７

０.０１２H２７.９.２５見沼区島町さいたま市さいたま市８

０.０１３H２７.１０.８笠幡川越市川越市９

０.０５９H２７.５.２７八幡木川口市川口市１０

０.０１５H２７.１１.１７下安松所沢市所沢市１１

０.０１７H２７.１１.１８新川町越谷市越谷市１２

　エ　土壌常時監視結果（平成２７年度）
環境基準：１,０００［pg－TEQ/g］以下

調査結果
［pg－TEQ/g］

採　取　日調　　査　　地　　点調　査　機　関No.

１.１H２７.１０.２６西区三橋さいたま市さいたま市１

０.００３８H２７.１２.１７大字鯨井
川越市川越市

２

０.５１H２７.１２.１７大字今福３

３４H２７.１２.１８北原台
川口市川口市

４

０.００８９H２７.１２.１８上青木西５

０.１２H２７.１２.１８安行出羽６

２.４H２７.８.２１馬見塚
行田市行田市

７

１.８H２７.８.２１棚田町８

１５H２７.８.２１埼玉９

１４H２７.１１.２６林
所沢市所沢市

１０

４.２H２７.１１.２６三ヶ島１１
０.０２H２７.１１.３０山手町

飯能市飯能市

１２

２.１H２７.１１.３０双柳１３

０.２６H２７.１１.３０平戸１４

０.３８H２７.１１.３０美杉台１５

０.７８H２７.１１.３０原市場１６

１.７H２７.１１.１９児玉町金屋本庄市本庄市１７

　（ア）一般環境把握調査
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調査結果
［pg－TEQ/g］

採　取　日調　　査　　地　　点調　査　機　関No.

０.５８H２７.９.２２上岩瀬

羽生市羽生市

１８

０.０５７H２７.９.２２下手子林１９

６H２７.９.２２弥勒２０

０.０８９H２７.９.２２上新郷２１

２２H２８.１.１５上戸田
戸田市戸田市

２２

４１H２８.１.１５笹目北町２３

８.３H２７.１０.６鷹野
三郷市三郷市

２４

１.８H２７.１０.６彦成２５

０.０１１H２７.１０.６さつき平２６

１２H２７.８.２０石井
坂戸市坂戸市

２７

５.３H２７.８.２０新堀２８

４.３H２８.１.７新町鶴ヶ島市鶴ヶ島市２９

１.５H２８.２.５西原

ふじみ野市ふじみ野市

３０

３.９H２８.２.５鶴ケ岡３１

１.１H２８.２.５苗間３２

１７H２８.２.５大井武蔵野３３

環境基準：１,０００［pg－TEQ/g］以下

調査結果
［pg－TEQ/g］

採　取　日調　　査　　地　　点調　査　機　関No.

５.０H２７.９.２８赤堀

桶川市

埼玉県

１

３.７H２７.９.２８大字小針領家２

６.１H２７.９.２８大字小針領家３

９.５H２７.９.２８大字小針領家４

１００H２７.９.２８倉田５

５.９H２７.９.２８菖蒲町下栢間
久喜市

６

８.７H２７.９.２８菖蒲町下栢間７

０.９０H２７.９.２８内宿
伊奈町

８

０.６４H２７.９.２８西小針９

　（イ）発生源周辺状況調査
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4 水質関係

（注）１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
　　　２　水　　道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
　　　　　　　〃　　２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
　　　　　　　〃　　３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
　　　３　水　　産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
　　　　　　　〃　　２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用
　　　　　　　〃　　３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用
　　　４　工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
　　　　　　　〃　　２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
　　　　　　　〃　　３級：特殊の浄水操作を行うもの
　　　５　環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

（１）生活環境の保全に関する環境基準
　ア　河川（湖沼を除く）
　（ア）

　（イ）

基　　　　　　　準　　　　　　　値

利用目的の適応性

項目　

　類型
大腸菌群数

溶存酸素量
（DO）

浮遊物質量
（SS）

生物化学的
酸素要求量
（BOD）

水素イオン
濃度（pH）

５０MPN
／１００mL以下

７.５㎎／L以上２５㎎／L以下１㎎／L以下
６.５以上

８.５以下

水 道 １ 級
自 然 環 境 保 全
及びＡ以下の欄に掲げるもの

ＡＡ

１,０００MPN
／１００mL以下

７.５㎎／L以上２５㎎／L以下２㎎／L以下
６.５以上

８.５以下

水 道 ２ 級
水 産 １ 級
水 浴
及びＢ以下の欄に掲げるもの

Ａ

５,０００MPN
／１００mL以下

５㎎／L以上２５㎎／L以下３㎎／L以下
６.５以上

８.５以下

水 道 ３ 級
水 産 ２ 級
及びＣ以下の欄に掲げるもの

Ｂ

―５㎎／L以上５０㎎／L以下５㎎／L以下
６.５以上

８.５以下

水 産 ３ 級
工 業 用 水 １ 級
及びＤ以下の欄に掲げるもの

Ｃ

―２㎎／L以上１００㎎／L以下８㎎／L以下
６.０以上

８.５以下

工 業 用 水 ２ 級
農 業 用 水
及 び Ｅの欄に掲げるもの

Ｄ

―２㎎／L以上
ごみ等の浮遊
が認められな
いこと。

１０㎎／L以下
６.０以上

８.５以下
工 業 用 水 ３ 級
環 境 保 全Ｅ

全公共用水域のうち、水域類型ごとに指定する水域該当
水域

備考　基準値は、日間平均値とする。（湖沼もこれに準ずる。）

該当水域

基　　　準　　　値

水生生物の生息状況の適応性

項目

類型

直鎖アルキルベンゼ
ンスルホン酸及びそ
の塩（LAS）※２

ノニルフェノール※１全　亜　鉛

全公共用水域のう
ち、水域類型ごと
に指定する水域

０.０３㎎／L以下０.００１㎎／L以下０.０３㎎／L以下
イワナ、サケマス等比較的低温
域を好む水生生物及びこれらの
餌生物が生息する水域

生 物 Ａ

０.０２㎎／L以下０.０００６㎎／L以下０.０３㎎／L以下

生物Ａの水域のうち、生物Ａの
欄に掲げる水生生物の産卵場
（繁殖場）又は幼稚仔の生育場
として特に保全が必要な水域

生物特Ａ

０.０５㎎／L以下０.００２㎎／L以下０.０３㎎／L以下
コイ、フナ等比較的高温域を好
む水生生物及びこれらの餌生物
が生息する水域

生 物 Ｂ

０.０４㎎／L以下０.００２㎎／L以下０.０３㎎／L以下

生物Ａ又は生物Ｂの水域のう
ち、生物Ｂの欄に掲げる水生生
物の産卵場（繁殖場）又は幼稚
仔の生育場として特に保全が必
要な水域

生物特Ｂ

備考　　基準値は、年間平均値とする。（湖沼もこれに準ずる。）
　　　※１　ノニルフェノールは、平成２４年８月２２日環境省告示第１２７号により追加。
　　　※２　直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）は、平成２５年３月２７日環境省告示第３０号により追加。
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　イ　湖沼（天然湖沼及び貯水量１,０００万�以上であり、かつ、水の滞留時間が４日間以上ある人工湖）
　（ア）

基　　　　　　　　準　　　　　　　　値

利用目的の適応性

項目　

　類型
大腸菌群数溶存酸素量

（DO）
浮遊物質量
（SS）

化学的酸素
要　求　量
（COD）

水素イオン
濃度（pH）

５０MPN
／１００mL以下

７.５㎎／L以上１㎎／L以下１㎎／L以下
６.５以上

８.５以下

水 道 １ 級
水 産 １ 級
自 然 環 境 保 全
及びA以下の欄に掲げるもの

ＡＡ

１,０００MPN
／１００mL以下

７.５㎎／L以上５㎎／L以下３㎎／L以下
６.５以上

８.５以下

水 道 ２ 、 ３ 級
水 産 ２ 級
水 浴
及びB以下の欄に掲げるもの

Ａ

－５㎎／L以上１５㎎／L以下５㎎／L以下
６.５以上

８.５以下

水 産 ３ 級
工 業 用 水 １ 級
農 業 用 水
及 び C の 欄 に 掲 げ る も の

Ｂ

－２㎎／L以上
ごみ等の浮遊
が認められな
いこと。

８㎎／L以下
６.０以上

８.５以下
工 業 用 水 ２ 級
環 境 保 全Ｃ

全公共用水域のうち、水域類型ごとに指定する水域該当
水域

備考　水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

（注）１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２　水　　道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
　　　〃　２、３級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
３　水　　産１級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
　　　〃　　２級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産３級の水産生物用
　　　〃　　３級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
４　工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
　　　〃　　２級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
５　環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

　（イ）

（注）１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２　水　　道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
　　水　　道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
　　水　　道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特

殊な浄水操作を行うものをいう。）
３　水　　産１種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種及び水産３種の水産生物用
　　水　　産２種：ワカサギ等の水産生物用及び水産３種の水産生物用
　　水　　産３種：コイ、フナ等の水産生物用
４　環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

該当水域
基　　　準　　　値

利用目的の適応性
項目

類型 全　　燐全　窒　素

全公共用水域のうち、
水域類型ごとに指定す
る水域

０.００５㎎／L以下０.１㎎／L以下自 然 環 境 保 全
及びⅡ以下の欄に掲げるものⅠ

０.０１㎎／L以下０.２㎎／L以下

水 道 １ 、 ２ 、 ３ 級
（ 特 殊 な も の を 除 く 。）
水 産 １ 種
水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの

Ⅱ

０.０３㎎／L以下０.４㎎／L以下水 道 ３ 級 （ 特 殊 な も の ）
及びⅣ以下の欄に掲げるものⅢ

０.０５㎎／L以下０.６㎎／L以下水 産 ２ 種
及 び Ⅴ の 欄 に 掲 げ る も のⅣ

０.１㎎／L以下１㎎／L以下

水 産 ３ 種
工 業 用 水
農 業 用 水
環 境 保 全

Ⅴ

備考　１　基準値は、年間平均値とする。
２　水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うも

のとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼につい
て適用する。

３　農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。
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（２）地点別BOD７５％値と環境基準達成率の推移（過去５年間） ○：環境基準達成　　　×：環境基準非達成

平成２７年度平成２６年度平成２５年度平成２４年度平成２３年度類
型地点名

基
準
点

番
号水域名

○３.８○３.３×６.４○４.９○４.４C笹 目 橋○１荒川下流（１）

○
０.９

○
１.６

○
１.７

○
１.５

○
１.１

A
治　　　水　　　橋　※３○３

荒 川 中 流 １.０１.０１.４１.２１.０開　　　平　　　橋　※３○４
０.８１.１１.４１.１０.９久　　　下　　　橋　※３○６

○＜０.５○０.８○０.９○０.９○０.６A正 喜 橋○７
荒川上流（２） ０.６０.７０.８０.８０.８親 鼻 橋○８

○＜０.５○＜０.５○＜０.５○＜０.５○＜０.５AA中津川合流点前○９荒川上流（１）

○３.９○３.３○４.３○５.３○４.９D八　　　丁　　　橋　※４○１０
芝 川 ２.８２.０４.０４.９５.７山　　　王　　　橋　※４○１２

○３.４○３.８○３.３×５.６○４.４C中 土 手 橋○１８鴨 川

○１.９×２.３×２.２○２.０○１.５A入　　間　　大　　橋　※１○２０
入 間 川 下 流 ０.７１.１１.６１.００.７落　　　合　　　橋　※１○２１

○＜０.５○０.８○０.７○０.６○０.５A給食センター前○２５入 間 川 上 流
○２.４○２.５○２.３○２.９○１.９B落 合 橋○２６越 辺 川 下 流
○０.７○１.２○１.１○０.９○０.９A今 川 橋○２７越 辺 川 上 流
○０.５○０.５○０.８○０.７○０.５A東 松 山 橋○２９都 幾 川
○０.８○１.５○１.２○１.３○１.６B兜 川 合 流 点 前○３１槻 川
○＜０.５○＜０.５○０.６○０.６○＜０.５A高 麗 川 大 橋○３３高 麗 川
○１.１○１.８×３.１○１.９○２.２Bと　　　げ　　　橋　※１○３５小 畔 川
○１.１○１.８○１.８○１.３○１.２B大　　　和　　　橋　※２○３６霞 川
○＜０.５○０.９○０.９○０.６○０.５A成 木 大 橋○３７成 木 川
○２.９○４.６○３.５○２.７○３.９C徒 歩 橋○３８市 野 川 下 流
○１.８×３.５○２.７○１.９○２.０B天 神 橋○３９市 野 川 上 流
○１.６○１.９○２.０○２.８○２.６B吉 見 橋○４１和 田 吉 野 川
○＜０.５○０.７○０.６○０.５○０.７AA赤　　　平　　　橋　※１○４２赤 平 川
○０.９○１.０○１.０○１.０○１.１A原 谷 橋○４３横 瀬 川
○１.８○２.４○２.９○３.４○３.５C八 条 橋○４６中 川 中 流
○２.３○３.５○３.４○２.９○３.８C豊 橋○４８中 川 上 流
○２.２○２.４○３.７○４.５○４.８C内 匠 橋○５２綾 瀬 川 下 流
○２.７○２.８－※６－※６－※６－※６○３.４C畷 橋○５５綾 瀬 川 上 流
○６.９○３.９○７.９○７.６○７.０D綾瀬川合流点前　※２○５７古 綾 瀬 川
○２.８○４.４○３.６○４.３○４.０C葛　　　三　　　橋　※２○５９大 場 川
○２.９○３.８○３.９○３.２×５.７C中 島 橋○６０元 荒 川
○４.０×５.２○４.５○４.０×５.３C昭 和 橋○６４新 方 川
○４.０○３.５×５.３○３.９○４.０Cふ れ あ い 橋○６５大落古利根川

　（ウ）

該当水域

基　　　準　　　値

水生生物の生息状況の適応性

項目

類型

直鎖アルキルベン
ゼンスルホン酸及
びその塩（LAS※２）

ノニルフェ
ノール※１全　亜　鉛

全公共用水域
のうち、水域
類型ごとに指
定する水域

０.０３
㎎／L以下

０.００１
㎎／L以下

０.０３
㎎／L以下

イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物
及びこれらの餌生物が生息する水域生 物 Ａ

０.０２
㎎／L以下

０.０００６
㎎／L以下

０.０３
㎎／L以下

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生
物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として
特に保全が必要な水域

生物特Ａ

０.０５
㎎／L以下

０.００２
㎎／L以下

０.０３
㎎／L以下

コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこ
れらの餌生物が生息する水域生 物 Ｂ

０.０４
㎎／L以下

０.００２
㎎／L以下

０.０３
㎎／L以下

生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲
げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生
育場として特に保全が必要な水域

生物特Ｂ

備考　基準値は、年間平均値とする。
※１　ノニルフェノールは、平成２４年８月２２日環境省告示第１２７号により追加。
※２　LASは、平成２５年３月２７日環境省告示第３０号により追加。

　（エ）

該当水域
基　準　値

水生生物が生息・再生産する場の適用性
項目

類型 底層溶存酸素量

全公共用水域
のうち、水域
類型ごとに指
定する水域

４.０㎎／L以上
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する
水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を
保全・再生する水域

生 物 １

３.０㎎／L以上
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場
を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除
き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域

生 物 ２

２.０㎎／L以上
生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する
水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全
・再生する水域又は無生物域を解消する水域

生 物 ３

備　考　基準値は年間平均値とする。
※　底層溶存酸素量は、平成２８年３月３０日環境省告示第３７号により追加。
※　平成２８年３月３１日時点で、埼玉県内で類型指定されている水域は無い。
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※１　平成１７年４月１２日の埼玉県告示により、赤平川はAA類型に、入間川下流はA類型に、小畔川はB類型に指定された。
※２　平成１８年３月２４日の埼玉県告示により、霞川はB類型に、古綾瀬川はD類型に、大場川はC類型に、唐沢川はB類型に指定された。
※３　平成２１年３月３１日の環境省告示により、荒川中流はB類型からA類型に指定された。
※４　平成２４年２月２４日の埼玉県告示により、芝川はD類型に、不老川はC類型に指定された。
※５　平成２５年３月２４日の埼玉県告示により、新河岸川と白子川はC類型に指定された。
※６　畷橋は平成２４年度及び２５年度欠測。

（３）BOD環境基準適合割合の推移

平成２７年度平成２６年度平成２５年度平成２４年度平成２３年度類
型地点名

基
準
点

番
号水域名

○２.６○３.３○３.５○２.８○４.１C笹　　　目　　　橋　※５○６８
新 河 岸 川 １.４２.３２.３２.１２.２い　　ろ　　は　　橋　※５○６９

○１.８○２.９○２.４○２.４○２.８C三　　　園　　　橋　※５○７１白 子 川
○０.９○１.５○１.１○１.２○１.７C東 橋○７２黒 目 川
○３.３○３.５○２.８○１.５○３.３C栄 橋○７４柳 瀬 川
○３.１○３.９×５.１○４.６○５.３C不　　　老　　　橋　※４○７７不 老 川

○
１.０

○
１.５

○
２.０

○
１.７

○
１.６

A
栗 橋○７９

利 根 川 中 流 ０.８０.９１.１１.２１.０利 根 大 堰○８０
０.９１.００.９１.３１.５坂 東 大 橋○８３

○０.８○１.０○１.７○１.２○１.３A流 山 橋○８４江 戸 川 上 流
○２.４×３.３×５.０×７.３×５.３B昭 和 橋○８７福 川
○２.０○２.６○２.６○２.５○２.６B新 明 橋○８８小 山 川 下 流
○１.３×２.６○２.０○２.０×２.２A一 の 橋○８９小 山 川 上 流
○１.８○２.４○２.４○２.４○３.０B森　　　下　　　橋　※２○９１唐 沢 川
×３.８×４.０×４.４×５.５×５.６B県道本庄妻沼線交差点○９２元 小 山 川
○０.８○０.８○０.６○０.６○０.６A神 流 川 橋○９３神流川（３）
○０.９○０.８○０.７○０.８○０.６A藤 武 橋○９４神流川（２）
４３３８３６４０３９環　 境　 基　 準　 達　 成　 数
９８８６８２９１８９環　境　基　準　達　成　率　（％）

　ア　環境基準適合割合（全県）

適
合
割
合（
％
） 

（年度） 

９５ 

８７ 
８４ 

９２ 

８７ 

９２ 
８９ ８９ ９０ 

９４ 

７０ 

８０ 

９０ 

１００ 

２７ ２６ ２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ 平成１８ 

　イ　水域別（荒川水系）

適
合
割
合（
％
） 

（年度） 

荒川水系 

新河岸川水系 

入間川水系 

９０ 
９６ 

９１ 

９７ ９７ 

８７ 

９２ 

８５ 

９１ 
９３ 

９１ 

８８ 

９６ ９８ 
９８ ９８ 

９４ 

９２ 
９３ 
９０ 

９７ ９９ ９６ 

９４ 
９５ ９５ ９５ 
９７ ９７ 

９５ 
９４ 

１００ ９９ 

７０ 

８０ 

９０ 

１００ 

２７ ２６ ２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ 平成１８ 

　ウ　水域別（利根川水系）

６０ 

７０ 

８０ 

９０ 

１００ 

２７ ２６ ２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ 平成１８ 

適
合
割
合（
％
） 

（年度） 

利根川水系 
綾瀬川水系 
中川水系 

１００ 
９１ 

９７ 
９８ ９８ 

９４ 

９０ 
８０ 

７２ 

９１ 

７９ 
８４ 

８１ 
８６ 

８６ 
８８ 

８１ 

９２ 

８６ 

９３ 

７７ 

７８ 

８６ 

７７ 

８２ 

９１ 

８９ 

６７ 

８３ ８３ 
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（４）生活環境項目の地点別年度平均値（平成２７年度）
　ア　河川

LAS
（㎎/L）

ノニル
フェノール
（㎎/L）

全亜鉛
（㎎/L）

全りん
（㎎/L）

全窒素
（㎎/L）

大腸菌群数
（MPN/１００mL）

DO
（㎎/L）

SS
（㎎/L）

COD
（㎎/L）

BOD
（㎎/L）pH地 点 名

基準点環
境
基
準

類　
　

型

地
点
番
号

河川名 生
物

一
般

０.００５３０.００００９０.０１８０.４０７.７７５００７.７６６.５３.３７.６笹 目 橋○○生物BC１

荒 川

－－－０.０８５２.０５７００１０５３.２１.１７.９秋ケ瀬取水堰生物BA２
０.００１６＜０.００００６０.００６０.０９７２.２１３０００９.６６３.０１.０７.７治 水 橋○○生物BA３
０.００１６＜０.００００６０.００７０.１０２.０４６０００９.９１１３.２０.９７.６開 平 橋○○生物BA４

－－－０.０８０１.９４００００１０１０３.００.８７.７御 成 橋生物BA５
０.０００９＜０.００００６０.００５０.０６７１.４９０００１０４２.５０.８８.０久 下 橋○○生物BA６
０.０００９＜０.００００６０.００２０.０５４１.１３８００１０２２.００.６８.０正 喜 橋○○生物特BA７
０.０００９＜０.００００６０.００１０.０５１１.１２９００１１１１.９０.６８.５親 鼻 橋○○生物AA８
＜０.０００６＜０.００００６０.００２０.０１３０.４１４７００１１１０.７＜０.５８.０中津川合流点前○○生物AAA９
０.０２７０.００００９０.０２００.３２４.５３９００６.６２２６.０３.４７.５八 丁 橋○○生物BD１０

芝 川
０.０３１０.０００１９０.０３５０.２６３.９１５０００７.１７４.２２.５７.４境 橋生物BD１１
０.０１１＜０.００００６０.０１５０.２８５.３８００００５.９１８５.２２.２７.２山 王 橋○○生物BD１２新芝川

０.０６１＜０.００００６０.０１２０.２３５.１５３００００６.８３５.１５.７７.５論 處 橋１３藤右衛
門 川 ０.０５７０.０００５６０.０１８０.０８９４.６７００００５.５１１４.０２.４７.４柳 橋１４

０.００１８０.０００１４０.０１７０.３２７.３－６.４１３６.２２.３７.３荒川合流点前１５菖蒲川

０.００３６０.００００９０.０１６０.１９４.９－７.０１３５.２１.８７.４笹 目 樋 管１６
笹目川

０.００９８０.００００７０.０１８０.３０４.２５９００６.８８５.１２.７７.６市立浦和南高校脇１７
０.０１５０.０００１３０.０２３０.２１３.５５６００７.３１７５.０２.７７.５中 土 手 橋○○生物BC１８

鴨 川
０.０４８０.０００２８０.０４２０.３２５.０１４０００６.７１４５.２３.２７.５加 茂 川 橋生物BC１９
０.００１２＜０.００００６０.００７０.１９３.７３９０００１０８４.２２.０７.７入 間 大 橋○○生物BA２０

入間川

０.０００６＜０.００００６０.００４０.１０２.８１４０００１１５２.４０.８７.９落 合 橋○○生物BA２１
０.００２３＜０.００００６０.００３０.１１２.９３３００１０４２.６１.０８.２初 雁 橋生物BA２２
０.００１９＜０.００００６０.００７０.１７３.４１１０００１０１８２.９１.４７.５富 士 見 橋生物BA２３
０.００２５＜０.００００６０.００４０.１８３.４１５０００１０２２.８１.７７.５豊 水 橋生物BA２４
０.０００６＜０.００００６０.００２０.０３６０.９７１１０００１１１１.７０.５８.２給食センター前○○生物AA２５
０.００１６＜０.００００６０.００９０.２６４.４３７０００９.０８４.３２.１７.６落 合 橋○○生物BB２６

越辺川 ０.０００８＜０.００００６０.００５０.２６３.３１００００１１３２.５０.７８.０今 川 橋○○生物BA２７
０.００７１＜０.００００６０.００２０.０７３１.４１４０００１０２２.３０.８８.１山 吹 橋○生物AA２８
０.００１１＜０.００００６０.００２０.０３８１.４８９００１０２１.５０.５７.７東 松 山 橋○○生物BA２９

都幾川
０.００４１＜０.００００６０.００２０.０５１１.３２８０００１１２１.７０.６８.０明 覚○生物AA３０
０.０１２＜０.００００６０.００３０.０５９１.４１８０００１１２２.３０.７８.２兜川合流点前○○生物BB３１

槻 川
０.００１５＜０.００００６０.００２０.０３００.９８２５０００１１１１.７０.５８.４大内沢川合流点前○生物AB３２
＜０.０００６＜０.００００６０.００３０.０３４２.２８３００９.８１０.９０.５７.５高麗川大橋○○生物BA３３

高麗川
０.０００８＜０.００００６０.００１０.０３３１.０３１００１１１１.５＜０.５８.３天 神 橋○生物AA３４
０.００６８＜０.００００６０.０１７０.４９４.９４２０００１０１５５.４１.６７.９と げ 橋○○生物BB３５小畔川

０.００４４０.００００６０.０１００.１３４.５５１０００１１４３.３０.９８.２大 和 橋○○生物BB３６霞 川

０.０００８＜０.００００６０.００２０.０４７１.３６８００１０１２.００.５８.２成 木 大 橋○○生物AA３７成木川

０.００３４０.００００６０.０１５０.２３３.５－１０１１６.５２.８８.０徒 歩 橋○○生物BC３８
市野川

０.０１６０.００００６０.０２００.３５１.９３２０００１２６５.７１.６８.６天 神 橋○○生物BB３９
０.０１００.００００７０.０１４０.３４３.５１９００００１１６６.６２.９８.３八 幡 橋４０滑 川

０.００７５＜０.００００６０.０１１０.１９２.９５３００８.２１８４.０１.７７.６吉 見 橋○○生物BB４１和田吉野川

０.００１６＜０.００００６０.００２０.０５１１.２１００００１１１１.７０.５８.３赤 平 橋○○生物AAA４２赤平川

０.００６６＜０.００００６０.００２０.０７４１.７１４０００１１１２.２０.７８.６原 谷 橋○○生物AA４３横瀬川

＜０.０００６＜０.００００６０.００２０.０１１０.６９８７０１１１１.５０.５８.１落 合 橋４４中津川

－－０.０１９０.２３３.８－７.８１６６.２１.８７.４潮 止 橋生物BC４５

中 川

０.００８２０.００００６０.０１１０.１６２.９－８.２２０５.１１.７７.４八 条 橋○○生物BC４６
－－０.０１３０.１６２.４－７.５１８５.７１.５７.４弥 生 橋生物BC４７

０.０１２０.００００７０.０１２０.１９２.６－６.５２４５.８２.０７.４豊 橋○○生物BC４８
０.００８９０.００００７０.０１２０.１９２.５３４０００７.９２５５.３１.７７.４松 富 橋生物BC４９
０.００９３０.００００６０.０１４０.２１３.０－７.６１６５.３２.１７.５行 幸 橋生物BC５０
０.００８００.００００８０.０１６０.２３３.０－７.７１７６.９４.９７.４道 橋生物BC５１
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　イ　湖沼

LAS
（㎎/L）

ノニル
フェノール
（㎎/L）

全亜鉛
（㎎/L）

全りん
（㎎/L）

全窒素
（㎎/L）

大腸菌群数
（MPN/１００mL）

DO
（㎎/L）

SS
（㎎/L）

COD
（㎎/L）pH地点名

基準点環
境
基
準

類　
　

型

地
点
番
号

河川名 生
物

一
般

＜０.０００６＜０.００００６０.００１０.００８０.８７１１０８.２２１.５７.７湖心○○
湖
沼
生
物
A

湖
沼
A
Ⅲ

L１下久保ダム
貯 水 池

０.０００７０.００００７０.００３０.００８０.４３７５７.５３１.４７.７湖心○○
湖
沼
生
物
A

湖
沼
A
Ⅲ

L２二 瀬 ダ ム
貯 水 池

－－０.００５０.０２４０.５８－７.８３４.３７.７湖心○
湖
沼
A
Ⅲ

L３荒 川
貯 水 池

０.０００７０.００００７０.００３０.０１３０.６３９３７.８３２.４７.７平　　　均

LAS
（㎎/L）

ノニル
フェノール
（㎎/L）

全亜鉛
（㎎/L）

全りん
（㎎/L）

全窒素
（㎎/L）

大腸菌群数
（MPN/１００mL）

DO
（㎎/L）

SS
（㎎/L）

COD
（㎎/L）

BOD
（㎎/L）pH地 点 名

基準点環
境
基
準

類　
　

型

地
点
番
号

河川名 生
物

一
般

０.０１１０.０００２１０.０１６０.１７３.４－５.７１７５.８１.７７.３内 匠 橋○○生物BC５２

綾瀬川
－－０.０２４０.２０３.３－６.１１５６.７２.３７.４手 代 橋生物BC５３
－－０.０１３０.２０３.５－７.１１３５.５１.８７.４槐 戸 橋生物BC５４

０.０１７０.００００７０.０１１０.１８３.６２８０００８.３１６４.９２.１７.６畷 橋○○生物BC５５
－－０.０１７０.６４３.３９０００５.５１３５.６３.２７.４伝 右 橋５６伝右川

０.０３９０.０００１６０.０６４０.２６３.７－５.３１７１１６.１７.２綾瀬川合流点前○○生物BD５７古綾瀬川

－－０.０１７０.２２３.６８９００５.７１８５.９３.３７.４水 神 橋５８毛長川

０.０１３０.０００１５０.０１９０.２３３.５－６.５１５６.５２.６７.４葛 三 橋○○生物BC５９大場川

０.００２３＜０.００００６０.０１４０.１８３.６１９００９.０８４.０２.５７.７中 島 橋○○生物BC６０
元荒川 ０.００２８０.００００６０.０１３０.２６３.２３７０００９.１１６４.６１.５７.４八 幡 橋生物BC６１

０.０１３０.００００６０.０１１０.１８２.１１０００００８.３１１４.０１.８７.５渋 井 橋生物BC６２
０.０１４０.００００６０.０１１０.２０２.３１３００００８.４１９４.４１.８７.５前 屋 敷 橋６３忍 川

０.００８００.００００８０.０１９０.２０３.７９９００７.４１５４.９３.３７.５昭 和 橋○○生物BC６４新方川

０.００５６＜０.００００６０.０１７０.１４３.８３１００８.６１０４.３３.２７.５ふれあい橋○○生物BC６５
大落古
利根川 ０.００７７０.００００６０.０１１０.１７３.９２４０００７.９１２４.８２.３７.４小 渕 橋生物BC６６

０.０１１０.００００６０.０１３０.２３４.７－７.４１５５.３２.７７.４杉戸古川橋生物BC６７
０.００２３０.００００６０.０２４０.４２７.６４００００７.５８６.０２.３７.１笹 目 橋○○生物BC６８

新河岸川 ０.００６００.００００６０.０１４０.１４７.３２１００００７.２１１３.６１.２７.１い ろ は 橋○○生物BC６９
０.００６７０.００００７０.０１３０.１３６.８６４０００７.８６３.０１.０７.０旭 橋生物BC７０
０.００４７０.００００６０.０１６０.３１７.７９６０００７.６３４.７１.６７.２三 園 橋○○生物BC７１白子川

０.００６１０.００００６０.０１４０.０５９５.８５５０００１１８２.５１.０７.８東 橋○○生物BC７２
黒目川

０.００１６＜０.００００６０.００５０.０２５５.３４１０００１０５２.１０.８７.５都県境地点生物BC７３
０.００２１０.００００７０.０２３０.３２７.５６２０００８.３５６.３２.９７.２栄 橋○○生物BC７４

柳瀬川
０.００１５＜０.００００６０.００５０.０８５３.２－１１２２.４１.２８.０二 柳 橋生物BC７５
０.００２６＜０.００００６０.００８０.１６５.２４８００１１２３.８１.４７.８中 橋７６東 川

０.０２７＜０.００００６０.０１６０.２４７.８８３０００１１４５.６２.２８.０不 老 橋○○生物BC７７
不老川

０.０１０＜０.００００６０.０３２０.２０８.４－８.９２６.８２.９７.３入 曽 橋生物BC７８
０.００１３０.００００６０.００７０.１２２.２７９００９.６１２３.２０.９７.５栗 橋○○生物BA７９

利根川

０.００１７０.００００６０.００５０.０９８２.３９８００１０６２.６０.８７.５利 根 大 堰○○生物BA８０
－－０.０１００.１０２.２１３０００１０１０２.９１.０７.５刀 水 橋生物BA８１
－－０.００６０.０７２１.８５８００１１９２.６０.８７.５上 武 大 橋生物BA８２

０.００１１０.００００６０.００６０.０７５１.６３６００１０１０２.６０.８７.４坂 東 大 橋○○生物BA８３
０.００１５＜０.００００６０.００７０.０９７２.２５５０００９.７２０３.２０.８７.６流 山 橋○○生物BA８４

江戸川 －－０.００７０.１０２.１２７０００１０１８３.２０.８７.６野 田 橋生物BA８５
－－０.００５０.０９３２.０２１０００９.７１５３.００.７７.５関 宿 橋生物BA８６

０.００８００.００００６０.０１００.２６６.２２０００００７.２６４.０３.０７.４昭 和 橋○○生物BB８７福 川

０.００６００.００００６０.０１００.１９３.８６３０００１１１０４.３１.５８.０新 明 橋○○生物BB８８
小山川 ０.００２５０.００００６０.００６０.１５３.３３６０００１０７４.３１.２８.２一 の 橋○○生物BA８９

０.００３６０.００００６０.００１０.０３６１.２１４０００１０２２.１０.６８.４新 元 田 橋○生物AA９０
０.０１９＜０.００００６０.００８０.２３３.７１０００００１０８４.３１.８８.３森 下 橋○○生物BB９１唐沢川

０.０４６０.０００１４０.０３５０.４９８.２３１００００７.２１４６.４２.９７.５県道本庄妻沼線交差点○○生物BB９２元小山川

＜０.０００６０.００００６０.００２０.０２８１.２４２００９.７５１.９０.７７.９神 流 川 橋○○生物AA９３
神流川

０.０００６０.００００６０.００２０.０３０１.１３０００９.８５２.００.８７.９藤 武 橋○○生物AA９４
０.００８９０.００００８０.０１２０.１７３.４４４０００９.０９４.０１.７７.７平　　均
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措 三 橋  

落 合 橋  

前 屋 敷 橋  

新 元 田 橋  

山 吹 橋  

と げ 橋  

明 覚  

大 内 沢 川 合 流 点 前  

八
幡
橋
 

小 渕 橋小 渕 橋  小 渕 橋  松 富 橋  

（
５
）
河
川
水
質
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況
（
平
成
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度
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BOD年度平均値（㎎/L）
地　点　名（所在地）河川名順位

２５年度２６年度２７年度

６.５②４.０④６.１綾瀬川合流点前（草加市）古 綾 瀬 川１

４.８③７.０①５.７論處橋（川口市）藤 右 衛 門 川２

２.６�３.４⑨４.９道橋（加須市）中 川３

３.９⑧２.７�３.４八丁橋（さいたま市緑区）芝 川４

６.９①３.２⑪３.３笹目橋（戸田市）荒 川

５ ４.０⑥３.６⑦３.３昭和橋（越谷市）新 方 川

３.６⑪２.９⑱３.３水神橋（草加市・足立区）毛 長 川

３.６⑪３.４⑨３.２ふれあい橋（松伏町・越谷市）大落古利根川

８ ４.５④２.５�３.２加茂川橋（さいたま市大宮区・西区）鴨 川

３.４⑰２.４�３.２伝右橋（草加市・足立区）伝 右 川

（６）BODの値からみた主要河川の地点別汚濁状況
　ア　BOD年度平均値の低い１０地点

BOD年度平均値（㎎/L）
地　点　名（所在地）河川名順位

２５年度２６年度２７年度

＜０.５①０.５①＜０.５中津川合流点前（秩父市）荒 川
１

０.６②０.８⑪＜０.５天神橋（日高市）高 麗 川

０.６②０.８⑪０.５給食センター前（飯能市）入 間 川

３

０.７⑨０.６③０.５東松山橋（東松山市）都 幾 川

０.７⑨０.８⑪０.５大内沢川合流点前（東秩父村）槻 川

０.６②０.５①０.５高麗川大橋（坂戸市）高 麗 川

０.８⑬０.９�０.５成木大橋（飯能市）成 木 川

０.６②０.６③０.５赤平橋（小鹿野町）赤 平 川

０.６②０.７⑤０.５落合橋（秩父市）中 津 川

０.８⑬０.７⑤０.６正喜橋（寄居町）荒 川

１０
０.７⑨０.７⑤０.６親鼻橋（皆野町）荒 川

０.８⑬０.８⑪０.６明覚（ときがわ町）都 幾 川

０.７⑨１.１�０.６新元田橋（本庄市）小 山 川

　イ　BOD年度平均値の高い１０地点

（注）丸文字は各年度の順位

※　各湖沼とも表層水（水面下０.５m）を採取した。

クロロ
フィルa
（�/L）

りん酸
性りん
（㎎/L）

全りん
（㎎/L）

有機性
窒　素
（㎎/L）

硝酸性
窒　素
（㎎/L）

亜硝酸
性窒素
（㎎/L）

アンモニ
ア性窒素
（㎎/L）

全窒素
（㎎/L）

導電率
（mS/m）

SS
（㎎/L）

COD
（㎎/L）湖沼名

３０.０２０.０３９０.０５０.９００.００６＜０.１１.０１４４２.３玉 淀 湖

１６＜０.０１０.０２２０.２２０.５８０.０１６０.１０.９６１３２４.９円 良 田 湖

２０＜０.０１０.０２１０.１７１.００.０１２０.１１.３１０２３.９間 瀬 湖

１４＜０.０１０.０２３０.１５１.１０.０１５＜０.１１.４１１１３.１鎌 北 湖

１６＜０.０１０.０２６０.１５０.７２０.０１３＜０.１０.９６１２２２.９宮 沢 湖

６５＜０.０１０.０４４０.３３０.８４０.００８＜０.１１.２２１６５.０柴 山 沼

１６００.０１０.１８１.３０.５６０.０４３０.２２.２２２３５１２山 ノ 神 沼

（７）湖沼水質調査結果（平成２７年度）
【　夏　季　】

DO
（㎎/L）pH濁り色相透明度

（m）
全水深
（m）

水温
（℃）

気温
（℃）天候採取

時刻
採　取
年月日湖沼名

８.５８.１無し淡白色透１.５０１１.５０２１.０２２.０曇り１３：３０H２７.８.３１玉 淀 湖

６.５７.５無し淡緑色透１.５６１３.６７２４.０２２.５曇り１２：４０H２７.８.３１円 良 田 湖

７.１７.６無し無色３.１４１６.２４２４.５２２.５曇り１０：３５H２７.８.３１間 瀬 湖

６.４７.４無し無色３.２０９.６５２２.７２３.０曇り１３：１５H２７.９.１鎌 北 湖

９.２８.５無し淡黄緑色２.３０７.６０２２.５２２.５雨１０：４５H２７.９.１宮 沢 湖

７.３７.２無し淡黄色１.０５４.６８２６.９２７.０晴れ１０：５０H２７.８.２４柴 山 沼

７.５７.８有り黄緑色０.３８１.４０２７.１２７.１晴れ１１：４５H２７.８.２４山 ノ 神 沼
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クロロ
フィルa
（�/L）

りん酸
性りん
（㎎/L）

全りん
（㎎/L）

有機性
窒　素

（mg／L）

硝酸性
窒　素
（㎎/L）

亜硝酸
性窒素
（㎎/L）

アンモニ
ア性窒素
（㎎/L）

全窒素
（㎎/L）

導電率
（mS/m）

SS
（㎎/L）

COD
（㎎/L）湖沼名

１０.０３０.０３８０.０４１.３０.０１９＜０.１１.２１６＜１２.１玉 淀 湖

１４＜０.０１０.０２００.２３０.９８０.００８＜０.１０.６４１４２４.０円 良 田 湖

９＜０.０１０.０１２０.１５１.１０.００６＜０.１０.９９１０１２.９間 瀬 湖

２２＜０.０１０.０１８０.１９１.１０.００８＜０.１０.９５１２３３.３鎌 北 湖

４５＜０.０１０.０２５０.３４０.８４０.００６０.１０.３３１３４５.７宮 沢 湖

１８＜０.０１０.０３３０.２６１.５０.０１０＜０.１１.１２５７４.４柴 山 沼

１４０＜０.０１０.１８２.０４.５０.０３８＜０.１２.４２０３１１６山 ノ 神 沼

【　冬　季　】

※　各湖沼とも表層水（水面下０.５m）を採取した。

（８）県全域水質汚濁発生源総括表（平成２６年度）

BOD負荷量
（kg／日）

排水量
��／日）

基礎データ
（フレーム）

区　　　分
前年度比（kg／日）構成比（％）

▲９６５８.３６,０１５１,５４８,５８３５,５４５　千人下 水 処 理 場

生活系

▲１２９０.３１９１３７,５５０１１０　〃合併処理浄化槽（５０１人槽以上）
▲６１０.３２４６７,６４１２９　〃合併処理浄化槽（２０１～５００人槽）
▲２０１１４.３１０,３７５１９３,６７３６９２　〃合併処理浄化槽（２００人槽以下）
００.００００　〃単独処理浄化槽（５０１人槽以上）
００.０１１７０.２　〃単独処理浄化槽（２０１～５００人槽）

▲１５８５.０３,６０２６８,０８２７９２　〃単独処理浄化槽（２００人槽以下）
▲７０.０６４,８６３１３５　〃し 尿 処 理 場
００.０００４　〃そ の 他

▲１,５１５４７.４３４,４４６１８０,６０８９３１　〃雑 排 水

▲３,０３６７５.６５４,８８２２,０４１,０１７７,３０７　〃小 計
▲９９１.０７２１１８２,２２４２７　件下 水 処 理 場

産業系
▲６７２３.７２,６６８２５５,３６３２,１２７　〃規 制 対 象 事 業 場
▲８８３７.８５,６８５６４,３５２１２,０８３　〃そ の 他 事 業 場

▲１,６５４１２.５９,０７４５０１,９３９１４,２３７　〃小 計
００.０００２７　件下 水 処 理 場

畜産系

▲１５０.０５８２４　百頭規 制 対 象 畜 舎
▲１４０２.６１,９１０２,６８５２９８　〃牛

その他
の畜舎

▲１２２.８２,０２３１,３６６１,０１２　〃豚
１１０.１７６１０７１２　〃馬

▲１５６５.５４,０１４４,２４０１,３２６　〃小 計 （ 全 飼 育 頭 数 ）
１２６１.４１,０５０２５２,８８１２７　件下 水 処 理 場

その他系
４９２１.４１,０２１－１２１,２５９　ha山 林
▲５２０.４３１５－３５,８４２　〃水 田
▲５２６３.２２,２２７－２２２,６６６　〃そ の 他

４０６.４４,６１３２５２,８８１３７９,７６７　〃小 計

▲４,８０６１００７２,５８３２,８００,０７７－合　　　　　　計

DO
（㎎/L）pH濁り色相透明度

（m）
全水深
（m）

水温
（℃）

気温
（℃）天候採取

時刻
採　取
年月日湖沼名

１２８.０無し無色５.５０１４.９０７.２６.２晴れ１３：２９H２８.２.２５玉 淀 湖

１１７.９無し淡緑色透１.９５１３.８９６.１５.２晴れ１２：３６H２８.２.２５円 良 田 湖

１２７.８無し淡緑色透２.７５１６.７４５.５３.４晴れ１０：５４H２８.２.２５間 瀬 湖

１２７.８無し淡緑色透２.３０９.２０４.９５.５曇り１３：１７H２８.２.２４鎌 北 湖

１２７.８無し淡黄緑色透１.６５７.８５６.５６.０曇り１０：５０H２８.２.２４宮 沢 湖

１１８.１有り淡緑色濁０.８１３.３９７.８７.９曇り１０：５０H２８.２.２３柴 山 沼

１３９.２有り緑褐色濁０.２２１.０５８.２８.０曇り１１：５４H２８.２.２３山 ノ 神 沼

※「排水量」及び「BOD負荷量」は「基礎データ」を基に計算。
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ときがわ町 

（熊谷市、行田市、秩父市、加須市、深谷市、 

皆野町、美里町、寄居町） 

（本庄市、神川町、上里町） 

（５２） 

（８） 

（３） 

（１０）埼玉県における総量規制
　①指定地域（太線枠内）（平成２８年４月１日現在） 

０ 
２００ 
４００ 
６００ 
８００ 
１,０００ 
１,２００ 
１,４００ 
１,６００ 

パ
ン
菓
子
製
造
業
※ 

カ
ッ
ト
野
菜
※ 

飲
食
店
※ 

コ
ル
ゲ
ー
ト
マ
シ
ン
※ 

特
定
給
食
施
設
等
※ 

共
同
調
理
場
・
病
院
等
※ 

弁
当
仕
出
・
製
造
※ 

そ
の
他
の
特
定
事
業
場 

指
定
地
域
特
定
施
設
◎ 

下
水
道
終
末
処
理
施
設 

　
し
尿
処
理
施
設
◎ 

試
験
研
究
機
関 

自
動
式
車
両
洗
浄
施
設 

洗
た
く
業 

飲
食
店
等 

旅
館
業 

金
属
製
品
製
造
業 

窯
業 

化
学
工
業 

繊
維
工
業 

食
料
品
製
造
業 

畜
産
農
業 

※は指定排水工場等 
◎及び※は 
届出数＝規制対象数 

届出 
規制対象 

１５ 

８７７ ９４５ 

１３４ 
５７ 
８ 
 

６４ ２６ １９４ ８５ 
２６０ 

８ 
 

１３１ 
６４ 

２３４ 

２６ 

６７７ 

３１２ 

７７８ 

１６２ 
２６５ 

１９４ 

１,４６３ 

１１４ 

１,４６４ 

３３ 
２０７ 

８５ 

４２４ 

９０６ 
７７１ 

２６０ 
２４ １９ ６４ １６ ５８ ２５ １ 

６９ 
６３ 

４６ ５０ 

生活排水 生活排水 

産業排水 産業排水 

第１次 
５９年度実績 

第２次 
元年度実績 

第３次 
６年度実績 

第４次 
１１年度実績 

第５次 
１６年度実績 

第６次 
２１年度実績 

第７次 
２６年度実績 

１３ １４ 

４ ５ 

生活排水 

産業排水 

５５ｔ／日 ５１ｔ／日 

３８ ３５ 

１２ 
６ ５ 

１１ 
５ 

１１年度実績 第５次 
１６年度実績 

第６次 
２１年度実績 

第７次 
２６年度実績 

第５次 
１６年度実績 １１年度実績 第６次 

２１年度実績 
第７次 

２６年度実績 

４.１t／日 

６.５ｔ／日 
３.７ｔ／日 
生活排水 

１.３ｔ／日 
産業排水 
１.５ｔ／日 
その他 

３.５t／日 ３.４t／日 

２.８ ２.５ ２.６ ０.５ 

０.３ 
０.５ 
０.８ 
０.５ 
０.８ 

０.４ 
０.６ 
０.４ 
０.６ 

②化学的酸素要求量 ③窒素含有量

④りん含有量 

（９）特定事業場・指定排水工場等の業種内容（平成２７年度・政令市等を含む）   
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行　政　処　分排水基準
超過件数

排水検査
検査数

立入検査
件数 注　意改善勧告改善命令一時停止命令

４７
（４.６％）

１８
（１.８％）

００
６５

（６.４％）
１,０２０１,４３９県

１３１
（１２.４％）

１０
（０.９％）

００
１４１

（１３.３％）
１,０６０１,１２２政令市等

１７８
（８.６％）

２８
（１.３％）

００
２０６

（９.９％）
２,０８０２,５６１合　計

生活排水対策推進
協議会設置年月

生活排水対策推進
計画策定年月

生活排水対策重点
地域指定年月日

関連流域市町村流　域　名

平成５年４月
第１次　平成４年３月
第２次　平成１９年３月

平成３年８月９日
川越市、所沢市、
狭山市、入間市

不老川流域

平成５年１０月平成５年３月平成４年７月６日本庄市、上里町元小山川流域

平成８年３月平成７年３月平成６年３月１０日
加須市、羽生市、
久喜市

中川上流域

平成１４年１１月平成１４年３月平成１２年９月６日秩父市、小鹿野町赤平川流域

平成１５年１１月平成１５年３月平成１４年２月１８日
秩父市、横瀬町、
皆野町、長�町

荒川上流域

平成１７年２月平成１６年３月平成１４年１２月１９日
嵐山町、小川町、
ときがわ町、東秩父村

槻川・都幾川
上流域

※　（　）内は排水検査件数に対する同欄件数の割合

２７年度２６年度２５年度２４年度２３年度２２年度２１年度２０年度１９年度１８年度１７年度１６年度１５年度

５８４５７９５７３５６７５５３５４８５４２５３３５２６５１８５１１５０１４９６処理人口（万人）整備
状況 ６９４６８８６７９６７３６６５６５４６４４６３３６２２６０８５９９５８６５７５処理面積（�）　

７９.７７９.２７８.６７７.９７７.４７６.７７６.１７５.２７４.５７３.５７２.９７１.６７１.０処理人口普及率（％）

１８.３１８.１１７.９１７.７１７.５１７.２１６.９１６.７１６.４１６.０１５.８１５.４１５.１処理面積整備率（％）

（１１）排水基準超過に対する行政措置状況（平成２７年度）

（１２）生活排水対策重点地域の指定状況（平成２８年４月１日現在）

（１３）浄化槽設置基数及び浄化槽整備事業の推移

（１４）下水道普及状況

浄化槽整備事業（県費補助）浄化槽設置基数

補　助　額
（千円）補助基数（基）市町村数合併処理浄化

槽の割合（％）
うち合併処理
浄化槽（基）

総設置基数
（基）

２０８,７９６２,７４４５２２６.８１８４,４９８６８８,１１８１８年度

２１４,０３４２,４９７５３２９.４１８０,９０２６１６,３５１１９年度

１７１,４２２２,３６５５３３０.８１８９,００１６１３,０９８２０年度

１５３,６８３２,０８０４６３２.２１９６,６７５６１１,５７４２１年度

１４６,６８９１,９７０４４３５.２１９９,３８３５６６,４６９２２年度

２８５,５２９８９４４５３８.３２１０,８９３５５１,３１７２３年度

４３５,７９６１,２１３４７３９.２２０６,７０２５２６,８４１２４年度

４３０,９２１１,２４０４９※４０.６２１４,２９０５２７,６６６２５年度

３７８,２７２１,０８８４８※４１.８２１９,７８２５２５,９６０２６年度

４１９,０６３１,１７０４６４３.９２２３,２００５０８,７９４２７年度

※　皆野・長�上下水道組合含む
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（１６）流域下水道の計画と現況（平成２８年４月１日現在）

（注）処理水量は、２７年度実績（日平均）であり、計欄は、各流域処理水量（�／日）の合計値である。

ときがわ町 

ふじみ野市 

（注１）単独公共下水道は、一部事務組合が事業主体となる下水道を含む。 
（坂戸、鶴ヶ島下水道組合、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合及び皆野・長辰下水道組合の３組合） 

（１５）埼玉県流域下水道・公共下水道計画現況（平成２８年４月１日現在）

現　　　　　　況全体計画
処理開始
年 月 日

事業着手
年 月 日 処理区域内

人口（人）
処理水量
（�／日）

処理能力
（�／日）

処理区域内
人口（人）

処理能力
（�／日）

１,８６７,７７５６６１,５４０１,０７０,４００
８系列１,７６４,５００８９５,４００

８系列
昭和４７年
１０月１日

昭和４２年
３月２７日

荒 川
水循環センター

荒川左岸
南 部

３２８,８６２１４４,７９４２２３,７５０
３.５系列４３４,３００２３３,１００

５系列
昭和５６年
４月１日

昭和４６年
１２月１３日

元 荒 川
水循環センター

荒川左岸
北 部

１,６０５,５８８
５１７,２４６６９７,９００

５系列
１,５７４,０９０

８
系
列

７８９,９００

昭和５６年
４月１日

昭和４６年
１２月１３日

新 河 岸 川
水循環センター

荒川右岸
５１,１８９５０,９５０

２系列
３
系
列

平成１８年
４月１日－新 河 岸 川 上 流

水循環センター

１,３３０,５５３４１４,８８０６１３,２００
９系列１,４５４,０００７６５,０００

１４系列
昭和５８年
４月１日

昭和４８年
３月２９日

中 川
水循環センター中　　川

１１１,５３２４１,４１７７４,４００
３系列１２８,３００８７,９００

４系列
昭和５８年
４月１日

昭和５２年
９月１７日

古 利 根 川
水循環センター古利根川

１７,３８９４,９６２１０,１５２
１.５系列２５,６００１５,９００

３系列
平成４年
４月１日

昭和６１年
３月１５日

荒 川 上 流
水循環センター荒川上流

３６,６４５１１,２４９１７,６００
３系列４２,２００２２,８００

４系列
平成６年
４月１日

平成元年
１０月３日

市 野 川
水循環センター市 野 川

５０,１６８１３,８４９３０,０００
２系列７４,４００５１,６００

５系列
平成２１年
４月１日

平成１７年
３月１４日

小 山 川
水循環センター

利 根 川
右 岸

５,３４８,５１２１,８６１,１２５２,７８８,３５２５,４９７,３９０２,８６１,６００－－－計

項　目

流域名 処理場
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油類の流出 
１１５件 
５５%

魚類のへい死 
３３件 
１６%

着色水・濁水 
５１件 
２４%

その他 
１１件 
５%

現象別件数 
総数２１０件 
（１００%） 

自然現象 
７件 
２１%

不明 
２０件 
６１%

その他 
３件 
９%

工場・事業場等からの排水 
３件 
９%

魚類のへい死 
総数３３件 
（１００%） 

工場・事業場等からの排水 
２５件 
２２%

不明 
６６件 
５７%

交通事故等 
１６件 
１４%

工事現場等 １件　１%

油類の流出 
総数１１５件 
（１００%） 

不法投棄 ７件　６%

（１７）異常水質事故の現象別発生件数（平成２７年度）

（１８）異常水質事故における魚類のへい死の発生原因内訳（平成２７年度）

（１９）異常水質事故における油類の流出の発生原因内訳（平成２７年度）
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２７年度２６年度２５年度２４年度２３年度２２年度２１年度１８年度１５年度１２年度９年度平成　
６年度６０年度５５年度昭和　

５０年度区　　　分

３７１３５８３４９３４１３３３３２３２９９２６７２２７１６９９３６０６１１雨 水 の 利 用

７６７５７５７５７５７５７２７１５８５６４６４２１２６０業務ビル等の各施設から
発生した下水の再利用

２３２３２３２３２３２３２３２２２２２２２１２１１６８３下 水 道 処 理 場 の
処 理 水 の 利 用

４９４９４９４９４９４９４９４９４０３４２４２３１３９２工業用水道用水の利用

５１９５０５４９６４８８４８０４７０４４３４０９３４７２８１１８４１４６４７２４６計

（２０）雑用水利用施設の推移

（注）施設数について、平成１８年度までは埼玉県長期水需給の見通し（平成１９年１２月）から掲載。
　　　平成２１年度以降は土地水政策課の調査による。

（２１）原水別・利用用途別雑用水利用の状況（平成２７年度）

施 設 数そ の 他環 境 ・
修 景 用洗浄用水洗　 車散水用水冷 房 ・

冷 却 用
水　 洗
ト イ レ原水別用途別施設

３７１４４１９１５７１３１１３２４４雨 水 の 利 用

７６２７５４１９１５６５業務ビル等の各施設から
発生した下水の再利用

２３５２２４０１２０２下 水 道 処 理 場 の
処 理 水 の 利 用

４９１８３１５０９３５２９工業用水道用水の利用

５１９６９３１５９１１１６０８３３４０計

（注）雑用水を複数の用途に使用している例が多いため、施設数と用途別件数の合計は一致しない。

平　成　２４　年平　成　２３　年平　成　２２　年年次
地域名 計工業用建築物用水道用計工業用建築物用水道用計工業用建築物用水道用

６４.８１２.６３.２４９.０６６.０１０.８３.３５１.９６９.２１１.５３.５５４.２東部地域

１５５.９２６.９４.１１２４.８１５２.７２６.７４.０１２２.０１６５.４３０.１３.７１３１.６中央部地域

１５３.７３６.５１２.２１０４.９１５３.４３６.８１２.２１０４.４１６７.３４０.６１２.９１１３.８西部地域

７７.８１８.２３.５５６.１８１.３１８.７３.４５９.２８７.１１９.１３.４６４.６北東部地域

２４.６３.３１.０２０.３２６.０４.１０.７２１.１２７.２４.４０.８２１.９比企地域

１８７.２５０.５３.４１３３.３１８８.７５２.２３.３１３３.２１９３.７５２.９３.３１３７.５北部地域

６６４.０１４８.０２７.５４８８.５６６８.０１４９.３２６.９４９１.７７１０.０１５８.７２７.５５２３.８
計

１００％２２.３％４.１％７３.６％１００％２２.４％４.０％７３.６％１００％２２.４％３.９％７３.８％

平　成　２７　年平　成　２６　年平　成　２５　年年次
地域名 対前年比（％）計工業用建築物用水道用計工業用建築物用水道用計工業用建築物用水道用

１０６.０６３.４８.０４.３５１.１５９.８８.３３.４４８.１６４.７１０.８３.３５０.６東部地域

９７.０１５７.４２３.３４.５１２９.５１６２.１２６.３４.２１３１.６１５７.８２５.３３.９１２８.５中央部地域

１０１.４１５２.５３８.７１０.２１０３.５１５０.３３６.３１２.３１０１.８１５１.６３５.８１０.２１０５.７西部地域

９８.４７２.８１９.２３.２５０.４７４.０１９.１３.０５１.８７６.１１９.５２.９５３.６北東部地域

１００.１２３.７３.９０.７１９.１２３.７３.９０.７１９.１２３.８３.２１.０１９.７比企地域

１０４.８１７５.４４５.３３.１１２７.０１６７.３４６.０２.８１１８.５１８０.５４７.６２.８１３０.１北部地域

１０１.２６４５.１１３８.５２６.０４８０.６６３７.３１４０.０２６.４４７０.９６５４.５１４２.２２４.１４８８.２
計

－１００％２１.５％４.０％７４.５％１００％２２.０％４.１％７３.９％１００％２１.７％３.７％７４.６％

（単位：千�／日）

注　（１）　水道用は採取量報告に基づく数量。
　　（２）　建築物用は条例に基づく採取量報告と建築物用地下水の採取の規制に関する法律に基づく採取量報告数値を合

算。
　　（３）　工業用は条例に基づく採取量報告と工業用水法に基づく採取量報告を合算。
　　　　　但し、２種指定地域やその他の地域は工業統計による数値を採用。

（２２）地域別地下水採取量
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ときがわ町 

●・○は観測所 
（うち○は、さいたま市の観測所） 
　　は、テレメータ設置観測所 

岩槻観測所 

大宮観測所 

浦和東観測所 

（２３）地盤沈下・地下水位観測所分布図（平成２８年４月１日現在）

観測市町村年間最大
沈下量年次観測市町村年間最大

沈下量年次観測市町村年間最大
沈下量年次

越谷市２.２１３年久喜市（旧鷲宮町）６.７昭和５６年

川口市

１８.７昭和３６年

加須市（旧北川辺町）２.４１４年久喜市（旧栗橋町）５.３５７年２３.６３７年

所沢市２.５１５年久喜市（旧鷲宮町）５.２５８年２０.８３８年

越谷市４.７１６年

久喜市（旧栗橋町）

６.０５９年１８.８３９年

久喜市（旧栗橋町）１.８１７年５.６６０年１８.５４０年

加須市（旧大利根町）

１.９１８年４.７６１年１５.６４１年

２.７１９年４.８６２年１６.５４２年

１.１２０年５.４６３年戸田市１６.０４３年

所沢市１.６２１年４.６平成元年草加市１３.８４４年

加須市
２.４２２年４.４２年朝霞市２０.９４５年

１２.５＊２３年４.２３年新座市１９.４４６年

幸手市２.３２４年加須市（旧北川辺町）４.７４年

所沢市

２３.８４７年

加須市
２.３２５年

久喜市（旧鷲宮町）
３.２５年２５.２４８年

１.２２６年４.８６年２７.２４９年

川越市１.０２７年越谷市４.４７年１４.７５０年

＊平成２３年３月１１日の東北地方太平洋
沖地震に伴う地殻変動による地盤沈下
の影響が大きいため参考値とする。

久喜市（旧栗橋町）４.０８年１４.１５１年

越谷市
３.４９年９.８５２年

２.４１０年久喜市（旧鷲宮町）１２.５５３年

久喜市（旧鷲宮町）
３.３１１年久喜市（旧鷲宮町・旧栗橋町）９.６５４年

２.９１２年久喜市（旧鷲宮町）７.９５５年

（２４）年間最大沈下量　経年変化 単位：㎝
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（２５）利根川水系・荒川水系水資源開発施設現況図（平成２８年４月１日現在）

吉見浄水場 吉見浄水場 



５

（備考）工業専用地域については適用されない。

地域の

類 型
該 当 地 域

時 間 の 区 分

昼 間
�
�
午前６時から�

�午後１０時まで

夜 間
�
�

午後１０時から �
�翌日の午前６時まで

Ａ

第１種低層住居専用地域
第２種低層住居専用地域
第１種中高層住居専用地域
第２種中高層住居専用地域

５５デシベル以下 ４５デシベル以下

Ｂ

第 １ 種 住 居 地 域
第 ２ 種 住 居 地 域
準 住 居 地 域
用途地域の定めのない地域

Ｃ

近 隣 商 業 地 域
商 業 地 域
準 工 業 地 域
工 業 地 域

６０デシベル以下 ５０デシベル以下

（備考）車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

地 域 の 区 分 昼 間 夜 間

Ａ地域のうち２車線以上の車線を
有する道路に面する地域 ６０デシベル以下 ５５デシベル以下

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有す
る道路に面する地域及びＣ地域のうち
車線を有する道路に面する地域

６５デシベル以下 ６０デシベル以下

区 分 昼 間 夜 間

屋 外 ７０デシベル以下 ６５デシベル以下

窓 を 閉 め た 屋 内 ４５デシベル以下 ４０デシベル以下

（備考）１ 幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、一般国道、県道、４車線以上の市町村道及び自動車専用道路をいう。
２ 近接する空間とは、道路端からの距離が２車線以下では１５m、３車線以上では２０mの区間をいう。
３ 窓を閉めた屋内の基準を適用することができるのは、個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を
主として閉めた生活が営まれていると認められるときである。

物質濃度規制地域 臭気指数規制地域

２２の特定悪臭物質の濃度による規制 臭気全体のにおいの強さによる規制

※臭気指数とは、においを感じなくなるまで、においを無臭空気で希釈した時の希釈倍率（臭気濃度）を対数化して、１０倍
した数値。

（１）騒音に係る環境基準（騒音の評価手法は、等価騒音レベル）
ア 一般地域の環境基準

イ 道路に面する地域の環境基準

ウ 幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準（特例）

（２）悪臭防止法に基づく規制内容

騒音・振動・悪臭関係
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（３）騒音規制法と振動規制法の対象工場等数
（Ｈ２８．３．３１現在）

（６）新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域指定の概要

（４）自動車騒音に係る要請限度（騒音の評価手法
は、等価騒音レベル）
ア 区域の区分と要請限度

イ 幹線交通を担う道路に近接する区域に係る要請
限度（特例）

ウ 区域の類型

（５）新幹線鉄道騒音に係る環境基準の概要
環境基準

（注）地域の類型Ⅰ：主として住居の用に供される地域。
地域の類型Ⅱ：Ⅰ以外の地域であって通常の生活を

保全する必要がある地域。

区 分 施設・作業の種類 工場等数

騒

音

規

制

法

対

象

特

定

施

設

金属加工機械
空気圧縮機等
土石用粉砕機等
織機
建設用資材製造機械
穀物用製粉機
木材加工機械
抄紙機
印刷機械
合成樹脂用射出成形機
鋳型造型機

３，００６
４，５９６
２７７
３２６
１９１
１８

１，０１０
４７
９２９
７４４
７０

計 １１，２１４

特

定

建

設

作

業

くい打機等を使用する作業
びょう打機を使用する作業
さく岩機を使用する作業
空気圧縮機を使用する作業
コンクリートプラント又はアスファ
ルトプラントを設けて行う作業
バックホウを使用する作業
トラクターショベルを使用する作業
ブルドーザーを使用する作業

１００
０
７８４
１７７

０
２３２
３
３２

計 １，３２８

振

動

規

制

法

対

象

特

定

施

設

金属加工機械
圧縮機
土石用粉砕機等
織機
コンクリートブロックマシン等
木材加工機械
印刷機械
ゴム練用のロール機等
合成樹脂用射出成形機
鋳型造型機

２，７７３
２，２９７
１９４
２７０
２０
６３
６０９
５９
５８５
５３

計 ６，９２３

特
定
建
設
作
業

くい打機等を使用する作業
鋼球を使用して破壊する作業
舗装版粉砕機を使用する作業
ブレーカーを使用する作業

１０６
０
１３
６４０

計 ７５９

１ 指定地域の範囲
東北新幹線・上越新幹線の軌道中心線から左右両側にそれぞれ３００m以内の地域。ただし、戸田市、蕨市及び

さいたま市（旧大宮市の区域を除く。）の区域では軌道中心線から左右両側にそれぞれ２００m以内の地域とし、ま
た、長大スパンけた橋りょうの各橋台からそれぞれ４００mの区間では、軌道中心線から左右両側にそれぞれ４００m
以内の地域とする。

２ 類型の当てはめ
類型Ⅰ 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住

居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、用途地域が定められていない地域
類型Ⅱ 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

３ 指定から除外する地域及び類型を当てはめない地域
工業専用地域、河川区域、鉄道用地

区域の区分
時間の区分

昼間 夜間

１
ａ区域及びｂ区域のうち１車
線を有する道路に面する区域

６５デシベル ５５デシベル

２
ａ区域のうち２車線以上の車
線を有する道路に面する区域

７０デシベル ６５デシベル

３

ｂ区域のうち２車線以上の車
線を有する道路に面する区域
及びｃ区域のうち車線を有す
る道路に面する区域

７５デシベル ７０デシベル

昼 間 夜 間

７５デシベル ７０デシベル

区域の
類 型

該当地域

ａ区域

第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専
用地域
第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住
居専用地域

ｂ区域
第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地
域、用途地域の定めのない地域

ｃ区域
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業
地域

地域の類型 基 準 値

Ⅰ ７０デシベル以下

Ⅱ ７５デシベル以下
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（注）１ 測定結果欄の距離は、測定地点側の軌道中心からの距離である。
２ 測定結果欄の＿は、環境基準値を超えたことを示す。

新幹線名
測 定 区 域
（測定年月日） 用途地域（類型）

騒音レベル（デシベル）振動レベル（デシベル）
２５m ５０m １００m ２５m

東

北

新

幹

線

大
宮
駅
以
北

上 尾（上り側）
（Ｈ２７．９．１６）

第２種住居地域
（Ⅰ） ７５ ７２ ― ５３

伊 奈（上り側）
（Ｈ２７．８．２５）

無 指 定
（Ⅰ） ６９ ６８ ６４ ５５

白 岡（下り側）
（Ｈ２７．６．８）

第１種住居地域
（Ⅰ） ６６ ６６ ６０ ５９

久 喜（下り側）
（Ｈ２７．１０．２７）

第１種住居地域
（Ⅰ） ６７ ６５ ６２ ６１

大
宮
駅
以
南

戸 田（下り側）
（Ｈ２７．４．２４） 第１種住居地域

（Ⅰ）

７２ ６８ ― ４８

戸 田（上り側）
（Ｈ２７．５．１８） ７４ ６７ ― ４５

上

越

新

幹

線

上 尾（下り側）
（Ｈ２７．４．１６）

無 指 定
（Ⅰ） ６８ ６８ ６７ ４９

鴻 巣（上り側）
（Ｈ２７．５．２６）

無 指 定
（Ⅰ） ７４ ７０ ６９ ６２

行 田（下り側）
（Ｈ２７．４．９）

第１種住居地域
（Ⅰ） ７３ ７０ ６２ ６０

熊谷宮本（下り側）
（Ｈ２７．５．２１）

商 業 地 域
（Ⅱ） ７０ ６７ ６２ ５２

熊谷三ヶ尻（下り側）
（Ｈ２７．１０．１４）

無 指 定
（Ⅰ） ７０ ６９ ６６ ４３

本 庄（下り側）
（Ｈ２７．９．２９）

無 指 定
（Ⅰ） ７１ ６８ ６２ ５２

地 域 の 類 型 基 準 値

Ⅰ ５７デシベル以下

Ⅱ ６２デシベル以下

（備考）Ⅰ類型：専ら住居の用に供される区域
Ⅱ類型：Ⅰ以外の地域であって、通常の生活を保全する必要がある区域

※Lden（時間帯補正等価騒音レベル）とは、昼間（７：００～１９：００）、夕（１９：００～２２：００）、夜間（２２：００～７：００）の時
間帯別に重みを付けて求めた等価騒音レベルである。

（７）東北・上越新幹線鉄道騒音・振動測定結果（平成２７年度）

（８）航空機騒音に係る環境基準の概要
○環境基準（Lden）：平成２５年４月１日施行

（９）航空機騒音に係る環境基準の地域指定の概要
ア 対象飛行場
入間飛行場、横田飛行場

イ 指定地域の範囲

ウ 地域の類型を当てはめる地域

エ 当てはめから除外する地域
工業専用地域、入間基地内

対 象
範 囲（滑走路中心線から）

東 側 西 側 南 側 北 側

３㎞ ２� ７㎞ １０㎞入 間 飛 行 場

横 田 飛 行 場 ３㎞ ２㎞ 都県境 １７㎞

地域の類型 当 て は め る 地 域

Ⅰ
第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高
層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、用途地域の定めのない地域

Ⅱ 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
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番号 測定地点 類型 ※１ Lden
（デシベル）

騒音発生回数
（上段：総数、
下段：１日平均）

有効測定日数
（日）

入
間
飛
行
場
南
側

１
康寿園
（所沢市東狭山ヶ丘）

Ⅰ ５９
１４，９９６

３６２
４２

２
宮前小学校
（所沢市東狭山ヶ丘）

Ⅰ ５７
１５，１５０

３６６
４２

３
所沢西高等学校
（所沢市北野新町）

Ⅰ ５５
８，０４６

３６６
２２

４
小手指小学校
（所沢市小手指元町）

Ⅰ ５１
６，４００

３６６
１８

入
間
飛
行
場
北
側

５
狭山緑陽高等学校
（狭山市広瀬東）

Ⅰ ５６
１４，５８３

３４１
４３

６
綜研化学�駐車場
（狭山市柏原）

Ⅰ ６２
１７，０３６

３６３
４７

７
※２ 柏原小学校
（狭山市柏原）

Ⅰ ５５
８，２１５

２８９
２９

８
老人福祉センター宝荘
（狭山市柏原）

Ⅰ ５３
１０，６７２

３６６
３０

横
田
飛
行
場
北
側

９
金子小学校
（入間市西三ツ木）

Ⅰ ５５
５，１５１

３２８
１６

１０
飯能南高等学校
（飯能市阿須）

Ⅰ ５２
４，９７３

３４５
１５

１１
加治東小学校
（飯能市岩沢）

Ⅰ ５０
４，０２３

３６６
１１

１２
飯能第一中学校
（飯能市双柳）

Ⅰ ５０
４，６７３

３６６
１３

※１ Lden欄の は、環境基準値を超えたことを示す。
※２ 測定局７は、柏原幼稚園の閉鎖に伴い、柏原小学校へ移設した。

区域区分
基準値（臭気指数）

（１） （２）

Ａ 区 域 （Ｂ、Ｃ区域を除く区域） １５ １５

Ｂ 区 域 （農業振興地域） １８ ２１

Ｃ 区 域 （工業地域・工業専用地域） １８ １８

（１０）航空機騒音発生状況概要（平成２７年度）

（１１）悪臭防止法に基づく臭気指数規制の概要
ア 敷地境界線における規制基準

基準値（１） 熊谷市、川口市、秩父市（一部）、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、狭山市、羽生市、鴻巣市、
入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、富士見市、三郷市、蓮田市、
坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、滑川町、
嵐山町、吉見町、皆野町、長�町、杉戸町、松伏町

基準値（２） 本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町

イ 煙突等の排出口における規制基準
敷地境界線の基準を用いて、悪臭防止法施行規則第６条の２に定める換算式により算出します。

ウ 排出水中の規制基準
敷地境界線の基準を用いて、悪臭防止法施行規則第６条の３に定める換算式により算出します。
換算式 Iw=L＋１６

Iw :（排出水の臭気指数）
L :（敷地境界線における規制基準）
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平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

騒

音

工場・事業場 ３０８ ３４４ ３３１ ３４２ ２３０

建 設 作 業 ３０４ ２６３ ３３６ ３０６ ３１２

交 通 ７０ ４７ ４５ ５１ ６３

近 隣 １８０ １９７ １８９ ２０１ １７８

そ の 他 ２６１ ２１６ ２２９ ２６７ ２５７

合 計 １，１２３ １，０６７ １，１３０ １，１６７ １，０４０

振

動

工場・事業場 ４８ ５７ ４０ ４８ ２３

建 設 作 業 ９９ ９９ １１３ １２７ ７８

交 通 １８ １４ １０ １１ １２

そ の 他 １４ ５ １３ １１ １０

合 計 １７９ １７５ １７６ １９７ １２３

悪

臭

製 造 事 業 所 １１５ １６５ １５４ １３６ １２４

家 庭 生 活 １２１ １０９ １０６ ６８ ８９

商店・飲食店 ３４ ２７ ３２ ３２ １９

そ の 他 ４４８ ４４４ ３９１ ３９４ ３２７

合 計 ７１８ ７４５ ６８３ ６３０ ５５９

（１２）騒音・振動・悪臭に係る苦情件数の推移 （単位：件）
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